
�愛媛県規則第２５号
愛媛県産業廃棄物再生利用業者の指定に関する規則の一部

を改正する規則を次のように定める。

平成１６年４月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県産業廃棄物再生利用業者の指定に関する規則の

一部を改正する規則

愛媛県産業廃棄物再生利用業者の指定に関する規則（平成

１２年愛媛県規則第５８号）の一部を次のように改正する。

第２条第２項第７号中「又は外国人登録証明書の写し」を

「（本籍の記載のあるものに限るものとし、外国人にあって

は、外国人登録証明書の写しとする。以下同じ。）及び登記

事項証明書（後見登記等に関する法律（平成１１年法律第１５２

号）第１０条第１項に規定する登記事項証明書をいう。以下同

じ。）」に改め、同項第８号を次のように改める。

� 当該事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類

第２条第２項中第９号を削り、第１０号を第９号とし、第１１

号を第１０号とし、第１２号を第１１号とし、同号の次に次の１号

を加える。

� 申請者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５

年法律第１３７号。以下「法」という。）第１４条第５項第

２号ハに規定する未成年者である場合には、その法定代

理人の住民票の写し及び登記事項証明書

第２条第２項中第１３号を第１６号とし、第１２号の次に次の３

号を加える。

� 申請者が法人である場合には、法第１４条第５項第２号

ニに規定する役員の住民票の写し及び登記事項証明書

� 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の

１００分の５以上の株式を有する株主又は出資の額の１００

分の５以上の額に相当する出資をしている者があるとき

は、これらの者の住民票の写し及び登記事項証明書若し

くは登記簿の謄本

� 申請者に廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（

昭和４６年政令第３００号。以下「政令」という。）第６条

の１０に規定する使用人がある場合には、その者の住民票

の写し及び登記事項証明書

第２条第３項第７号中「第７条第３項第４号イからチ」を

「第１４条第５項第２号イからヘ」に改め、同条第５項中「、

第９号、第１１号及び第１２号」を「及び第１０号から第１５号まで

」に改める。

第３条第２項第８号中「又は外国人登録証明書の写し」を

「及び登記事項証明書」に改め、同項第９号を次のように改

める。

� 当該事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類

第３条第２項中第１０号を削り、第１１号を第１０号とし、第１２

号を第１１号とし、第１３号を第１２号とし、同号の次に次の１号

を加える。

� 申請者が法第１４条第５項第２号ハに規定する未成年者

である場合には、その法定代理人の住民票の写し及び登

記事項証明書

第３条第２項中第１４号を第１７号とし、第１３号の次に次の３

号を加える。

� 申請者が法人である場合には、法第１４条第５項第２号

ニに規定する役員の住民票の写し及び登記事項証明書

� 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の

１００分の５以上の株式を有する株主又は出資の額の１００

分の５以上の額に相当する出資をしている者があるとき

は、これらの者の住民票の写し及び登記事項証明書若し

くは登記簿の謄本

� 申請者に政令第６条の１０に規定する使用人がある場合
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には、その者の住民票の写し及び登記事項証明書

第３条第３項第１０号中「第７条第３項第４号イからチ」を

「第１４条第５項第２号イからヘ」に改め、同条第５項中「、

第１０号、第１２号及び第１３号」を「及び第１１号から第１６号まで

」に改める。

第４条第２項中「第１０号」を「第９号」に改め、同条第３

項中「第１１号」を「第１０号」に改める。

第６条中「第７条第３項第４号イからチ」を「第１４条第５

項第２号イからヘ」に改める。

第１１条第２項中「正副各１部」を「正本１部及びその写し

１部」に改める。

様式第１号を次のように改める。

愛 媛 県 報平成１６年４月１日 第１５４５号外２
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様式第１号（第２条関係） 再生輸送業者指定申請書

再生輸送業者指定申請書
年 月 日

愛媛県知事 殿

住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地）

申請者 氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） �

電話番号

取 り 扱 う 産 業 廃 棄 物 の 種 類

事務所及び事業場の所在地
事 務 所

事 業 場

再 生 利 用 の 目 的

再生輸送の方法（再生輸送業の用に供する

施設の種類及び数量）

取引関係

排出事業者の住所及び氏名
（法人にあっては、主たる
事務所の所在地及びその名
称）

再生活用業者の住所及び氏
名（法人にあっては、主た
る事務所の所在地及びその
名称）

再生活用により得られるも
のの種類及び用途

事 業 開 始 予 定 年 月 日 年 月 日

既に再生利用業者の指定（他の都道府県及
び保健所設置市のものを含む。）を受けて
いる場合は、その指定番号

都道府県・市名 指定番号

����������������������������������������������������������

申請者（個人である場合）

（ふ り が な）

氏 名
生 年 月 日

本 籍

住 所

法定代理人（申請者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号。
以下「法」という。）第１４条第５項第２号ハに規定する未成年者である場合）

（ふ り が な）

氏 名
生 年 月 日

本 籍

住 所

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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役員（法第１４条第５項第２号ニに規定する役員をいう。）（申請者が法人である場合）

（ふ り が な）

氏 名

生 年 月 日 本 籍

役職名・呼称 住 所

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

株主又は出資をしている者（発行済株式総数の１００分の５以上の株式を有する株主又は
出資の額の１００分の５以上の額に相当する出資をしている者をいう。）（申請者が法人
である場合において、当該株主又は出資をしている者があるとき）

発行済株式の総数 株 出資の額 千円

（ふりがな）
氏名又は名称

生年月日

保有する株式の数
又は出資の金額

本 籍

割 合 住 所

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

使用人（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和４６年政令第３００号。以下「令

」という。）第６条の１０に規定する使用人をいう。）（申請者に当該使用人がある場合）

（ふ り が な）

氏 名

生 年 月 日 本 籍

役職名・呼称 住 所

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

注１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

２ 申請者が個人の場合にあっては、記名押印に代えて署名することができる。

３ 法定代理人の欄から使用人の欄までについては、該当するすべての者を記載する

こと。

４ 添付書類の用紙は、図面等やむを得ないものを除き、日本工業規格Ａ４縦長とす

ること。

５ 次に掲げる書類及び図面を添付すること（指定の更新を申請する場合は、次の書

類及び図面のうち�及び�から�まで以外のものは、その内容に変更がない限り、
添付を要しない。）。

� 事業計画の概要を記載した書類

� 再生輸送をしようとする産業廃棄物の取引関係を記載した書類
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� 生活環境保全上の措置を記載した書類

� 事業の用に供する施設（積替え又は保管の場所を含む。）の構造を明らかにす

る平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取

図

� 申請者が�に掲げる施設の所有権を有すること（申請者が所有権を有しない場
合には、使用する権原を有すること）を証する書類

� 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記簿の謄本

� 申請者が個人である場合には、その住民票の写し（本籍の記載のあるものに限

るものとし、外国人にあっては、外国人登録証明書の写しとする。以下同じ。）及

び登記事項証明書（後見登記等に関する法律（平成１１年法律第１５２号）第１０条第

１項に規定する登記事項証明書をいう。以下同じ。）

� 当該事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類

� 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類

� 申請者が法人である場合には、直前３年の各事業年度における貸借対照表及び

損益計算書

	 申請者が個人である場合には、資産に関する調書及び直前３年の各年における

所得金額を確認することができる書類


 申請者が法第１４条第５項第２号ハに規定する未成年者である場合には、その法

定代理人の住民票の写し及び登記事項証明書

� 申請者が法人である場合には、法第１４条第５項第２号ニに規定する役員の住民

票の写し及び登記事項証明書

� 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の１００分の５以上の株式を

有する株主又は出資の額の１００分の５以上の額に相当する出資をしている者があ

るときは、これらの者の住民票の写し及び登記事項証明書若しくは登記簿の謄本

 申請者に令第６条の１０に規定する使用人がある場合には、その者の住民票の写

し及び登記事項証明書

� その他知事が必要と認める書類又は図面

愛 媛 県 報平成１６年４月１日 第１５４５号外２
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様式第３号を次のように改める。
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様式第３号（第３条関係） 再生活用業者指定申請書

再生活用業者指定申請書
年 月 日

愛媛県知事 殿

住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地）

申請者 氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） �

電話番号

取 り 扱 う 産 業 廃 棄 物 の 種 類

事務所及び事業場の所在地
事 務 所

事 業 場

再 生 利 用 の 目 的

再生活用の

方法

再生活用業の用に供する施

設の種類、数量、設置場所

及び処理能力
再生活用業の用に供する施

設の処理方式、構造及び設

備の概要

取引関係

排出事業者の住所及び氏名
（法人にあっては、主たる
事務所の所在地及びその名
称）

再生輸送業者の住所及び氏
名（法人にあっては、主た
る事務所の所在地及びその
名称）

再生活用により得られるも
のの種類及び用途

事 業 開 始 予 定 年 月 日 年 月 日

既に再生利用業者の指定（他の都道府県及
び保健所設置市のものを含む。）を受けて
いる場合は、その指定番号

都道府県・市名 指定番号

����������������������������������������������������������

申請者（個人である場合）

（ふ り が な）

氏 名
生 年 月 日

本 籍

住 所

法定代理人（申請者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号。
以下「法」という。）第１４条第５項第２号ハに規定する未成年者である場合）

（ふ り が な）

氏 名
生 年 月 日

本 籍

住 所

愛 媛 県 報平成１６年４月１日 第１５４５号外２
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����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

役員（法第１４条第５項第２号ニに規定する役員をいう。）（申請者が法人である場合）

（ふ り が な）

氏 名

生 年 月 日 本 籍

役職名・呼称 住 所

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

株主又は出資をしている者（発行済株式総数の１００分の５以上の株式を有する株主又は
出資の額の１００分の５以上の額に相当する出資をしている者をいう。）（申請者が法人
である場合において、当該株主又は出資をしている者があるとき）

発行済株式の総数 株 出資の額 千円

（ふりがな）
氏名又は名称

生年月日

保有する株式の数
又は出資の金額

本 籍

割 合 住 所

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

使用人（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和４６年政令第３００号。以下「令

」という。）第６条の１０に規定する使用人をいう。）（申請者に当該使用人がある場合）

（ふ り が な）

氏 名

生 年 月 日 本 籍

役職名・呼称 住 所

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

注１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

２ 申請者が個人の場合にあっては、記名押印に代えて署名することができる。

３ 法定代理人の欄から使用人の欄までについては、該当するすべての者を記載する

こと。

４ 添付書類の用紙は、図面等やむを得ないものを除き、日本工業規格Ａ４縦長とす

ること。

５ 次に掲げる書類及び図面を添付すること（指定の更新を申請する場合は、次の書
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類及び図面のうち�及び�から�まで以外のものは、その内容に変更がない限り、
添付を要しない。）。

� 事業計画の概要を記載した書類

� 再生活用をしようとする産業廃棄物の取引関係を記載した書類

� 生活環境保全上の措置を記載した書類

� 事業の用に供する施設（保管の場所を含む。）の構造を明らかにする平面図、

立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図

� 申請者が�に掲げる施設の所有権を有すること（申請者が所有権を有しない場
合には、使用する権原を有すること）を証する書類

	 再生活用において生じる産業廃棄物の処理方法を記載した書類


 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記簿の謄本

� 申請者が個人である場合には、その住民票の写し（本籍の記載のあるものに限

るものとし、外国人にあっては、外国人登録証明書の写しとする。以下同じ。）及

び登記事項証明書（後見登記等に関する法律（平成１１年法律第１５２号）第１０条第

１項に規定する登記事項証明書をいう。以下同じ。）

� 当該事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類

� 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類

� 申請者が法人である場合には、直前３年の各事業年度における貸借対照表及び

損益計算書

 申請者が個人である場合には、資産に関する調書及び直前３年の各年における

所得金額を確認することができる書類

� 申請者が法第１４条第５項第２号ハに規定する未成年者である場合には、その法

定代理人の住民票の写し及び登記事項証明書

� 申請者が法人である場合には、法第１４条第５項第２号ニに規定する役員の住民

票の写し及び登記事項証明書

� 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の１００分の５以上の株式を

有する株主又は出資の額の１００分の５以上の額に相当する出資をしている者があ

るときは、これらの者の住民票の写し及び登記事項証明書若しくは登記簿の謄本

� 申請者に令第６条の１０に規定する使用人がある場合には、その者の住民票の写

し及び登記事項証明書

� その他知事が必要と認める書類又は図面
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様式第５号を次のように改める。
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様式第５号（第４条関係） 再生利用業者変更指定申請書

再生利用業者変更指定申請書
年 月 日

愛媛県知事 殿

住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地）

申請者 氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名） �

電話番号

指 定 の 年 月 日 年 月 日

指 定 番 号 第 号

再生輸送業者又は再生活用業者の別

取り扱う産業廃棄物の種類
変 更 前

変 更 後

変 更 理 由

変更に係

る再生利

用の方法

再生輸

送業

再生輸送業の用に供す

る施設の種類及び数量

再生活

用業

再生活用業の用に供す

る施設の種類、数量、

設置場所及び処理能力
再生活用業の用に供す

る施設の処理方式、構

造及び設備の概要

変 更 に 係 る 取 引 関 係

変 更 予 定 年 月 日

申請者（個人である場合）

（ふ り が な）

氏 名
生 年 月 日

本 籍

住 所

法定代理人（申請者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号。
以下「法」という。）第１４条第５項第２号ハに規定する未成年者である場合）

（ふ り が な）

氏 名
生 年 月 日

本 籍

住 所

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

役員（法第１４条第５項第２号ニに規定する役員をいう。）（申請者が法人である場合）

（ふ り が な）

氏 名

生 年 月 日 本 籍

役職名・呼称 住 所
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����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

株主又は出資をしている者（発行済株式総数の１００分の５以上の株式を有する株主又は
出資の額の１００分の５以上の額に相当する出資をしている者をいう。）（申請者が法人
である場合において、当該株主又は出資をしている者があるとき）

発行済株式の総数 株 出資の額 千円

（ふりがな）

氏名又は名称
生年月日

保有する株式の数

又は出資の金額
本 籍

割 合 住 所

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

使用人（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和４６年政令第３００号。以下「令
」という。）第６条の１０に規定する使用人をいう。）（申請者に当該使用人がある場合）

（ふ り が な）

氏 名

生 年 月 日 本 籍

役職名・呼称 住 所

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

注１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

２ 申請者が個人の場合にあっては、記名押印に代えて署名することができる。

３ 法定代理人の欄から使用人の欄までについては、変更のあったすべての者を記載

すること。

４ 添付書類の用紙は、図面等やむを得ないものを除き、日本工業規格Ａ４縦長とす

ること。

５ 次に掲げる書類及び図面を添付すること（再生輸送業者の産業廃棄物の種類の変

更に係る申請の場合は�に掲げる書類及び図面のうちク及びコからソまでに掲げる
もの以外のもの、再生活用業者の産業廃棄物の種類の変更に係る申請の場合は�に
規定する書類及び図面のうち�のク及びコからソまでに掲げるもの以外のものは、
その内容に変更がない限り、添付を要しない。）。

� 再生輸送業者の産業廃棄物の種類の変更に係る申請の場合には、次の書類及び

図面

ア 変更後の事業計画の概要を記載した書類

イ 再生輸送をしようとする産業廃棄物の変更後の取引関係を記載した書類

ウ 生活環境保全上の措置を記載した書類

エ 変更に係る事業の用に供する施設（積替え又は保管の場所を含む。）の構造
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を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施

設の付近の見取図

オ 申請者がエに掲げる施設の所有権を有すること（申請者が所有権を有しない

場合には、使用する権原を有すること）を証する書類

カ 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記簿の謄本

キ 申請者が個人である場合には、その住民票の写し（本籍の記載のあるものに

限るものとし、外国人にあっては、外国人登録証明書の写しとする。以下同じ。

）及び登記事項証明書（後見登記等に関する法律（平成１１年法律第１５２号）第

１０条第１項に規定する登記事項証明書をいう。以下同じ。）

ク 当該事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類

ケ 変更に係る事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載し

た書類

コ 申請者が法人である場合には、直前３年の各事業年度における貸借対照表及

び損益計算書

サ 申請者が個人である場合には、資産に関する調書及び直前３年の各年におけ

る所得金額を確認することができる書類

シ 申請者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律第１４条第５項第２号ハに規定す

る未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し及び登記事項証明

書

ス 申請者が法人である場合には、法第１４条第５項第２号ニに規定する役員の住

民票の写し及び登記事項証明書

セ 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の１００分の５以上の株式

を有する株主又は出資の額の１００分の５以上の額に相当する出資をしている者

があるときは、これらの者の住民票の写し及び登記事項証明書若しくは登記簿

の謄本

ソ 申請者に令第６条の１０に規定する使用人がある場合には、その者の住民票の

写し及び登記事項証明書

タ その他知事が必要と認める書類又は図面

� 再生活用業者の産業廃棄物の種類の変更に係る申請の場合には、�のア、ウ及
びカからソまでに掲げる書類のほか、次の書類及び図面

ア 再生活用をしようとする産業廃棄物の変更後の取引関係を記載した書類

イ 変更に係る事業の用に供する施設（保管の場所を含む。）の構造を明らかに

する平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の

見取図

ウ 申請者がイに掲げる施設の所有権を有すること（申請者が所有権を有しない

場合には、使用する権原を有すること）を証する書類

エ 再生活用において生ずる産業廃棄物の処理方法を記載した書類

オ その他知事が必要と認める書類又は図面
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様式第６号中「申請者」を「届出者」に改め、同様式注中

３を４とし、２を３とし、１の次に次のように加える。

２ 届出者が個人の場合にあっては、記名押印に代えて

署名することができる。

様式第７号注を同様式注１とし、同様式注に次のように加

える。

２ 報告者が個人の場合にあっては、記名押印に代えて

署名することができる。

様式第８号注を同様式注１とし、同様式注に次のように加

える。

２ 申請者が個人の場合にあっては、記名押印に代えて

署名することができる。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

�������
�愛媛県規則第２６号
愛媛県保健所使用料規則の一部を改正する規則を次のよう

に定める。

平成１６年４月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県保健所使用料規則の一部を改正する規則

愛媛県保健所使用料規則（昭和３３年愛媛県規則第４１号）の

一部を次のように改正する。

本則第１号アの表直接撮影の項中

１，３２０円

１，２９０円

１，２７０円

１，２５０円

「
１，３１０円

１，２８０円

１，２６０円

１，２４０円

「

を に改め、同表注の表中

」 」

１５０円

１１０円

９０円

「
１４０円

１００円

８０円

「

を に改め、同号イの表検

」 」

査の部ツベルクリン反応の項中「２１５円」を「２３３円」に改

め、同部問診の項中「２５０円」を「２４０円」に改め、同部理

学的診察の項中「５００円」を「４９５円」に改め、同部血圧測

定検査の項中「２５０円」を「２４８円」に改め、同部尿検査（
たん

蛋白定性、糖定性、ウロビリノーゲン定性、潜血反応、ケト

ン体定性、ビリルビン定性、ＰＨ、亜硝酸塩定性）の項中「

３０４円」を「３００円」に改め、同表予防接種の部ＢＣＧ接種

の項中「５９９円」を「５９８円」に改める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

�������
�愛媛県規則第２７号
愛媛県会計規則の一部を改正する規則を次のように定める

。

平成１６年４月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県会計規則の一部を改正する規則

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）の一部を次

のように改正する。

第４条第７号中「総務課庶務係長」を「審査調整課総務係

担当係長」に改め、同条第９号中「調整管理係長」を「総務

係長」に改め、同条第１２号中「監査第一課」を「監査課」に

改める。

第５条第３項の表中「伊予三島土地改良課」を「四国中央

土地改良課」に改め、「総務福祉部大洲福祉課及び宇和福祉

課並びに」を削り、「宇和土地改良課」を「西予土地改良課

」に、「伊予三島土木事務所」を「四国中央土木事務所」に

改め、「伊予土木事務所」の下に「、大洲土木事務所、西予

土木事務所」を加える。

第７条第１項第５号の表出納員の欄中「調整管理係長」を

「総務係長」に、「監査第一課」を「監査課」に、「地方労

働委員会事務局の総務課庶務係長」を「地方労働委員会事務

局の審査調整課総務係担当係長」に改める。

第４３条第１項第８号中「利子割交付金」の下に「、配当割

交付金、株式等譲渡所得割交付金」を加える。

第１１５条の表歳入歳出外現金の項中「医療技術短期大学奨

学研究費交付金」を
「医療技術短期大学奨学研究費交付金

医療技術大学奨学研究費交付金 」

に改める。

様式第４４号（その２）及び様式第４７号（その２）中

共済負担金の
種 別

「

を

」

共 済 負 担 金 の
内 訳

種 別
短 期
介 護
福 祉
長 期

「

に改める。

」

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

告 示

�愛媛県告示第７０５号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定

により、四国中央市長職務執行者から次のとおり町及び字の

名称を変更する旨の届出があった。

平成１６年４月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

変 更 前 変 更 後

朝日１丁目 三島朝日１丁目

朝日２丁目 三島朝日２丁目

朝日３丁目 三島朝日３丁目

紙屋町 三島紙屋町
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�愛媛県告示第７０６号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定

により、西予市長職務執行者から次のとおり字の名称を変更

する旨の届出があった。

平成１６年４月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

宮川１丁目 三島宮川１丁目

宮川２丁目 三島宮川２丁目

宮川３丁目 三島宮川３丁目

宮川４丁目 三島宮川４丁目

中央１丁目 三島中央１丁目

中央２丁目 三島中央２丁目

中央３丁目 三島中央３丁目

中央４丁目 三島中央４丁目

中央５丁目 三島中央５丁目

金子１丁目 三島金子１丁目

金子２丁目 三島金子２丁目

金子３丁目 三島金子３丁目

大字上野 土居町上野

大字北野 土居町北野

大字土居 土居町土居

大字入野 土居町入野

大字浦山 土居町浦山

大字畑野 土居町畑野

大字中村 土居町中村

大字小林 土居町小林

大字藤原 土居町藤原

大字津根 土居町津根

大字野田 土居町野田

大字天満 土居町天満

大字蕪崎 土居町蕪崎

大字新瀬川 新宮町新瀬川

大字馬立 新宮町馬立

大字新宮 新宮町新宮

大字上山 新宮町上山

変 更 前 変 更 後

大字俵津 明浜町俵津

大字渡江 明浜町渡江

大字狩浜 明浜町狩浜

大字高山 明浜町高山

大字宮野浦 明浜町宮野浦

大字田之浜 明浜町田之浜

大字久保 宇和町久保

大字信里 宇和町信里

大字東多田 宇和町東多田

大字瀬戸 宇和町瀬戸

大字河内 宇和町河内

大字伊延 宇和町伊延

大字岡山 宇和町岡山

大字加茂 宇和町加茂

大字大江 宇和町大江

大字田苗真土 宇和町田苗真土

大字杢所 宇和町杢所

大字清沢 宇和町清沢

大字坂戸 宇和町坂戸

大字小原 宇和町小原

大字岩木 宇和町岩木

大字郷内 宇和町郷内

大字西山田 宇和町西山田

大字山田 宇和町山田

大字卯之町一丁目 宇和町卯之町一丁目
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大字白髭 野村町白髭

大字松渓 野村町松渓

大字鳥鹿野 野村町鳥鹿野

大字旭 野村町旭

大字長谷 野村町長谷

大字四郎谷 野村町四郎谷

大字河西 野村町河西

大字高瀬 野村町高瀬

大字富野川 野村町富野川

大字平野（旧野村町） 野村町平野

大字蔵良 野村町蔵良

大字中通川 野村町中通川

大字大西 野村町大西

大字鎌田 野村町鎌田

大字栗木 野村町栗木

大字西 野村町西

大字予子林 野村町予子林

大字坂石 野村町坂石

大字舟戸 野村町舟戸

大字惣川 野村町惣川

大字小松 野村町小松

大字大野ヶ原 野村町大野ヶ原

大字遊子谷 城川町遊子谷

大字野井川 城川町野井川

大字土居 城川町土居

大字古市 城川町古市

大字窪野 城川町窪野

大字高野子 城川町高野子

大字川津南 城川町川津南

大字卯之町二丁目 宇和町卯之町二丁目

大字卯之町三丁目 宇和町卯之町三丁目

大字卯之町四丁目 宇和町卯之町四丁目

大字卯之町五丁目 宇和町卯之町五丁目

大字伊賀上 宇和町伊賀上

大字神領 宇和町神領

大字久枝 宇和町久枝

大字野田 宇和町野田

大字小野田 宇和町小野田

大字永長 宇和町永長

大字れんげ 宇和町れんげ

大字上松葉 宇和町上松葉

大字下松葉 宇和町下松葉

大字ひまわり 宇和町ひまわり

大字明石 宇和町明石

大字新城 宇和町新城

大字常定寺 宇和町常定寺

大字窪 宇和町窪

大字平野（旧宇和町） 宇和町平野

大字伊崎 宇和町伊崎

大字田野中 宇和町田野中

大字稲生 宇和町稲生

大字皆田 宇和町皆田

大字下川 宇和町下川

大字明間 宇和町明間

大字野村 野村町野村

大字片川 野村町片川

大字阿下 野村町阿下

大字釜川 野村町釜川

愛 媛 県 報平成１６年４月１日 第１５４５号外２

１６



�������
�愛媛県告示第７０７号
高圧ガス保安法（昭和２６年法律第２０４号）第２９条の２第１

項の規定に基づき、次のとおり免状交付事務を高圧ガス保安

協会に委託した。

平成１６年４月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 委託に係る免状交付事務の内容

製造保安責任者免状及び販売主任者免状の交付、再交付

及び書換えに関すること。

２ 委託に係る免状交付事務を処理する場所

〒１０５―８４４７

東京都港区虎ノ門四丁目３番９号（住友新虎ノ門ビル）

高圧ガス保安協会本部

電話 （０３）３４３６―６１０６

�愛媛県告示第７０８号
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律

（昭和４２年法律第１４９号）第３８条の４の２第１項の規定に基

づき、次のとおり免状交付事務を高圧ガス保安協会に委託し

た。

平成１６年４月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 委託に係る免状交付事務の内容

液化石油ガス設備士免状の交付、再交付及び書換えに関

すること。

２ 委託に係る免状交付事務を処理する場所

〒１０５―８４４７

東京都港区虎ノ門四丁目３番９号（住友新虎ノ門ビル）

高圧ガス保安協会本部

電話 （０３）３４３６―６１０６
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�愛媛県告示第７０９号
へい獣処理場等に関する法律に基づく地域の指定（昭和５９

年９月愛媛県告示第１１８４号）の一部を次のように改正する。

平成１６年４月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

前文中「へい獣処理場等に関する法律（」を「化製場等に

関する法律（」に改める。

表川之江市の項及び伊予三島市の項を削り、同表伊予市の

項の次に次のように加える。

四国中央市 川之江町、金生町下分、上分町、妻鳥町、
三島朝日一丁目、三島朝日二丁目、三島朝
日三丁目、三島宮川一丁目、三島宮川二丁
目、三島宮川三丁目、三島宮川四丁目、三
島中央一丁目、三島中央二丁目、三島中央
三丁目、三島中央四丁目、三島中央五丁目
、三島金子一丁目、三島金子二丁目及び三
島金子三丁目

西予市 宇和町卯之町一丁目、宇和町卯之町二丁目
、宇和町卯之町三丁目、宇和町卯之町四丁
目、宇和町卯之町五丁目、野村町野村新町
、野村町野村本町一丁目、野村町野村本町
二丁目、野村町野村本町三丁目、野村町野
村中屋敷、野村町野村愛宕、野村町野村岩
村、野村町野村法正、野村町野村三島町、
三瓶町朝立２区、三瓶町朝立３区、三瓶町
朝立７区、三瓶町朝立８区、三瓶町津布理
７区及び三瓶町安土５区

表三瓶町の項、宇和町の項及び野村町の項を削る。

�������
�愛媛県告示第７１０号
愛媛県公の施設の設置及び管理に関する条例（昭和３９年愛

媛県条例第２号）第１１条第３項の規定により、公の施設の指

定管理者を次のとおり指定した。

平成１６年４月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 公の施設の名称

愛媛県在宅介護研修センター

２ 指定管理者の住所及び名称

松山市鷹子町７４４番地

大字嘉喜尾 城川町嘉喜尾

大字魚成 城川町魚成

大字下相 城川町下相

大字田穂 城川町田穂

大字男河内 城川町男河内

大字朝立 三瓶町朝立

大字津布理 三瓶町津布理

大字安土 三瓶町安土

大字有網代 三瓶町有網代

大字和泉 三瓶町和泉

大字鴫山 三瓶町鴫山

大字垣生 三瓶町垣生

大字二及 三瓶町二及

大字長早 三瓶町長早

大字周木 三瓶町周木

大字有太刀 三瓶町有太刀

大字蔵貫浦 三瓶町蔵貫浦

大字蔵貫村 三瓶町蔵貫

大字皆江 三瓶町皆江

大字下泊 三瓶町下泊
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特定非営利活動法人愛と心えひめ

３ 指定の期間

平成１６年４月１日から平成２１年３月３１日まで

�������
�愛媛県告示第７１１号
農地法別表で定める小作地の面積に代るべき面積（昭和４１

年７月愛媛県告示第６１６号）の一部を次のように改正する。

平成１６年４月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

表宇摩郡の項を削り、同表西宇和郡の項区域名の欄中「、

三瓶町」を削り、同表東宇和郡の項、川之江市の項及び伊予

三島市の項を削り、同表に次のように加える。

四国中
央市

土居町（旧小富士村、旧土居村、旧長
津村及び旧天満村の区域を除く。）

０．７

旧金田村、旧伊予三島市（旧寒川村の
区域を除く。）、新宮町（旧上山村の
区域を除く。）、土居町のうち旧小富
士村、旧土居村及び旧長津村の区域

０．６

旧川之江市（旧金田村の区域を除く。
）、旧寒川村、新宮町のうち旧上山村
の区域、土居町のうち旧天満村の区域

０．５

西予市 宇和町（旧下宇和村の区域を除く。）
、野村町、城川町

０．６

明浜町、宇和町のうち旧下宇和村の区
域、三瓶町

０．５
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�愛媛県告示第７１２号
農地法に基づく農地の最低限面積の指定（昭和４５年１１月愛

媛県告示第１１２４号）の一部を次のように改正する。

平成１６年４月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

表区域の欄中

宇摩郡 土居町大字津根のうち旧字西田井、旧字樋ノ
口、旧字藤畑及び旧字久保

宇摩郡 土居町のうち大字野田（旧字柿木及び旧字楠
木に限る。）及び大字天満（旧字原田、旧字
円蔵地及び旧字蔵ノ東に限る。）

「

」

を

四国中央市 土居町津根のうち旧字西田井、旧字樋ノ口、
旧字藤畑及び旧字久保

四国中央市 土居町のうち野田（旧字柿木及び旧字楠木に
限る。）及び天満（旧字原田、旧字円蔵地及
び旧字蔵ノ東に限る。）

「

」

に改め、
宇摩郡 新宮村「 」

、

「、三瓶町」及び
東宇和郡 明浜町「 」

を削り、
伊予三島市 旧富郷村、旧金砂村「 」

を

四国中央市
西予市

旧富郷村、旧金砂村及び新宮町
明浜町及び三瓶町

「

」

に改め、

宇摩郡 土居町大字中村のうち旧字久保田、旧字古野
、旧字北原、旧字松ケ花、旧字桜木及び旧字
五反地

「

」

を削り、
宇和島市 旧將渕村「 」

を

宇和島市
四国中央市

旧將渕村
土居町中村のうち旧字久保田、旧字古野、旧
字北原、旧字松ケ花、旧字桜木及び旧字五反
地

「

」

に改める。
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�愛媛県告示第７１３号
漁業災害補償法（昭和３９年法律第１５８号）第１０５条第１項

第１号ロの規定により、一定の水域を次のように定め、加入

区の設定及び廃止（平成６年４月愛媛県告示第４９４号）は、

廃止する。

平成１６年４月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

てんぐさをとる漁業

加入区の名称 区 域

野忽那加入区 伊共第２２号漁業権漁場の区域

睦月加入区 伊共第３１号漁業権漁場の区域

中島加入区 伊共第３４号漁業権、伊共第３６号漁業権
、伊共第３７号漁業権、伊共第４１号漁業
権、伊共第４８号漁業権及び伊共第５０号
漁業権漁場の区域

中島三和加入区 伊共第５５号漁業権、伊共第５７号漁業権
、伊共第６２号漁業権、伊共第６９号漁業
権、伊共第７０号漁業権、伊共第７３号漁
業権及び伊共第７５号漁業権漁場の区域

松山市加入区 伊共第７９号漁業権、伊共第８１号漁業権
及び伊共第８３号漁業権漁場の区域

長浜町加入区 伊共第１０１号漁業権及び伊共第１０４号漁
業権漁場の区域

磯津加入区 伊共第１３２号漁業権漁場の区域

有寿来加入区 伊共第１３５号漁業権漁場の区域

町見加入区 伊共第１３９号漁業権及び宇共第４号漁
業権漁場の区域

瀬戸町加入区 伊共第１４１号漁業権及び宇共第３号漁
業権漁場の区域

三崎加入区 伊共第１４３号漁業権及び宇共第１号漁
業権漁場の区域

戸島加入区 宇共第２６号漁業権漁場の区域

日振島加入区 宇共第２７号漁業権及び宇共第３０号漁業
権漁場の区域

下灘加入区 宇共第３４号漁業権及び宇共第３５号漁業
権漁場の区域

内海加入区 宇共第３７号漁業権及び宇共第３８号漁業
権漁場の区域
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�愛媛県告示第７１４号
漁業災害補償法（昭和３９年法律第１５８号）第１１８条第３項

愛 媛 県 報平成１６年４月１日 第１５４５号外２

１８



の規定により、一定の水域を次のように定め、加入区の設定

及び廃止（平成１１年４月愛媛県告示第５００号）及び加入区の

設定（養殖共済）（平成１３年４月愛媛県告示第８６５号、平成

１３年５月愛媛県告示第１０６０号、平成１３年７月愛媛県告示第１２

９１号、平成１３年１２月愛媛県告示第２００９号、平成１４年８月愛媛

県告示第１４１７号、平成１５年５月愛媛県告示第１２１４号及び平成

１５年１１月愛媛県告示第２０６３号）は、廃止する。

平成１６年４月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ かき養殖業

加入区の名称 区 域

燧灘第１加入区 燧特区第１１３号漁業権漁場の区域

燧灘第２加入区 燧特区第１１４号漁業権漁場の区域

燧灘第３加入区 燧特区第１１７号漁業権漁場の区域

燧灘第４加入区 燧特区第１２２号漁業権漁場の区域

燧灘第５加入区 燧特区第１３０号漁業権漁場の区域

伊予灘第１加入区 伊特区第２１号漁業権漁場の区域

宇和海第１加入区 宇特区第３０号漁業権漁場の区域

宇和海第２加入区 宇特区第１８５号漁業権漁場の区域

宇和海第３加入区 宇特区第３０３号漁業権漁場の区域

宇和海第４加入区 宇特区第３０４号漁業権漁場の区域

宇和海第５加入区 宇特区第３０５号漁業権漁場の区域

宇和海第６加入区 宇特区第３０６号漁業権漁場の区域

宇和海第７加入区 宇特区第３０８号漁業権漁場の区域

宇和海第８加入区 宇特区第３１８号漁業権漁場の区域

２ １年貝真珠養殖業又は２年貝真珠養殖業

加入区の名称 区 域

燧灘第１加入区 燧区第２号漁業権漁場の区域

燧灘第２加入区 燧区第３号漁業権漁場の区域

燧灘第３加入区 燧区第４号漁業権漁場の区域

燧灘第４加入区 燧区第５号漁業権漁場の区域

伊予灘第１加入区 伊区第１号漁業権漁場の区域

伊予灘第２加入区 伊区第２号漁業権漁場の区域

伊予灘第３加入区 伊区第３号漁業権漁場の区域

伊予灘第４加入区 伊区第４号漁業権魚場の区域

伊予灘第５加入区 伊区第５号漁業権漁場の区域

伊予灘第６加入区 伊区第６号漁業権漁場の区域

伊予灘第７加入区 伊区第７号漁業権漁場の区域

伊予灘第８加入区 伊区第８号漁業権漁場の区域

伊予灘第９加入区 伊区第９号漁業権漁場の区域

伊予灘第１０加入区 伊区第１０号漁業権漁場の区域

伊予灘第１１加入区 伊区第１１号漁業権漁場の区域

伊予灘第１２加入区 伊区第１３号漁業権漁場の区域

宇和海第１加入区 宇区第１号漁業権漁場の区域

宇和海第２加入区 宇区第２号漁業権漁場の区域

宇和海第３加入区 宇区第３号漁業権漁場の区域

宇和海第４加入区 宇区第４号漁業権漁場の区域

宇和海第５加入区 宇区第５号漁業権漁場の区域

宇和海第６加入区 宇区第６号漁業権漁場の区域

宇和海第７加入区 宇区第７号漁業権漁場の区域

宇和海第８加入区 宇区第８号漁業権漁場の区域

宇和海第９加入区 宇区第９号漁業権漁場の区域

宇和海第１０加入区 宇区第１０号漁業権漁場の区域

宇和海第１１加入区 宇区第１１号漁業権漁場の区域

宇和海第１２加入区 宇区第１２号漁業権漁場の区域

宇和海第１３加入区 宇区第１３号漁業権漁場の区域

宇和海第１４加入区 宇区第１４号漁業権漁場の区域

宇和海第１５加入区 宇区第１５号漁業権漁場の区域

宇和海第１６加入区 宇区第１６号漁業権漁場の区域

宇和海第１７加入区 宇区第１７号漁業権漁場の区域

宇和海第１８加入区 宇区第１８号漁業権漁場の区域

宇和海第１９加入区 宇区第１９号漁業権漁場の区域

宇和海第２０加入区 宇区第２０号漁業権漁場の区域

宇和海第２１加入区 宇区第２１号漁業権漁場の区域

宇和海第２２加入区 宇区第２２号漁業権漁場の区域

宇和海第２３加入区 宇区第２３号漁業権漁場の区域

宇和海第２４加入区 宇区第２４号漁業権漁場の区域

宇和海第２５加入区 宇区第２５号漁業権漁場の区域

宇和海第２６加入区 宇区第２６号漁業権漁場の区域

宇和海第２７加入区 宇区第２７号漁業権漁場の区域

宇和海第２８加入区 宇区第２８号漁業権漁場の区域

宇和海第２９加入区 宇区第２９号漁業権漁場の区域

宇和海第３０加入区 宇区第３０号漁業権漁場の区域

宇和海第３１加入区 宇区第３１号漁業権漁場の区域

宇和海第３２加入区 宇区第３２号漁業権漁場の区域

宇和海第３３加入区 宇区第３３号漁業権漁場の区域

宇和海第３４加入区 宇区第３４号漁業権漁場の区域

宇和海第３５加入区 宇区第３５号漁業権漁場の区域

宇和海第３６加入区 宇区第３６号漁業権漁場の区域
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宇和海第３７加入区 宇区第３７号漁業権漁場の区域

宇和海第３８加入区 宇区第３８号漁業権漁場の区域

宇和海第３９加入区 宇区第３９号漁業権漁場の区域

宇和海第４０加入区 宇区第４０号漁業権漁場の区域

宇和海第４１加入区 宇区第４１号漁業権漁場の区域

宇和海第４２加入区 宇区第４２号漁業権漁場の区域

宇和海第４３加入区 宇区第４３号漁業権漁場の区域

宇和海第４４加入区 宇区第４４号漁業権漁場の区域

宇和海第４５加入区 宇区第４５号漁業権漁場の区域

宇和海第４６加入区 宇区第４６号漁業権漁場の区域

宇和海第４７加入区 宇区第４７号漁業権漁場の区域

宇和海第４８加入区 宇区第４８号漁業権漁場の区域

宇和海第４９加入区 宇区第４９号漁業権漁場の区域

宇和海第５０加入区 宇区第５０号漁業権漁場の区域

宇和海第５１加入区 宇区第５１号漁業権漁場の区域

宇和海第５２加入区 宇区第５２号漁業権漁場の区域

宇和海第５３加入区 宇区第５３号漁業権漁場の区域

宇和海第５４加入区 宇区第５４号漁業権漁場の区域

宇和海第５５加入区 宇区第５５号漁業権漁場の区域

宇和海第５６加入区 宇区第５６号漁業権漁場の区域

宇和海第５７加入区 宇区第５７号漁業権漁場の区域

宇和海第５８加入区 宇区第５８号漁業権漁場の区域

宇和海第５９加入区 宇区第５９号漁業権漁場の区域

宇和海第６０加入区 宇区第６０号漁業権漁場の区域

宇和海第６１加入区 宇区第６１号漁業権漁場の区域

宇和海第６２加入区 宇区第６２号漁業権漁場の区域

宇和海第６３加入区 宇区第６３号漁業権漁場の区域

宇和海第６４加入区 宇区第６４号漁業権漁場の区域

宇和海第６５加入区 宇区第６５号漁業権漁場の区域

宇和海第６６加入区 宇区第６６号漁業権漁場の区域

宇和海第６７加入区 宇区第６７号漁業権漁場の区域

宇和海第６８加入区 宇区第６８号漁業権漁場の区域

宇和海第６９加入区 宇区第６９号漁業権漁場の区域

宇和海第７０加入区 宇区第７０号漁業権漁場の区域

宇和海第７１加入区 宇区第７１号漁業権漁場の区域

宇和海第７２加入区 宇区第７２号漁業権漁場の区域

宇和海第７３加入区 宇区第７３号漁業権漁場の区域

宇和海第７４加入区 宇区第７４号漁業権漁場の区域

宇和海第７５加入区 宇区第７５号漁業権漁場の区域

宇和海第７６加入区 宇区第７６号漁業権漁場の区域

宇和海第７７加入区 宇区第７７号漁業権漁場の区域

宇和海第７８加入区 宇区第７８号漁業権漁場の区域

宇和海第７９加入区 宇区第７９号漁業権漁場の区域

宇和海第８０加入区 宇区第８０号漁業権漁場の区域

宇和海第８１加入区 宇区第８１号漁業権漁場の区域

宇和海第８２加入区 宇区第８２号漁業権漁場の区域

宇和海第８３加入区 宇区第８３号漁業権漁場の区域

宇和海第８４加入区 宇区第８４号漁業権漁場の区域

宇和海第８５加入区 宇区第８５号漁業権漁場の区域

宇和海第８６加入区 宇区第８６号漁業権漁場の区域

宇和海第８７加入区 宇区第８７号漁業権漁場の区域

宇和海第８８加入区 宇区第８８号漁業権漁場の区域

宇和海第８９加入区 宇区第８９号漁業権漁場の区域

宇和海第９０加入区 宇区第９０号漁業権漁場の区域

宇和海第９１加入区 宇区第９１号漁業権漁場の区域

宇和海第９２加入区 宇区第９２号漁業権漁場の区域

宇和海第９３加入区 宇区第９３号漁業権漁場の区域

宇和海第９４加入区 宇区第９４号漁業権漁場の区域

宇和海第９５加入区 宇区第９５号漁業権漁場の区域

宇和海第９６加入区 宇区第９６号漁業権漁場の区域

宇和海第９７加入区 宇区第９７号漁業権漁場の区域

宇和海第９８加入区 宇区第９８号漁業権漁場の区域

宇和海第９９加入区 宇区第９９号漁業権漁場の区域

宇和海第１００加入区 宇区第１００号漁業権漁場の区域

宇和海第１０１加入区 宇区第１０１号漁業権漁場の区域

宇和海第１０２加入区 宇区第１０２号漁業権漁場の区域

宇和海第１０３加入区 宇区第１０３号漁業権漁場の区域

宇和海第１０４加入区 宇区第１０４号漁業権漁場の区域

宇和海第１０５加入区 宇区第１０５号漁業権漁場の区域

宇和海第１０６加入区 宇区第１０６号漁業権漁場の区域

宇和海第１０７加入区 宇区第１０７号漁業権漁場の区域

宇和海第１０８加入区 宇区第１０８号漁業権漁場の区域

宇和海第１０９加入区 宇区第１０９号漁業権漁場の区域

宇和海第１１０加入区 宇区第１１０号漁業権漁場の区域

宇和海第１１１加入区 宇区第１１１号漁業権漁場の区域

宇和海第１１２加入区 宇区第１１２号漁業権漁場の区域
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宇和海第１１３加入区 宇区第１１３号漁業権漁場の区域

宇和海第１１４加入区 宇区第１１４号漁業権漁場の区域

宇和海第１１５加入区 宇区第１１５号漁業権漁場の区域

宇和海第１１６加入区 宇区第１１６号漁業権漁場の区域

宇和海第１１７加入区 宇区第１１７号漁業権漁場の区域

宇和海第１１８加入区 宇区第１１８号漁業権漁場の区域

宇和海第１１９加入区 宇区第１１９号漁業権漁場の区域

宇和海第１２０加入区 宇区第１２０号漁業権漁場の区域

宇和海第１２１加入区 宇区第１２１号漁業権漁場の区域

宇和海第１２２加入区 宇区第１２２号漁業権漁場の区域

宇和海第１２３加入区 宇区第１２３号漁業権漁場の区域

宇和海第１２４加入区 宇区第１２４号漁業権漁場の区域

宇和海第１２５加入区 宇区第１２５号漁業権漁場の区域

宇和海第１２６加入区 宇区第１２６号漁業権漁場の区域

宇和海第１２７加入区 宇区第１２７号漁業権漁場の区域

宇和海第１２８加入区 宇区第１２８号漁業権漁場の区域

宇和海第１２９加入区 宇区第１２９号漁業権漁場の区域

宇和海第１３０加入区 宇区第１３０号漁業権漁場の区域

宇和海第１３１加入区 宇区第１３１号漁業権漁場の区域

宇和海第１３２加入区 宇区第１３２号漁業権漁場の区域

宇和海第１３３加入区 宇区第１３３号漁業権漁場の区域

宇和海第１３４加入区 宇区第１３４号漁業権漁場の区域

宇和海第１３５加入区 宇区第１３５号漁業権漁場の区域

宇和海第１３６加入区 宇区第１３６号漁業権漁場の区域

宇和海第１３７加入区 宇区第１３７号漁業権漁場の区域

宇和海第１３８加入区 宇区第１３８号漁業権漁場の区域

宇和海第１３９加入区 宇区第１３９号漁業権漁場の区域

宇和海第１４０加入区 宇区第１４０号漁業権漁場の区域

宇和海第１４１加入区 宇区第１４１号漁業権漁場の区域

宇和海第１４２加入区 宇区第１４２号漁業権漁場の区域

宇和海第１４３加入区 宇区第１４３号漁業権漁場の区域

宇和海第１４４加入区 宇区第１４４号漁業権漁場の区域

宇和海第１４５加入区 宇区第１４５号漁業権漁場の区域

宇和海第１４６加入区 宇区第１４６号漁業権漁場の区域

宇和海第１４７加入区 宇区第１４７号漁業権漁場の区域

宇和海第１４８加入区 宇区第１４８号漁業権漁場の区域

宇和海第１４９加入区 宇区第１４９号漁業権漁場の区域

宇和海第１５０加入区 宇区第１５０号漁業権漁場の区域

宇和海第１５１加入区 宇区第１５１号漁業権漁場の区域

宇和海第１５２加入区 宇区第１５２号漁業権漁場の区域

宇和海第１５３加入区 宇区第１５３号漁業権漁場の区域

宇和海第１５４加入区 宇区第１５４号漁業権漁場の区域

宇和海第１５５加入区 宇区第１５５号漁業権漁場の区域

宇和海第１５６加入区 宇区第１５６号漁業権漁場の区域

宇和海第１５７加入区 宇区第１５７号漁業権漁場の区域

宇和海第１５８加入区 宇区第１５８号漁業権漁場の区域

宇和海第１５９加入区 宇区第１５９号漁業権漁場の区域

宇和海第１６０加入区 宇区第１６０号漁業権漁場の区域

宇和海第１６１加入区 宇区第１６１号漁業権漁場の区域

宇和海第１６２加入区 宇区第１６２号漁業権漁場の区域

宇和海第１６３加入区 宇区第１６３号漁業権漁場の区域

宇和海第１６４加入区 宇区第１６４号漁業権漁場の区域

宇和海第１６５加入区 宇区第１６５号漁業権漁場の区域

宇和海第１６６加入区 宇区第１６６号漁業権漁場の区域

宇和海第１６７加入区 宇区第１６７号漁業権漁場の区域

宇和海第１６８加入区 宇区第１６８号漁業権漁場の区域

宇和海第１６９加入区 宇区第１６９号漁業権漁場の区域

宇和海第１７０加入区 宇区第１７０号漁業権漁場の区域

宇和海第１７１加入区 宇区第１７１号漁業権漁場の区域

宇和海第１７２加入区 宇区第１７２号漁業権漁場の区域

宇和海第１７３加入区 宇区第１７３号漁業権漁場の区域

宇和海第１７４加入区 宇区第１７４号漁業権漁場の区域

宇和海第１７５加入区 宇区第１７５号漁業権漁場の区域

宇和海第１７６加入区 宇区第１７６号漁業権漁場の区域

宇和海第１７７加入区 宇区第１７７号漁業権漁場の区域

宇和海第１７８加入区 宇区第１７８号漁業権漁場の区域

宇和海第１７９加入区 宇区第１７９号漁業権漁場の区域

宇和海第１８０加入区 宇区第１８０号漁業権漁場の区域

宇和海第１８１加入区 宇区第１８１号漁業権漁場の区域

宇和海第１８２加入区 宇区第１８２号漁業権漁場の区域

宇和海第１８３加入区 宇区第１８３号漁業権漁場の区域

宇和海第１８４加入区 宇区第１８４号漁業権漁場の区域

宇和海第１８５加入区 宇区第１８５号漁業権漁場の区域

宇和海第１８６加入区 宇区第１８６号漁業権漁場の区域

宇和海第１８７加入区 宇区第１８７号漁業権漁場の区域

宇和海第１８８加入区 宇区第１８８号漁業権漁場の区域
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３ 小割り式１年魚はまち養殖業、小割り式２年魚はまち養

殖業、小割り式３年魚はまち養殖業、小割り式１年魚たい

養殖業、小割り式２年魚たい養殖業、小割り式３年魚たい

養殖業、小割り式ふぐ養殖業、小割り式１年魚かんぱち養

殖業、小割り式２年魚かんぱち養殖業、小割り式３年魚か

んぱち養殖業、小割り式ひらめ養殖業、小割り式１年魚す

ずき養殖業、小割り式２年魚すずき養殖業、小割り式２年

魚ひらまさ養殖業、小割り式３年魚ひらまさ養殖業、小割

り式まあじ養殖業、小割り式１年魚しまあじ養殖業又は小

割り式２年魚しまあじ養殖業

宇和海第１８９加入区 宇区第１８９号漁業権漁場の区域

宇和海第１９０加入区 宇区第１９０号漁業権漁場の区域

宇和海第１９１加入区 宇区第１９１号漁業権漁場の区域

宇和海第１９２加入区 宇区第１９２号漁業権漁場の区域

宇和海第１９３加入区 宇区第１９３号漁業権漁場の区域

宇和海第１９４加入区 宇区第１９４号漁業権漁場の区域

宇和海第１９５加入区 宇区第１９５号漁業権漁場の区域

宇和海第１９６加入区 宇区第１９７号漁業権漁場の区域

宇和海第１９７加入区 宇区第１９８号漁業権漁場の区域

宇和海第１９８加入区 宇区第１９９号漁業権漁場の区域

宇和海第１９９加入区 宇区第２００号漁業権漁場の区域

宇和海第２００加入区 宇区第２０１号漁業権漁場の区域

宇和海第２０１加入区 宇区第２０２号漁業権漁場の区域

宇和海第２０２加入区 宇区第２０３号漁業権漁場の区域

宇和海第２０３加入区 宇区第２０４号漁業権漁場の区域

宇和海第２０４加入区 宇区第２０５号漁業権漁場の区域

宇和海第２０５加入区 宇区第２０６号漁業権漁場の区域

宇和海第２０６加入区 宇区第２０７号漁業権漁場の区域

宇和海第２０７加入区 宇区第２０８号漁業権漁場の区域

宇和海第２０８加入区 宇区第２０９号漁業権漁場の区域

宇和海第２０９加入区 宇区第２１０号漁業権漁場の区域

宇和海第２１０加入区 宇区第２１１号漁業権漁場の区域

宇和海第２１１加入区 宇区第２１２号漁業権漁場の区域

宇和海第２１２加入区 宇区第２１３号漁業権漁場の区域

宇和海第２１３加入区 宇区第２１４号漁業権漁場の区域

宇和海第２１４加入区 宇区第２１５号漁業権漁場の区域

宇和海第２１５加入区 宇区第２１６号漁業権漁場の区域

宇和海第２１６加入区 宇区第２１７号漁業権漁場の区域

宇和海第２１７加入区 宇区第２１８号漁業権漁場の区域

宇和海第２１８加入区 宇区第２１９号漁業権漁場の区域

宇和海第２１９加入区 宇区第２２０号漁業権漁場の区域

宇和海第２２０加入区 宇区第２２１号漁業権漁場の区域

宇和海第２２１加入区 宇区第２２２号漁業権漁場の区域

宇和海第２２２加入区 宇区第２２３号漁業権漁場の区域

宇和海第２２３加入区 宇区第２２４号漁業権漁場の区域

宇和海第２２４加入区 宇区第２２５号漁業権漁場の区域

宇和海第２２５加入区 宇区第２２６号漁業権漁場の区域

宇和海第２２６加入区 宇区第２２７号漁業権漁場の区域

宇和海第２２７加入区 宇区第２２８号漁業権漁場の区域

宇和海第２２８加入区 宇区第２２９号漁業権漁場の区域

宇和海第２２９加入区 宇区第２３０号漁業権漁場の区域

宇和海第２３０加入区 宇区第２３１号漁業権漁場の区域

宇和海第２３１加入区 宇区第２３２号漁業権漁場の区域

宇和海第２３２加入区 宇区第２３３号漁業権漁場の区域

宇和海第２３３加入区 宇区第２３４号漁業権漁場の区域

宇和海第２３４加入区 宇区第２３５号漁業権漁場の区域

宇和海第２３５加入区 宇区第２３６号漁業権漁場の区域

宇和海第２３６加入区 宇区第２３７号漁業権漁場の区域

宇和海第２３７加入区 宇区第２３８号漁業権漁場の区域

宇和海第２３８加入区 宇区第２３９号漁業権漁場の区域

宇和海第２３９加入区 宇区第２４０号漁業権漁場の区域

宇和海第２４０加入区 宇区第２４１号漁業権漁場の区域

宇和海第２４１加入区 宇区第２４２号漁業権漁場の区域

宇和海第２４２加入区 宇区第２４３号漁業権漁場の区域

宇和海第２４３加入区 宇区第２４４号漁業権漁場の区域

宇和海第２４４加入区 宇区第２４５号漁業権漁場の区域

宇和海第２４５加入区 宇区第２４６号漁業権漁場の区域

加入区の名称 区 域

燧灘第１加入区 燧特区第７号漁業権漁場の区域

燧灘第２加入区 燧特区第８号漁業権漁場の区域

燧灘第３加入区 燧特区第１０号漁業権漁場の区域

燧灘第４加入区 燧特区第１２号漁業権漁場の区域

燧灘第５加入区 燧特区第１３号漁業権漁場の区域

燧灘第６加入区 燧特区第４２号漁業権漁場の区域

燧灘第７加入区 燧特区第４４号漁業権漁場の区域

燧灘第８加入区 燧特区第４５号漁業権漁場の区域

燧灘第９加入区 燧特区第４７号漁業権漁場の区域

燧灘第１０加入区 燧特区第５１号漁業権漁場の区域

燧灘第１１加入区 燧特区第６１号漁業権漁場の区域
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燧灘第５０加入区 燧特区第１２７号漁業権漁場の区域

燧灘第５１加入区 燧特区第１２９号漁業権漁場の区域

燧灘第５２加入区 燧特区第１３３号漁業権漁場の区域

伊予灘第１加入区 伊特区第１号漁業権漁場の区域

伊予灘第２加入区 伊特区第２号漁業権漁場の区域

伊予灘第３加入区 伊特区第３号漁業権漁場の区域

伊予灘第４加入区 伊特区第４号漁業権漁場の区域

伊予灘第５加入区 伊特区第６号漁業権漁場の区域

伊予灘第６加入区 伊特区第１２号漁業権漁場の区域

伊予灘第７加入区 伊特区第１３号漁業権漁場の区域

伊予灘第８加入区 伊特区第１４号漁業権漁場の区域

宇和海第１加入区 宇特区第１号漁業権漁場の区域

宇和海第２加入区 宇特区第２号漁業権漁場の区域

宇和海第３加入区 宇特区第３号漁業権漁場の区域

宇和海第４加入区 宇特区第８号漁業権漁場の区域

宇和海第５加入区 宇特区第９号漁業権漁場の区域

宇和海第６加入区 宇特区第１０号漁業権漁場の区域

宇和海第７加入区 宇特区第１１号漁業権漁場の区域

宇和海第８加入区 宇特区第１２号漁業権漁場の区域

宇和海第９加入区 宇特区第１３号漁業権漁場の区域

宇和海第１０加入区 宇特区第１４号漁業権漁場の区域

宇和海第１１加入区 宇特区第１５号漁業権漁場の区域

宇和海第１２加入区 宇特区第１６号漁業権漁場の区域

宇和海第１３加入区 宇特区第１７号漁業権漁場の区域

宇和海第１４加入区 宇特区第１８号漁業権漁場の区域

宇和海第１５加入区 宇特区第１９号漁業権漁場の区域

宇和海第１６加入区 宇特区第２０号漁業権漁場の区域

宇和海第１７加入区 宇特区第２１号漁業権漁場の区域

宇和海第１８加入区 宇特区第２２号漁業権漁場の区域

宇和海第１９加入区 宇特区第２３号漁業権漁場の区域

宇和海第２０加入区 宇特区第２４号漁業権漁場の区域

宇和海第２１加入区 宇特区第２５号漁業権漁場の区域

宇和海第２２加入区 宇特区第２６号漁業権漁場の区域

宇和海第２３加入区 宇特区第２７号漁業権漁場の区域

宇和海第２４加入区 宇特区第２８号漁業権漁場の区域

宇和海第２５加入区 宇特区第２９号漁業権漁場の区域

宇和海第２６加入区 宇特区第３７号漁業権漁場の区域

宇和海第２７加入区 宇特区第３８号漁業権漁場の区域

燧灘第１２加入区 燧特区第６２号漁業権漁場の区域

燧灘第１３加入区 燧特区第６５号漁業権漁場の区域

燧灘第１４加入区 燧特区第６６号漁業権漁場の区域

燧灘第１５加入区 燧特区第６７号漁業権漁場の区域

燧灘第１６加入区 燧特区第６８号漁業権漁場の区域

燧灘第１７加入区 燧特区第６９号漁業権漁場の区域

燧灘第１８加入区 燧特区第７０号漁業権漁場の区域

燧灘第１９加入区 燧特区第７１号漁業権漁場の区域

燧灘第２０加入区 燧特区第７３号漁業権漁場の区域

燧灘第２１加入区 燧特区第７６号漁業権漁場の区域

燧灘第２２加入区 燧特区第７７号漁業権漁場の区域

燧灘第２３加入区 燧特区第８４号漁業権漁場の区域

燧灘第２４加入区 燧特区第８５号漁業権漁場の区域

燧灘第２５加入区 燧特区第８６号漁業権漁場の区域

燧灘第２６加入区 燧特区第８７号漁業権漁場の区域

燧灘第２７加入区 燧特区第８８号漁業権漁場の区域

燧灘第２８加入区 燧特区第９１号漁業権漁場の区域

燧灘第２９加入区 燧特区第９４号漁業権漁場の区域

燧灘第３０加入区 燧特区第９７号漁業権漁場の区域

燧灘第３１加入区 燧特区第１０４号漁業権漁場の区域

燧灘第３２加入区 燧特区第１０５号漁業権漁場の区域

燧灘第３３加入区 燧特区第１０６号漁業権漁場の区域

燧灘第３４加入区 燧特区第１０７号漁業権漁場の区域

燧灘第３５加入区 燧特区第１０８号漁業権漁場の区域

燧灘第３６加入区 燧特区第１０９号漁業権漁場の区域

燧灘第３７加入区 燧特区第１１０号漁業権漁場の区域

燧灘第３８加入区 燧特区第１１１号漁業権漁場の区域

燧灘第３９加入区 燧特区第１１２号漁業権漁場の区域

燧灘第４０加入区 燧特区第１１５号漁業権漁場の区域

燧灘第４１加入区 燧特区第１１６号漁業権漁場の区域

燧灘第４２加入区 燧特区第１１８号漁業権漁場の区域

燧灘第４３加入区 燧特区第１１９号漁業権漁場の区域

燧灘第４４加入区 燧特区第１２０号漁業権漁場の区域

燧灘第４５加入区 燧特区第１２１号漁業権漁場の区域

燧灘第４６加入区 燧特区第１２３号漁業権漁場の区域

燧灘第４７加入区 燧特区第１２４号漁業権漁場の区域

燧灘第４８加入区 燧特区第１２５号漁業権漁場の区域

燧灘第４９加入区 燧特区第１２６号漁業権漁場の区域
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宇和海第２８加入区 宇特区第３９号漁業権漁場の区域

宇和海第２９加入区 宇特区第４０号漁業権漁場の区域

宇和海第３０加入区 宇特区第４１号漁業権漁場の区域

宇和海第３１加入区 宇特区第４２号漁業権漁場の区域

宇和海第３２加入区 宇特区第４３号漁業権漁場の区域

宇和海第３３加入区 宇特区第４４号漁業権漁場の区域

宇和海第３４加入区 宇特区第４５号漁業権漁場の区域

宇和海第３５加入区 宇特区第４６号漁業権漁場の区域

宇和海第３６加入区 宇特区第４７号漁業権漁場の区域

宇和海第３７加入区 宇特区第４８号漁業権漁場の区域

宇和海第３８加入区 宇特区第４９号漁業権漁場の区域

宇和海第３９加入区 宇特区第５０号漁業権漁場の区域

宇和海第４０加入区 宇特区第５１号漁業権漁場の区域

宇和海第４１加入区 宇特区第５２号漁業権漁場の区域

宇和海第４２加入区 宇特区第５３号漁業権漁場の区域

宇和海第４３加入区 宇特区第５４号漁業権漁場の区域

宇和海第４４加入区 宇特区第５５号漁業権漁場の区域

宇和海第４５加入区 宇特区第５６号漁業権漁場の区域

宇和海第４６加入区 宇特区第５７号漁業権漁場の区域

宇和海第４７加入区 宇特区第５８号漁業権漁場の区域

宇和海第４８加入区 宇特区第５９号漁業権漁場の区域

宇和海第４９加入区 宇特区第６０号漁業権漁場の区域

宇和海第５０加入区 宇特区第６１号漁業権漁場の区域

宇和海第５１加入区 宇特区第６２号漁業権漁場の区域

宇和海第５２加入区 宇特区第６３号漁業権漁場の区域

宇和海第５３加入区 宇特区第６４号漁業権漁場の区域

宇和海第５４加入区 宇特区第６５号漁業権漁場の区域

宇和海第５５加入区 宇特区第６６号漁業権漁場の区域

宇和海第５６加入区 宇特区第６７号漁業権漁場の区域

宇和海第５７加入区 宇特区第６８号漁業権漁場の区域

宇和海第５８加入区 宇特区第６９号漁業権漁場の区域

宇和海第５９加入区 宇特区第７３号漁業権漁場の区域のう
ち、点アから点エまでを順次結んだ
線並びに点エ及び点アを結んだ線に
より囲まれた区域
基点及び点アから点エまでの表示

（角度の表示は、真北）
基点は、宇和島市下波５５１６番地愛

媛県水産試験場前の護岸の東端角に
びょう

設置された金属鋲
点アは、基点から３１４度００分４４秒１
，１６９メートルの地点
点イは、基点から３１０度５５分４３秒１

，５８１メートルの地点
点ウは、基点から３３５度３４分５４秒１
，８７０メートルの地点
点エは、基点から３４４度１１分０４秒１
，５３７メートルの地点

宇和海第６０加入区 宇特区第７３号漁業権漁場の区域のう
ち、点アから点エまでを順次結んだ
線並びに点エ及び点アを結んだ線に
より囲まれた区域
基点及び点アから点エまでの表示
（角度の表示は、真北）
基点は、宇和島市下波５５１６番地愛
媛県水産試験場前の護岸の東端角に

びょう

設置された金属鋲
点アは、基点から３１０度５５分４３秒１
，５８１メートルの地点
点イは、基点から３０９度４３分４５秒１
，８３５メートルの地点
点ウは、基点から３３１度４３分３１秒２
，０８９メートルの地点
点エは、基点から３３５度３４分５４秒１
，８７０メートルの地点

宇和海第６１加入区 宇特区第８１号漁業権漁場の区域

宇和海第６２加入区 宇特区第８２号漁業権漁場の区域

宇和海第６３加入区 宇特区第８３号漁業権漁場の区域

宇和海第６４加入区 宇特区第８４号漁業権漁場の区域

宇和海第６５加入区 宇特区第８５号漁業権漁場の区域

宇和海第６６加入区 宇特区第８６号漁業権漁場の区域

宇和海第６７加入区 宇特区第８７号漁業権漁場の区域

宇和海第６８加入区 宇特区第９０号漁業権漁場の区域

宇和海第６９加入区 宇特区第９１号漁業権漁場の区域

宇和海第７０加入区 宇特区第９２号漁業権漁場の区域

宇和海第７１加入区 宇特区第９４号漁業権漁場の区域

宇和海第７２加入区 宇特区第９５号漁業権漁場の区域

宇和海第７３加入区 宇特区第９６号漁業権漁場の区域

宇和海第７４加入区 宇特区第９７号漁業権漁場の区域

宇和海第７５加入区 宇特区第９８号漁業権漁場の区域

宇和海第７６加入区 宇特区第９９号漁業権漁場の区域

宇和海第７７加入区 宇特区第１００号漁業権漁場の区域

宇和海第７８加入区 宇特区第１０１号漁業権漁場の区域

宇和海第７９加入区 宇特区第１０２号漁業権漁場の区域

宇和海第８０加入区 宇特区第１１７号漁業権漁場の区域

宇和海第８１加入区 宇特区第１１８号漁業権漁場の区域

宇和海第８２加入区 宇特区第１１９号漁業権漁場の区域

宇和海第８３加入区 宇特区第１２０号漁業権漁場の区域

宇和海第８４加入区 宇特区第１２１号漁業権漁場の区域

宇和海第８５加入区 宇特区第１２２号漁業権漁場の区域
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宇和海第８６加入区 宇特区第１２３号漁業権漁場の区域

宇和海第８７加入区 宇特区第１２４号漁業権漁場の区域

宇和海第８８加入区 宇特区第１２５号漁業権漁場の区域

宇和海第８９加入区 宇特区第１２６号漁業権漁場の区域

宇和海第９０加入区 宇特区第１２７号漁業権漁場の区域

宇和海第９１加入区 宇特区第１２８号漁業権漁場の区域

宇和海第９２加入区 宇特区第１２９号漁業権漁場の区域

宇和海第９３加入区 宇特区第１３０号漁業権漁場の区域

宇和海第９４加入区 宇特区第１３９号漁業権漁場の区域

宇和海第９５加入区 宇特区第１４０号漁業権漁場の区域

宇和海第９６加入区 宇特区第１４１号漁業権漁場の区域

宇和海第９７加入区 宇特区第１４２号漁業権漁場の区域

宇和海第９８加入区 宇特区第１４３号漁業権漁場の区域

宇和海第９９加入区 宇特区第１４４号漁業権漁場の区域

宇和海第１００加入区 宇特区第１４５号漁業権漁場の区域

宇和海第１０１加入区 宇特区第１４６号漁業権漁場の区域

宇和海第１０２加入区 宇特区第１４７号漁業権漁場の区域

宇和海第１０３加入区 宇特区第１４８号漁業権漁場の区域

宇和海第１０４加入区 宇特区第１４９号漁業権漁場の区域

宇和海第１０５加入区 宇特区第１５０号漁業権漁場の区域

宇和海第１０６加入区 宇特区第１５１号漁業権漁場の区域

宇和海第１０７加入区 宇特区第１５２号漁業権漁場の区域

宇和海第１０８加入区 宇特区第１５３号漁業権漁場の区域

宇和海第１０９加入区 宇特区第１５４号漁業権漁場の区域

宇和海第１１０加入区 宇特区第１５５号漁業権漁場の区域

宇和海第１１１加入区 宇特区第１５６号漁業権漁場の区域

宇和海第１１２加入区 宇特区第１５７号漁業権漁場の区域

宇和海第１１３加入区 宇特区第１５８号漁業権漁場の区域

宇和海第１１４加入区 宇特区第１５９号漁業権漁場の区域

宇和海第１１５加入区 宇特区第１６０号漁業権漁場の区域

宇和海第１１６加入区 宇特区第１６１号漁業権漁場の区域

宇和海第１１７加入区 宇特区第１６２号漁業権漁場の区域

宇和海第１１８加入区 宇特区第１６３号漁業権漁場の区域

宇和海第１１９加入区 宇特区第１６４号漁業権漁場の区域

宇和海第１２０加入区 宇特区第１６５号漁業権漁場の区域

宇和海第１２１加入区 宇特区第１６６号漁業権漁場の区域

宇和海第１２２加入区 宇特区第１６７号漁業権漁場の区域

宇和海第１２３加入区 宇特区第１６８号漁業権漁場の区域

宇和海第１２４加入区 宇特区第１６９号漁業権漁場の区域

宇和海第１２５加入区 宇特区第１７０号漁業権漁場の区域

宇和海第１２６加入区 宇特区第１７１号漁業権漁場の区域

宇和海第１２７加入区 宇特区第１７２号漁業権漁場の区域

宇和海第１２８加入区 宇特区第１７３号漁業権漁場の区域

宇和海第１２９加入区 宇特区第１７４号漁業権漁場の区域

宇和海第１３０加入区 宇特区第１７５号漁業権漁場の区域

宇和海第１３１加入区 宇特区第２０１号漁業権漁場の区域

宇和海第１３２加入区 宇特区第２０４号漁業権漁場の区域

宇和海第１３３加入区 宇特区第２０５号漁業権漁場の区域

宇和海第１３４加入区 宇特区第２０６号漁業権漁場の区域

宇和海第１３５加入区 宇特区第２０７号漁業権漁場の区域

宇和海第１３６加入区 宇特区第２０８号漁業権漁場の区域

宇和海第１３７加入区 宇特区第２０９号漁業権漁場の区域

宇和海第１３８加入区 宇特区第２１０号漁業権漁場の区域

宇和海第１３９加入区 宇特区第２１１号漁業権漁場の区域

宇和海第１４０加入区 宇特区第２１２号漁業権漁場の区域

宇和海第１４１加入区 宇特区第２１３号漁業権漁場の区域

宇和海第１４２加入区 宇特区第２１４号漁業権漁場の区域

宇和海第１４３加入区 宇特区第２３１号漁業権漁場の区域

宇和海第１４４加入区 宇特区第２５７号漁業権漁場の区域

宇和海第１４５加入区 宇特区第２５８号漁業権漁場の区域

宇和海第１４６加入区 宇特区第２５９号漁業権漁場の区域

宇和海第１４７加入区 宇特区第２６０号漁業権漁場の区域

宇和海第１４８加入区 宇特区第２７８号漁業権漁場の区域

宇和海第１４９加入区 宇特区第２８１号漁業権漁場の区域

宇和海第１５０加入区 宇特区第２８５号漁業権漁場の区域

宇和海第１５１加入区 宇特区第２９３号漁業権漁場の区域

宇和海第１５２加入区 宇特区第３０１号漁業権漁場の区域

宇和海第１５３加入区 宇特区第３１０号漁業権漁場の区域

宇和海第１５４加入区 宇特区第３２４号漁業権漁場の区域

宇和海第１５５加入区 宇特区第３３５号漁業権漁場の区域

宇和海第１５６加入区 宇特区第３３７号漁業権漁場の区域

宇和海第１５７加入区 宇特区第３３８号漁業権漁場の区域

宇和海第１５８加入区 宇特区第３３９号漁業権漁場の区域

宇和海第１５９加入区 宇特区第３４０号漁業権漁場の区域

宇和海第１６０加入区 宇特区第３４１号漁業権漁場の区域

宇和海第１６１加入区 宇特区第３４２号漁業権漁場の区域
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�愛媛県告示第７１５号
漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第１０条の規定に基づき、平成１６年４月１日次のように共同漁業等を免許した。

平成１６年４月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

宇和海第１６２加入区 宇特区第３４４号漁業権漁場の区域

宇和海第１６３加入区 宇特区第３４５号漁業権漁場の区域

宇和海第１６４加入区 宇特区第３４６号漁業権漁場の区域

宇和海第１６５加入区 宇特区第３４７号漁業権漁場の区域

宇和海第１６６加入区 宇特区第３４８号漁業権漁場の区域

宇和海第１６７加入区 宇特区第３４９号漁業権漁場の区域

宇和海第１６８加入区 宇特区第３５０号漁業権漁場の区域

宇和海第１６９加入区 宇特区第３５１号漁業権漁場の区域

宇和海第１７０加入区 宇特区第３５２号漁業権漁場の区域

宇和海第１７１加入区 宇特区第３５３号漁業権漁場の区域

宇和海第１７２加入区 宇特区第３６２号漁業権漁場の区域

宇和海第１７３加入区 宇特区第３６３号漁業権漁場の区域

宇和海第１７４加入区 宇特区第３６４号漁業権漁場の区域

宇和海第１７５加入区 宇特区第３６５号漁業権漁場の区域

宇和海第１７６加入区 宇特区第３６７号漁業権漁場の区域

宇和海第１７７加入区 宇特区第３６８号漁業権漁場の区域

宇和海第１７８加入区 宇特区第３６９号漁業権漁場の区域

宇和海第１７９加入区 宇特区第３７３号漁業権漁場の区域

宇和海第１８０加入区 宇特区第３７４号漁業権漁場の区域

宇和海第１８１加入区 宇特区第３７５号漁業権漁場の区域

宇和海第１８２加入区 宇特区第３７６号漁業権漁場の区域

宇和海第１８３加入区 宇特区第３７７号漁業権漁場の区域

宇和海第１８４加入区 宇特区第３７８号漁業権漁場の区域

宇和海第１８５加入区 宇特区第３７９号漁業権漁場の区域

宇和海第１８６加入区 宇特区第３８０号漁業権漁場の区域

宇和海第１８７加入区 宇特区第３８１号漁業権漁場の区域

宇和海第１８８加入区 宇特区第３８２号漁業権漁場の区域

宇和海第１８９加入区 宇特区第３８３号漁業権漁場の区域

免 許 番 号 漁 業 権 者 の 住 所 及 び 氏 名 免 許 の 内 容 漁業権の存続期間

燧共第１号 四国中央市川之江町４１０１番地の地先
川之江漁業協同組合

平成１５年１２月２６日愛媛県
告示第２３８４号のとおり

平成１６年４月１日から
平成２６年３月３１日まで

燧共第２号 〃
〃 〃 〃

燧共第３号 〃
〃 〃 〃

燧共第４号 〃
〃 〃 〃

燧共第５号 〃
〃 〃 〃

燧共第６号 四国中央市三島中央１丁目１１番１７号
三島漁業協同組合 〃 〃

燧共第７号 四国中央市寒川町４７７５番地の４
寒川漁業協同組合 〃 〃

燧共第８号 四国中央市三島中央１丁目１１番１７号
三島漁業協同組合 外１名 〃 〃

燧共第９号 〃
〃 〃 〃

燧共第１０号 四国中央市寒川町４７７５番地の４
寒川漁業協同組合 〃 〃

燧共第１１号 〃
〃 〃 〃

燧共第１２号 四国中央市三島中央１丁目１１番１７号
三島漁業協同組合 外１名 〃 〃

燧共第１３号 四国中央市土居町蕪崎１５９４番地
土居町漁業協同組合 〃 〃

燧共第１４号 〃
〃 〃 〃

��������������
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燧共第１５号 〃
〃 〃 〃

燧共第１６号 〃
〃 〃 〃

燧共第１７号 〃
〃 〃 〃

燧共第１８号 〃
〃 〃 〃

燧共第１９号 〃
〃 〃 〃

燧共第２０号 〃
〃 〃 〃

燧共第２１号 〃
〃 〃 〃

燧共第２２号 新居浜市大島甲１５９１番地
新居浜市大島漁業協同組合 外１名 〃 〃

燧共第２３号 〃
〃 外１名 〃 〃

燧共第２４号 〃
〃 外１名 〃 〃

燧共第２５号 〃
〃 外１名 〃 〃

燧共第２６号 〃
〃 外１名 〃 〃

燧共第２７号 〃
〃 外１名 〃 〃

燧共第２８号 新居浜市垣生６丁目７番２６号
新居浜市垣生漁業協同組合 外１名 〃 〃

燧共第２９号 新居浜市大島甲１５９１番地
新居浜市大島漁業協同組合 外３名 〃 〃

燧共第３０号 新居浜市垣生６丁目７番２６号
新居浜市垣生漁業協同組合 外１名 〃 〃

燧共第３１号 新居浜市清水町１４番９８号
新居浜漁業協同組合 〃 〃

燧共第３２号 〃
〃 〃 〃

燧共第３３号 〃
〃 外３名 〃 〃

燧共第３４号 西条市樋之口字梅ヶ須賀４４５番地１
西条漁業協同組合 外２名 〃 〃

燧共第３５号 〃
〃 外２名 〃 〃

燧共第３６号 東予市壬生川５４７番地７
壬生川漁業協同組合 外４名 〃 〃

燧共第３７号 〃
〃 外２名 〃 〃

燧共第３８号 東予市河原津甲２４１番地５地先
河原津漁業協同組合 外３名 〃 〃

燧共第３９号 〃
〃 〃 〃

燧共第４０号 〃
〃 〃 〃

燧共第４１号 今治市桜井５丁目１３番５８号
桜井漁業協同組合 〃 〃

燧共第４２号 〃
〃 外１名 〃 〃

燧共第４３号 〃
〃 〃 〃
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燧共第４４号 〃
〃 〃 〃

燧共第４５号 〃
〃 〃 〃

燧共第４６号 今治市片原町４丁目甲１３０２番地４
今治漁業協同組合 〃 〃

燧共第４７号 〃
〃 〃 〃

燧共第４８号 〃
〃 外１名 〃 〃

燧共第４９号 〃
〃 外１名 〃 〃

燧共第５０号 〃
〃 〃 〃

燧共第５１号 〃
〃 〃 〃

燧共第５２号 〃
〃 〃 〃

燧共第５３号 〃
〃 〃 〃

燧共第５４号 〃
〃 〃 〃

燧共第５５号 〃
〃 〃 〃

燧共第５６号 今治市大浜町２丁目３番２８号先
大浜漁業協同組合 〃 〃

燧共第５７号 今治市来島５６４番地２
来島漁業協同組合 〃 〃

燧共第５８号 〃
〃 〃 〃

燧共第５９号 〃
〃 〃 〃

燧共第６０号 〃
〃 〃 〃

燧共第６１号 〃
〃 〃 〃

燧共第６２号 〃
〃 〃 〃

燧共第６３号 〃
〃 〃 〃

燧共第６４号 越智郡波方町小部甲１５３番地３
小部漁業協同組合 外１名 〃 〃

燧共第６５号 〃
〃 外２名 〃 〃

燧共第６６号 今治市来島５６４番地２
来島漁業協同組合 外１名 〃 〃

燧共第６７号 〃
〃 外１名 〃 〃

燧共第６８号 〃
〃 外１名 〃 〃

燧共第６９号 越智郡波方町小部甲１５３番地３
小部漁業協同組合 外３名 〃 〃

燧共第７０号 〃
〃 〃 〃

燧共第７１号 越智郡大西町大字新町甲４４７番地
大西町漁業協同組合 〃 〃

燧共第７２号 越智郡菊間町浜１７８番地１
菊間町漁業協同組合 〃 〃

愛 媛 県 報平成１６年４月１日 第１５４５号外２

２８



燧共第７３号 越智郡魚島村１番耕地１３６２番地
魚島村漁業協同組合 〃 〃

燧共第７４号 〃
〃 〃 〃

燧共第７５号 〃
〃 〃 〃

燧共第７６号 〃
〃 〃 〃

燧共第７７号 〃
〃 〃 〃

燧共第７８号 〃
〃 〃 〃

燧共第７９号 〃
〃 〃 〃

燧共第８０号 〃
〃 〃 〃

燧共第８１号 〃
〃 〃 〃

燧共第８２号 〃
〃 〃 〃

燧共第８３号 〃
〃 〃 〃

燧共第８４号 〃
〃 〃 〃

燧共第８５号 〃
〃 〃 〃

燧共第８６号 〃
〃 〃 〃

燧共第８７号 〃
〃 〃 〃

燧共第８８号 〃
〃 〃 〃

燧共第８９号 〃
〃 〃 〃

燧共第９０号 〃
〃 〃 〃

燧共第９１号 越智郡弓削町下弓削８３９番地３
弓削町漁業協同組合 〃 〃

燧共第９２号 〃
〃 〃 〃

燧共第９３号 〃
〃 〃 〃

燧共第９４号 〃
〃 〃 〃

燧共第９５号 〃
〃 〃 〃

燧共第９６号 〃
〃 〃 〃

燧共第９７号 〃
〃 〃 〃

燧共第９８号 〃
〃 〃 〃

燧共第９９号 〃
〃 〃 〃

燧共第１００号 〃
〃 〃 〃

燧共第１０１号 〃
〃 〃 〃

愛 媛 県 報平成１６年４月１日 第１５４５号外２

２９



燧共第１０２号 〃
〃 〃 〃

燧共第１０３号 〃
〃 〃 〃

燧共第１０４号 〃
〃 〃 〃

燧共第１０５号 〃
〃 〃 〃

燧共第１０６号 〃
〃 〃 〃

燧共第１０７号 越智郡岩城村１５３０番地
岩城生名漁業協同組合 〃 〃

燧共第１０８号 〃
〃 〃 〃

燧共第１０９号 〃
〃 〃 〃

燧共第１１０号 〃
〃 〃 〃

燧共第１１１号 〃
〃 〃 〃

燧共第１１２号 〃
〃 〃 〃

燧共第１１３号 越智郡伯方町大字叶浦甲１６６７番地の３
伯方町漁業協同組合 〃 〃

燧共第１１４号 越智郡宮窪町大字宮窪２７００番地
宮窪町漁業協同組合 〃 〃

燧共第１１５号 〃
〃 〃 〃

燧共第１１６号 〃
〃 〃 〃

燧共第１１７号 〃
〃 〃 〃

燧共第１１８号 〃
〃 〃 〃

燧共第１１９号 越智郡吉海町大字仁江２１９２番地
津倉漁業協同組合 〃 〃

燧共第１２０号 〃
〃 〃 〃

燧共第１２１号 〃
〃 〃 〃

燧共第１２２号 〃
〃 外１名 〃 〃

燧共第１２３号 〃
〃 〃 〃

燧共第１２４号 今治市大浜町２丁目３番２８号先
大浜漁業協同組合 外６名 〃 〃

燧共第１２５号 越智郡吉海町大字椋名５７８番地
渦浦漁業協同組合 〃 〃

燧共第１２６号 〃
〃 外１名 〃 〃

燧共第１２７号 〃
〃 〃 〃

燧共第１２８号 〃
〃 〃 〃

燧共第１２９号 〃
〃 〃 〃

燧共第１３０号 〃
〃 〃 〃

愛 媛 県 報平成１６年４月１日 第１５４５号外２

３０



燧共第１３１号 〃
〃 〃 〃

燧共第１３２号 〃
〃 〃 〃

燧共第１３３号 〃
〃 〃 〃

燧共第１３４号 〃
〃 〃 〃

燧共第１３５号 〃
〃 〃 〃

燧共第１３６号 〃
〃 〃 〃

燧共第１３７号 〃
〃 〃 〃

燧共第１３８号 〃
〃 〃 〃

燧共第１３９号 〃
〃 〃 〃

燧共第１４０号 〃
〃 〃 〃

燧共第１４１号 〃
〃 〃 〃

燧共第１４２号 〃
〃 外１名 〃 〃

燧共第１４３号 〃
〃 外１名 〃 〃

燧共第１４４号 〃
〃 〃 〃

燧共第１４５号 〃
〃 〃 〃

燧共第１４６号 越智郡大三島町大字浦戸１５０７番地１
大三島漁業協同組合 〃 〃

燧共第１４７号 〃
〃 〃 〃

燧共第１４８号 〃
〃 〃 〃

燧共第１４９号 〃
〃 〃 〃

燧共第１５０号 〃
〃 〃 〃

燧共第１５１号 〃
〃 〃 〃

燧共第１５２号 〃
〃 〃 〃

燧共第１５３号 〃
〃 〃 〃

燧共第１５４号 〃
〃 〃 〃

燧共第１５５号 〃
〃 〃 〃

燧共第１５６号 〃
〃 〃 〃

燧共第１５７号 〃
〃 〃 〃

燧共第１５８号 〃
〃 〃 〃

燧共第１５９号 〃
〃 外１名 〃 〃

愛 媛 県 報平成１６年４月１日 第１５４５号外２

３１



燧共第１６０号 越智郡関前村大字岡村甲８０番地第２
関前村漁業協同組合 〃 〃

燧共第１６１号 〃
〃 〃 〃

燧共第１６２号 〃
〃 〃 〃

燧共第１６３号 〃
〃 〃 〃

燧共第１６４号 〃
〃 〃 〃

燧共第１６５号 〃
〃 〃 〃

燧共第１６６号 〃
〃 〃 〃

燧共第１６７号 〃
〃 〃 〃

燧共第１６８号 〃
〃 〃 〃

燧共第１６９号 〃
〃 〃 〃

燧共第１７０号 〃
〃 〃 〃

燧共第１７１号 〃
〃 〃 〃

燧共第１７２号 〃
〃 〃 〃

燧共第１７３号 〃
〃 〃 〃

伊共第１号 北条市辻１４５６番地
北条市漁業協同組合 〃 〃

伊共第２号 〃
〃 〃 〃

伊共第３号 〃
〃 〃 〃

伊共第４号 〃
〃 〃 〃

伊共第５号 〃
〃 〃 〃

伊共第６号 〃
〃 〃 〃

伊共第７号 〃
〃 〃 〃

伊共第８号 〃
〃 〃 〃

伊共第９号 〃
〃 〃 〃

伊共第１０号 〃
〃 〃 〃

伊共第１１号 〃
〃 〃 〃

伊共第１２号 〃
〃 〃 〃

伊共第１３号 〃
〃 〃 〃

伊共第１４号 〃
〃 〃 〃

伊共第１５号 〃
〃 〃 〃

愛 媛 県 報平成１６年４月１日 第１５４５号外２

３２



伊共第１６号 〃
〃 〃 〃

伊共第１７号 〃
〃 〃 〃

伊共第１８号 〃
〃 〃 〃

伊共第１９号 〃
〃 〃 〃

伊共第２０号 〃
〃 〃 〃

伊共第２１号 〃
〃 〃 〃

伊共第２２号 温泉郡中島町野忽那１３８１番地
野忽那漁業協同組合 〃 〃

伊共第２３号 〃
〃 〃 〃

伊共第２４号 〃
〃 〃 〃

伊共第２５号 〃
〃 〃 〃

伊共第２６号 〃
〃 〃 〃

伊共第２７号 〃
〃 〃 〃

伊共第２８号 〃
〃 〃 〃

伊共第２９号 〃
〃 外１名 〃 〃

伊共第３０号 〃
〃 外１名 〃 〃

伊共第３１号 温泉郡中島町大字睦月土井甲２１９２番地１
睦月漁業協同組合 〃 〃

伊共第３２号 〃
〃 〃 〃

伊共第３３号 〃
〃 〃 〃

伊共第３４号 温泉郡中島町大字小浜甲２８２４番地
中島漁業協同組合 〃 〃

伊共第３５号 〃
〃 〃 〃

伊共第３６号 〃
〃 〃 〃

伊共第３７号 〃
〃 〃 〃

伊共第３８号 〃
〃 〃 〃

伊共第３９号 〃
〃 〃 〃

伊共第４０号 〃
〃 〃 〃

伊共第４１号 〃
〃 〃 〃

伊共第４２号 〃
〃 〃 〃

伊共第４３号 〃
〃 〃 〃

伊共第４４号 〃
〃 〃 〃

愛 媛 県 報平成１６年４月１日 第１５４５号外２

３３



伊共第４５号 〃
〃 〃 〃

伊共第４６号 〃
〃 〃 〃

伊共第４７号 〃
〃 外１名 〃 〃

伊共第４８号 〃
〃 外１名 〃 〃

伊共第４９号 〃
〃 外１名 〃 〃

伊共第５０号 〃
〃 〃 〃

伊共第５１号 〃
〃 〃 〃

伊共第５２号 〃
〃 〃 〃

伊共第５３号 〃
〃 〃 〃

伊共第５４号 〃
〃 〃 〃

伊共第５５号 温泉郡中島町大字津和地６００番地
中島三和漁業協同組合 〃 〃

伊共第５６号 〃
〃 〃 〃

伊共第５７号 〃
〃 〃 〃

伊共第５８号 〃
〃 〃 〃

伊共第５９号 〃
〃 〃 〃

伊共第６０号 〃
〃 〃 〃

伊共第６１号 〃
〃 〃 〃

伊共第６２号 〃
〃 〃 〃

伊共第６３号 〃
〃 〃 〃

伊共第６４号 〃
〃 〃 〃

伊共第６５号 〃
〃 〃 〃

伊共第６６号 〃
〃 〃 〃

伊共第６７号 〃
〃 〃 〃

伊共第６８号 〃
〃 〃 〃

伊共第６９号 〃
〃 〃 〃

伊共第７０号 〃
〃 〃 〃

伊共第７１号 〃
〃 〃 〃

伊共第７２号 〃
〃 〃 〃

伊共第７３号 〃
〃 〃 〃

愛 媛 県 報平成１６年４月１日 第１５４５号外２

３４



伊共第７４号 〃
〃 〃 〃

伊共第７５号 〃
〃 〃 〃

伊共第７６号 〃
〃 〃 〃

伊共第７７号 〃
〃 〃 〃

伊共第７８号 松山市三津１丁目７番３６号
松山市漁業協同組合 〃 〃

伊共第７９号 〃
〃 〃 〃

伊共第８０号 松山市和気２丁目９２６番地２
和気漁業協同組合 外１名 〃 〃

伊共第８１号 松山市三津１丁目７番３６号
松山市漁業協同組合 〃 〃

伊共第８２号 松山市高浜町４丁目１５０３番地の１０４
高浜町漁業協同組合 外１名 〃 〃

伊共第８３号 松山市三津１丁目７番３６号
松山市漁業協同組合 外２名 〃 〃

伊共第８４号 松山市西垣生町１９４６番地
松山市今出漁業協同組合 〃 〃

伊共第８５号 伊予郡松前町大字浜５９７番地
松前町漁業協同組合 〃 〃

伊共第８６号 〃
〃 〃 〃

伊共第８７号 伊予市灘町３５７番地
伊予漁業協同組合 〃 〃

伊共第８８号 〃
〃 〃 〃

伊共第８９号 〃
〃 〃 〃

伊共第９０号 〃
〃 〃 〃

伊共第９１号 伊予郡双海町大字上灘甲５７２２番地３
上灘漁業協同組合 〃 〃

伊共第９２号 〃
〃 〃 〃

伊共第９３号 〃
〃 〃 〃

伊共第９４号 〃
〃 〃 〃

伊共第９５号 〃
〃 〃 〃

伊共第９６号 〃
〃 〃 〃

伊共第９７号 伊予郡双海町大字串３６５５番地４
下灘漁業協同組合 〃 〃

伊共第９８号 〃
〃 〃 〃

伊共第９９号 〃
〃 〃 〃

伊共第１００号 〃
〃 〃 〃

伊共第１０１号 喜多郡長浜町大字長浜甲１０２１番地地先
長浜町漁業協同組合 〃 〃

伊共第１０２号 〃
〃 〃 〃

愛 媛 県 報平成１６年４月１日 第１５４５号外２

３５



伊共第１０３号 〃
〃 外１名 〃 〃

伊共第１０４号 〃
〃 〃 〃

伊共第１０５号 〃
〃 〃 〃

伊共第１０６号 〃
〃 〃 〃

伊共第１０７号 〃
〃 〃 〃

伊共第１０８号 〃
〃 〃 〃

伊共第１０９号 〃
〃 〃 〃

伊共第１１０号 〃
〃 〃 〃

伊共第１１１号 〃
〃 〃 〃

伊共第１１２号 〃
〃 〃 〃

伊共第１１３号 〃
〃 〃 〃

伊共第１１４号 〃
〃 〃 〃

伊共第１１５号 〃
〃 〃 〃

伊共第１１６号 〃
〃 〃 〃

伊共第１１７号 〃
〃 〃 〃

伊共第１１８号 〃
〃 〃 〃

伊共第１１９号 〃
〃 〃 〃

伊共第１２０号 〃
〃 〃 〃

伊共第１２１号 〃
〃 〃 〃

伊共第１２２号 〃
〃 〃 〃

伊共第１２３号 〃
〃 〃 〃

伊共第１２４号 〃
〃 〃 〃

伊共第１２５号 〃
〃 〃 〃

伊共第１２６号 〃
〃 〃 〃

伊共第１２７号 〃
〃 〃 〃

伊共第１２８号 〃
〃 〃 〃

伊共第１２９号 〃
〃 〃 〃

伊共第１３０号 〃
〃 〃 〃

伊共第１３１号 〃
〃 〃 〃

愛 媛 県 報平成１６年４月１日 第１５４５号外２

３６



伊共第１３２号 西宇和郡保内町喜木津２番耕地３３４番地の３
磯津漁業協同組合 〃 〃

伊共第１３３号 〃
〃 〃 〃

伊共第１３４号 〃
〃 〃 〃

伊共第１３５号 西宇和郡伊方町伊方越１４０番地１
有寿来漁業協同組合 〃 〃

伊共第１３６号 〃
〃 〃 〃

伊共第１３７号 〃
〃 〃 〃

伊共第１３８号 〃
〃 〃 〃

伊共第１３９号 西宇和郡伊方町二見甲１２５１番地５
町見漁業協同組合 〃 〃

伊共第１４０号 〃
〃 〃 〃

伊共第１４１号 西宇和郡瀬戸町三机乙２９８９番地１３
瀬戸町漁業協同組合 〃 〃

伊共第１４２号 〃
〃 〃 〃

伊共第１４３号 西宇和郡三崎町串１９番地
三崎漁業協同組合 〃 〃

伊共第１４４号 〃
〃 〃 〃

宇共第１号 〃
〃 〃 〃

宇共第２号 〃
〃 〃 〃

宇共第３号 西宇和郡瀬戸町三机乙２９８９番地１３
瀬戸町漁業協同組合 〃 〃

宇共第４号 西宇和郡伊方町二見甲１２５１番地５
町見漁業協同組合 〃 〃

宇共第５号 西宇和郡伊方町湊浦字白崎１番１３号
伊方町漁業協同組合 〃 〃

宇共第６号 〃
〃 〃 〃

宇共第７号 〃
〃 〃 〃

宇共第８号 西宇和郡保内町川之石１の２３７の１２７
川之石漁業協同組合 〃 〃

宇共第９号 八幡浜市１５２２番地１８
八幡浜漁業協同組合 〃 〃

宇共第１０号 〃
〃 〃 〃

宇共第１１号 〃
〃 〃 〃

宇共第１２号 〃
〃 〃 〃

宇共第１３号 〃
〃 〃 〃

宇共第１４号 〃
〃 〃 〃

宇共第１５号 西予市三瓶町安土５３３番地
三瓶湾漁業協同組合 〃 〃

宇共第１６号 北宇和郡吉田町大字立間尻甲４２８番地
吉田町漁業協同組合 〃 〃

愛 媛 県 報平成１６年４月１日 第１５４５号外２

３７



宇共第１７号 〃
〃 〃 〃

宇共第１８号 〃
〃 〃 〃

宇共第１９号 〃
〃 〃 〃

宇共第２０号 宇和島市桝形町２丁目６番１１号
宇和島漁業協同組合 〃 〃

宇共第２１号 宇和島市三浦西３５６６番地５
三浦漁業協同組合 〃 〃

宇共第２２号 宇和島市遊子２５４８番地
遊子漁業協同組合 〃 〃

宇共第２３号 宇和島市蒋淵１１２２番地
蒋渕漁業協同組合 〃 〃

宇共第２４号 宇和島市下波３０４８番地
下波漁業協同組合 外１名 〃 〃

宇共第２５号 〃
〃 〃 〃

宇共第２６号 宇和島市戸島２２１８番地
戸島漁業協同組合 〃 〃

宇共第２７号 宇和島市日振島１６８２番地
日振島漁業協同組合 〃 〃

宇共第２８号 〃
〃 〃 〃

宇共第２９号 〃
〃 外１０名 〃 〃

宇共第３０号 〃
〃 〃 〃

宇共第３１号 〃
〃 〃 〃

宇共第３２号 北宇和郡津島町北灘甲１０３２番地
北灘漁業協同組合 〃 〃

宇共第３３号 北宇和郡津島町大字高田丙５７２番地２
岩松漁業協同組合 〃 〃

宇共第３４号 北宇和郡津島町嵐番外２３番地２
下灘漁業協同組合 〃 〃

宇共第３５号 〃
〃 〃 〃

宇共第３６号 〃
〃 外１０名 〃 〃

宇共第３７号 南宇和郡内海村柏崎５３６番地
内海漁業協同組合 〃 〃

宇共第３８号 〃
〃 〃 〃

宇共第３９号 〃
〃 外１名 〃 〃

宇共第４０号 〃
〃 外３名 〃 〃

宇共第４１号 南宇和郡御荘町平山５２６番地
御荘町漁業協同組合 〃 〃

宇共第４２号 南宇和郡御荘町中浦１２６８番地第１
南内海漁業協同組合 外１名 〃 〃

宇共第４３号 南宇和郡西海町福浦１２０４番地
福浦漁業協同組合 外１名 〃 〃

宇共第４４号 〃
〃 外１名 〃 〃

宇共第４５号 〃
〃 外１名 〃 〃
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宇共第４６号 〃
〃 外１名 〃 〃

宇共第４７号 〃
〃 外１名 〃 〃

宇共第４８号 南宇和郡城辺町鯆越１６６番地第３
深浦漁業協同組合 外２名 〃 〃

宇共第４９号 南宇和郡城辺町久良１２００番地の２
久良漁業協同組合 〃 〃

宇共第５０号 南宇和郡城辺町鯆越１６６番地第３
深浦漁業協同組合 外１名 〃 〃

宇共第５１号 西予市明浜町狩浜１番耕地２１５番地
明浜漁業協同組合

平成１６年２月１７日愛媛県
告示第３０９号のとおり 〃

宇共第５２号 〃
〃 〃 〃

燧区第１号 新居浜市大島甲１５９１番地
新居浜市大島漁業協同組合

平成１５年１２月２６日愛媛県
告示第２３８４号のとおり 〃

燧区第２号 越智郡大三島町大字浦戸１５０７番地１
大三島漁業協同組合 外１名 〃 〃

燧区第３号 〃
〃 外１名 〃 〃

燧区第４号 越智郡吉海町大字椋名５７８番地
渦浦漁業協同組合 外２名 〃 〃

燧区第５号 〃
〃 外２名 〃 〃

伊区第１号 北条市辻１４５６番地
北条市漁業協同組合 外８名 〃 〃

伊区第２号 松山市三津１丁目７番３６号
松山市漁業協同組合 外１１名 〃 〃

伊区第３号 西宇和郡瀬戸町三机乙２９８９番地１３
瀬戸町漁業協同組合 外８名 〃 〃

伊区第４号 〃
〃 外５名 〃 〃

伊区第５号 〃
〃 外７名 〃 〃

伊区第６号 〃
〃 外１３名 〃 〃

伊区第７号 〃
〃 外７名 〃 〃

伊区第８号 〃
〃 外１名 〃 〃

伊区第９号 〃
〃 外３名 〃 〃

伊区第１０号 西宇和郡三崎町串１９番地
三崎漁業協同組合 外２名 〃 〃

伊区第１１号 〃
〃 外３名 〃 〃

伊区第１２号 〃
〃 〃 〃

伊区第１３号 〃
〃 外１８名 〃 〃

宇区第１号 西宇和郡保内町川之石１の２３７の１２７
川之石漁業協同組合 外２名 〃 〃

宇区第３号 西宇和郡伊方町湊浦字白崎１番１３号
伊方町漁業協同組合 外１名 〃 〃

宇区第４号 八幡浜市１５２２番地１８
八幡浜漁業協同組合 〃 〃

宇区第５号 〃
〃 〃 〃
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宇区第６号 北宇和郡吉田町大字立間尻甲４２８番地
吉田町漁業協同組合 外４名 〃 〃

宇区第７号 〃
〃 外３名 〃 〃

宇区第８号 〃
〃 外７名 〃 〃

宇区第９号 〃
〃 外１名 〃 〃

宇区第１０号 〃
〃 外５名 〃 〃

宇区第１１号 〃
〃 外２名 〃 〃

宇区第１２号 〃
〃 外４名 〃 〃

宇区第１３号 〃
〃 外２名 〃 〃

宇区第１４号 〃
〃 外１名 〃 〃

宇区第１５号 〃
〃 外１０名 〃 〃

宇区第１６号 〃
〃 外２名 〃 〃

宇区第１７号 〃
〃 外２名 〃 〃

宇区第１８号 〃
〃 外２名 〃 〃

宇区第１９号 〃
〃 外１名 〃 〃

宇区第２０号 〃
〃 外９名 〃 〃

宇区第２１号 〃
〃 外２名 〃 〃

宇区第２２号 〃
〃 外１名 〃 〃

宇区第２３号 〃
〃 外１名 〃 〃

宇区第２４号 〃
〃 外１１名 〃 〃

宇区第２５号 〃
〃 外５名 〃 〃

宇区第２６号 宇和島市下波３０４８番地
下波漁業協同組合 外１２名 〃 〃

宇区第２７号 〃
〃 外２名 〃 〃

宇区第２８号 〃
〃 外３名 〃 〃

宇区第２９号 〃
〃 外１２名 〃 〃

宇区第３０号 〃
〃 外８名 〃 〃

宇区第３１号 〃
〃 外１２名 〃 〃

宇区第３２号 〃
〃 外３名 〃 〃

宇区第３３号 宇和島市遊子２５４８番地
遊子漁業協同組合 外５名 〃 〃

宇区第３４号 〃
〃 外３９名 〃 〃
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宇区第３５号 〃
〃 外１７名 〃 〃

宇区第３６号 〃
〃 外３８名 〃 〃

宇区第３７号 〃
〃 外９名 〃 〃

宇区第３８号 〃
〃 外１２名 〃 〃

宇区第３９号 〃
〃 外３８名 〃 〃

宇区第４０号 〃
〃 外３８名 〃 〃

宇区第４１号 〃
〃 外３８名 〃 〃

宇区第４２号 〃
〃 外３８名 〃 〃

宇区第４３号 〃
〃 外３８名 〃 〃

宇区第４４号 宇和島市蒋淵１１２２番地
蒋渕漁業協同組合 外３名 〃 〃

宇区第４５号 〃
〃 外４名 〃 〃

宇区第４６号 〃
〃 外１名 〃 〃

宇区第４７号 〃
〃 外１名 〃 〃

宇区第４８号 〃
〃 外２名 〃 〃

宇区第４９号 〃
〃 外２名 〃 〃

宇区第５０号 〃
〃 外５名 〃 〃

宇区第５１号 〃
〃 外３名 〃 〃

宇区第５２号 〃
〃 外１名 〃 〃

宇区第５３号 〃
〃 外４名 〃 〃

宇区第５４号 〃
〃 外３名 〃 〃

宇区第５５号 〃
〃 外２名 〃 〃

宇区第５６号 〃
〃 外２名 〃 〃

宇区第５７号 〃
〃 外２名 〃 〃

宇区第５８号 〃
〃 外３名 〃 〃

宇区第５９号 〃
〃 外１名 〃 〃

宇区第６０号 〃
〃 外８名 〃 〃

宇区第６１号 〃
〃 外９名 〃 〃

宇区第６２号 〃
〃 外３名 〃 〃

宇区第６３号 〃
〃 外９名 〃 〃
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宇区第６６号 宇和島市戸島２２１８番地
戸島漁業協同組合 外３名 〃 〃

宇区第６７号 〃
〃 外１名 〃 〃

宇区第６８号 〃
〃 外１名 〃 〃

宇区第６９号 〃
〃 外１名 〃 〃

宇区第７０号 〃
〃 外１名 〃 〃

宇区第７１号 宇和島市桝形町２丁目６番１１号
宇和島漁業協同組合 外５名 〃 〃

宇区第７２号 〃
〃 外１名 〃 〃

宇区第７３号 〃
〃 外１名 〃 〃

宇区第７４号 〃
〃 外１名 〃 〃

宇区第７５号 〃
〃 外３名 〃 〃

宇区第７６号 〃
〃 外３名 〃 〃

宇区第７７号 〃
〃 外２名 〃 〃

宇区第７８号 〃
〃 外８名 〃 〃

宇区第７９号 〃
〃 外１名 〃 〃

宇区第８０号 〃
〃 外１０名 〃 〃

宇区第８１号 〃
〃 外１４名 〃 〃

宇区第８２号 〃
〃 外５名 〃 〃

宇区第８３号 〃
〃 外１６名 〃 〃

宇区第８４号 〃
〃 外４名 〃 〃

宇区第８５号 〃
〃 外７名 〃 〃

宇区第８６号 〃
〃 外１名 〃 〃

宇区第８７号 〃
〃 外１名 〃 〃

宇区第８８号 〃
〃 外５名 〃 〃

宇区第８９号 〃
〃 外６名 〃 〃

宇区第９０号 〃
〃 外６名 〃 〃

宇区第９１号 〃
〃 外２０名 〃 〃

宇区第９２号 〃
〃 外３８名 〃 〃

宇区第９３号 〃
〃 外１１名 〃 〃

宇区第９４号 〃
〃 外２１名 〃 〃
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宇区第９５号 〃
〃 外１５名 〃 〃

宇区第９６号 〃
〃 外２２名 〃 〃

宇区第９７号 〃
〃 外１７名 〃 〃

宇区第９８号 〃
〃 外２１名 〃 〃

宇区第９９号 〃
〃 外１９名 〃 〃

宇区第１００号 〃
〃 外２１名 〃 〃

宇区第１０１号 〃
〃 外４０名 〃 〃

宇区第１０２号 宇和島市三浦西３５６６番地５
三浦漁業協同組合 外２８名 〃 〃

宇区第１０３号 〃
〃 外６名 〃 〃

宇区第１０４号 〃
〃 外１０名 〃 〃

宇区第１０５号 〃
〃 外１８名 〃 〃

宇区第１０６号 〃
〃 外１８名 〃 〃

宇区第１０７号 〃
〃 外１０名 〃 〃

宇区第１０８号 〃
〃 外１８名 〃 〃

宇区第１０９号 〃
〃 外２５名 〃 〃

宇区第１１０号 〃
〃 外８名 〃 〃

宇区第１１１号 〃
〃 外６名 〃 〃

宇区第１１２号 〃
〃 外３３名 〃 〃

宇区第１１３号 〃
〃 外２７名 〃 〃

宇区第１１４号 北宇和郡津島町北灘甲１０３２番地
北灘漁業協同組合 外１名 〃 〃

宇区第１１５号 〃
〃 外２名 〃 〃

宇区第１１６号 〃
〃 外１名 〃 〃

宇区第１１７号 〃
〃 外１名 〃 〃

宇区第１１８号 〃
〃 外１名 〃 〃

宇区第１１９号 〃
〃 外４４名 〃 〃

宇区第１２０号 〃
〃 外１１名 〃 〃

宇区第１２１号 〃
〃 外２１名 〃 〃

宇区第１２２号 〃
〃 外１名 〃 〃

宇区第１２３号 〃
〃 外４４名 〃 〃
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宇区第１２４号 〃
〃 外４４名 〃 〃

宇区第１２５号 〃
〃 外４４名 〃 〃

宇区第１２６号 北宇和郡津島町嵐番外２３番地２
下灘漁業協同組合 外９名 〃 〃

宇区第１２７号 〃
〃 外９名 〃 〃

宇区第１２８号 〃
〃 外９名 〃 〃

宇区第１２９号 〃
〃 外１３名 〃 〃

宇区第１３０号 〃
〃 外１５名 〃 〃

宇区第１３１号 〃
〃 外１５名 〃 〃

宇区第１３２号 〃
〃 外１０名 〃 〃

宇区第１３３号 〃
〃 外１３名 〃 〃

宇区第１３４号 〃
〃 外１３名 〃 〃

宇区第１３５号 〃
〃 外１３名 〃 〃

宇区第１３６号 〃
〃 外１３名 〃 〃

宇区第１３７号 〃
〃 外１３名 〃 〃

宇区第１３８号 〃
〃 外１８名 〃 〃

宇区第１３９号 〃
〃 外１８名 〃 〃

宇区第１４０号 〃
〃 外１８名 〃 〃

宇区第１４１号 〃
〃 外１０名 〃 〃

宇区第１４２号 〃
〃 外１２名 〃 〃

宇区第１４３号 〃
〃 外１０名 〃 〃

宇区第１４４号 〃
〃 外８名 〃 〃

宇区第１４５号 〃
〃 外１名 〃 〃

宇区第１４６号 〃
〃 〃 〃

宇区第１４７号 〃
〃 外１名 〃 〃

宇区第１４８号 〃
〃 〃 〃

宇区第１４９号 〃
〃 外２１名 〃 〃

宇区第１５０号 〃
〃 外１名 〃 〃

宇区第１５１号 〃
〃 外１１名 〃 〃

宇区第１５２号 〃
〃 外５名 〃 〃

愛 媛 県 報平成１６年４月１日 第１５４５号外２
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宇区第１５３号 〃
〃 外６名 〃 〃

宇区第１５４号 〃
〃 外９名 〃 〃

宇区第１５５号 〃
〃 外１名 〃 〃

宇区第１５６号 〃
〃 外５名 〃 〃

宇区第１５７号 〃
〃 外１１名 〃 〃

宇区第１５８号 〃
〃 外５名 〃 〃

宇区第１５９号 〃
〃 外１１名 〃 〃

宇区第１６０号 〃
〃 外５３名 〃 〃

宇区第１６１号 〃
〃 外１０名 〃 〃

宇区第１６２号 〃
〃 外１０名 〃 〃

宇区第１６３号 〃
〃 外２名 〃 〃

宇区第１６４号 〃
〃 外１名 〃 〃

宇区第１６５号 〃
〃 外１３名 〃 〃

宇区第１６６号 〃
〃 外１３名 〃 〃

宇区第１６７号 〃
〃 外１名 〃 〃

宇区第１６８号 〃
〃 外５名 〃 〃

宇区第１６９号 〃
〃 外１名 〃 〃

宇区第１７０号 〃
〃 外１名 〃 〃

宇区第１７１号 〃
〃 外１３名 〃 〃

宇区第１７２号 〃
〃 外８名 〃 〃

宇区第１７３号 〃
〃 外１名 〃 〃

宇区第１７４号 〃
〃 外４名 〃 〃

宇区第１７５号 〃
〃 外３名 〃 〃

宇区第１７６号 〃
〃 外４名 〃 〃

宇区第１７７号 〃
〃 外２名 〃 〃

宇区第１７８号 〃
〃 外５名 〃 〃

宇区第１７９号 〃
〃 外１０名 〃 〃

宇区第１８０号 〃
〃 外１０名 〃 〃

宇区第１８１号 〃
〃 外１０名 〃 〃
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宇区第１８２号 〃
〃 外１０名 〃 〃

宇区第１８３号 南宇和郡内海村柏崎５３６番地
内海漁業協同組合 外１名 〃 〃

宇区第１８４号 〃
〃 外２名 〃 〃

宇区第１８５号 〃
〃 外１名 〃 〃

宇区第１８６号 〃
〃 外１名 〃 〃

宇区第１８７号 〃
〃 外２名 〃 〃

宇区第１８８号 〃
〃 外４名 〃 〃

宇区第１８９号 〃
〃 外１名 〃 〃

宇区第１９０号 〃
〃 外１名 〃 〃

宇区第１９１号 〃
〃 外４名 〃 〃

宇区第１９２号 南宇和郡御荘町平山５２６番地
御荘町漁業協同組合 外１名 〃 〃

宇区第１９３号 〃
〃 外５名 〃 〃

宇区第１９４号 〃
〃 外９名 〃 〃

宇区第１９５号 〃
〃 外１名 〃 〃

宇区第１９６号 南宇和郡御荘町菊川２２９０番地
向 田 浩 一 〃 〃

宇区第１９７号 南宇和郡御荘町平山５２６番地
御荘町漁業協同組合 外１名 〃 〃

宇区第１９８号 〃
〃 外１名 〃 〃

宇区第２００号 〃
〃 外９名 〃 〃

宇区第２０２号 南宇和郡御荘町中浦１２６８番地第１
南内海漁業協同組合 外１名 〃 〃

宇区第２０３号 〃
〃 外５名 〃 〃

宇区第２０４号 〃
〃 外１名 〃 〃

宇区第２０５号 〃
〃 外１名 〃 〃

宇区第２０７号 〃
〃 外１名 〃 〃

宇区第２０８号 〃
〃 外１名 〃 〃

宇区第２０９号 〃
〃 外１名 〃 〃

宇区第２１０号 〃
〃 外４名 〃 〃

宇区第２１１号 〃
〃 外３名 〃 〃

宇区第２１２号 〃
〃 外３名 〃 〃

宇区第２１３号 〃
〃 外１名 〃 〃
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宇区第２１４号 〃
〃 外１名 〃 〃

宇区第２１５号 〃
〃 外２名 〃 〃

宇区第２１６号 〃
〃 外４名 〃 〃

宇区第２１７号 〃
〃 外１名 〃 〃

宇区第２１８号 〃
〃 外１名 〃 〃

宇区第２１９号 〃
〃 外２名 〃 〃

宇区第２２０号 〃
〃 外１名 〃 〃

宇区第２２１号 〃
〃 外１名 〃 〃

宇区第２２２号 〃
〃 外３名 〃 〃

宇区第２２３号 〃
〃 外８名 〃 〃

宇区第２２４号 〃
〃 外２名 〃 〃

宇区第２２５号 〃
〃 外１名 〃 〃

宇区第２２６号 南宇和郡西海町船越１０５７番地
西海町漁業協同組合 外１名 〃 〃

宇区第２２７号 〃
〃 外１名 〃 〃

宇区第２２８号 〃
〃 外１名 〃 〃

宇区第２２９号 〃
〃 外１名 〃 〃

宇区第２３０号 〃
〃 外１名 〃 〃

宇区第２３１号 西予市明浜町狩浜１番耕地２１５番地
明浜漁業協同組合 外４名

平成１６年２月１７日愛媛県
告示第３０９号のとおり 〃

宇区第２３２号 〃
〃 外１名 〃 〃

宇区第２３３号 〃
〃 外１名 〃 〃

宇区第２３４号 〃
〃 外３名 〃 〃

宇区第２３５号 〃
〃 外３名 〃 〃

宇区第２３６号 〃
〃 外１名 〃 〃

宇区第２３７号 〃
〃 外１名 〃 〃

宇区第２３８号 〃
〃 外３名 〃 〃

宇区第２３９号 〃
〃 外１８名 〃 〃

宇区第２４０号 〃
〃 外１８名 〃 〃

宇区第２４１号 〃
〃 外１５名 〃 〃

宇区第２４２号 〃
〃 外７名 〃 〃

愛 媛 県 報平成１６年４月１日 第１５４５号外２

４７



宇区第２４３号 〃
〃 外３名 〃 〃

宇区第２４４号 〃
〃 外７名 〃 〃

宇区第２４５号 〃
〃 外１５名 〃 〃

宇区第２４６号 〃
〃 外１８名 〃 〃

燧特区第１号 四国中央市川之江町４１０１番地の地先
川之江漁業協同組合

平成１５年１２月２６日愛媛県
告示第２３８４号のとおり

平成１６年４月１日から
平成２１年３月３１日まで

燧特区第２号 四国中央市三島中央１丁目１１番１７号
三島漁業協同組合 〃 〃

燧特区第３号 四国中央市寒川町４７７５番地の４
寒川漁業協同組合 〃 〃

燧特区第４号 〃
〃 〃 〃

燧特区第５号 四国中央市三島中央１丁目１１番１７号
三島漁業協同組合 〃 〃

燧特区第６号 四国中央市土居町蕪崎１５９４番地
土居町漁業協同組合 〃 〃

燧特区第７号 〃
〃 〃 〃

燧特区第８号 〃
〃 〃 〃

燧特区第９号 新居浜市大島甲１５９１番地
新居浜市大島漁業協同組合 〃 〃

燧特区第１０号 〃
〃 〃 〃

燧特区第１１号 〃
〃 〃 〃

燧特区第１２号 〃
〃 〃 〃

燧特区第１３号 〃
〃 〃 〃

燧特区第１４号 〃
〃 〃 〃

燧特区第１５号 〃
〃 外１名 〃 〃

燧特区第１６号 西条市ひうち字東ひうち２７番
西条市ひうち漁業協同組合 〃 〃

燧特区第１７号 〃
〃 〃 〃

燧特区第１８号 〃
〃 〃 〃

燧特区第１９号 〃
〃 〃 〃

燧特区第２０号 西条市樋之口字梅ヶ須賀４４５番地１
西条漁業協同組合 〃 〃

燧特区第２１号 〃
〃 〃 〃

燧特区第２２号 〃
〃 〃 〃

燧特区第２３号 西条市禎瑞１６２４番地
西条市禎瑞漁業協同組合 〃 〃

燧特区第２４号 〃
〃 〃 〃

燧特区第２５号 東予市広江３４８番地２
吉井漁業協同組合 〃 〃

愛 媛 県 報平成１６年４月１日 第１５４５号外２
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燧特区第２６号 東予市北条１３００番地の１
多賀漁業協同組合 〃 〃

燧特区第２７号 〃
〃 〃 〃

燧特区第２８号 〃
〃 〃 〃

燧特区第２９号 東予市壬生川５４７番地７
壬生川漁業協同組合 〃 〃

燧特区第３０号 〃
〃 〃 〃

燧特区第３１号 〃
〃 〃 〃

燧特区第３２号 〃
〃 〃 〃

燧特区第３３号 東予市河原津甲２４１番地５地先
河原津漁業協同組合 外１名 〃 〃

燧特区第３４号 〃
〃 〃 〃

燧特区第３５号 〃
〃 〃 〃

燧特区第３６号 〃
〃 〃 〃

燧特区第３７号 〃
〃 〃 〃

燧特区第３８号 今治市桜井５丁目１３番５８号
桜井漁業協同組合 〃 〃

燧特区第３９号 〃
〃 〃 〃

燧特区第４０号 〃
〃 〃 〃

燧特区第４１号 〃
〃 〃 〃

燧特区第４２号 今治市片原町４丁目甲１３０２番地４
今治漁業協同組合 〃 〃

燧特区第４３号 〃
〃 〃 〃

燧特区第４４号 〃
〃 〃 〃

燧特区第４５号 〃
〃 〃 〃

燧特区第４６号 〃
〃 〃 〃

燧特区第４７号 〃
〃 〃 〃

燧特区第４８号 越智郡魚島村１番耕地１３６２番地
魚島村漁業協同組合 〃 〃

燧特区第４９号 〃
〃 〃 〃

燧特区第５０号 〃
〃 〃 〃

燧特区第５１号 〃
〃 〃 〃

燧特区第５２号 〃
〃 〃 〃

燧特区第５３号 〃
〃 〃 〃

燧特区第５４号 越智郡弓削町下弓削８３９番地３
弓削町漁業協同組合 〃 〃

愛 媛 県 報平成１６年４月１日 第１５４５号外２
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燧特区第５５号 〃
〃 〃 〃

燧特区第５６号 〃
〃 〃 〃

燧特区第５７号 〃
〃 〃 〃

燧特区第５８号 〃
〃 〃 〃

燧特区第５９号 越智郡岩城村１５３０番地
岩城生名漁業協同組合 〃 〃

燧特区第６０号 〃
〃 〃 〃

燧特区第６１号 〃
〃 〃 〃

燧特区第６２号 〃
〃 〃 〃

燧特区第６３号 〃
〃 〃 〃

燧特区第６４号 〃
〃 〃 〃

燧特区第６５号 〃
〃 〃 〃

燧特区第６６号 〃
〃 〃 〃

燧特区第６７号 越智郡伯方町大字叶浦甲１６６７番地の３
伯方町漁業協同組合 〃 〃

燧特区第６８号 〃
〃 〃 〃

燧特区第６９号 〃
〃 〃 〃

燧特区第７０号 〃
〃 〃 〃

燧特区第７１号 〃
〃 〃 〃

燧特区第７２号 〃
〃 〃 〃

燧特区第７３号 〃
〃 〃 〃

燧特区第７４号 〃
〃 〃 〃

燧特区第７５号 〃
〃 〃 〃

燧特区第７６号 〃
〃 〃 〃

燧特区第７７号 〃
〃 〃 〃

燧特区第７８号 〃
〃 〃 〃

燧特区第７９号 越智郡宮窪町大字宮窪２７００番地
宮窪町漁業協同組合 〃 〃

燧特区第８０号 〃
〃 〃 〃

燧特区第８１号 〃
〃 〃 〃

燧特区第８２号 〃
〃 〃 〃

燧特区第８３号 〃
〃 〃 〃

愛 媛 県 報平成１６年４月１日 第１５４５号外２
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燧特区第８４号 〃
〃 〃 〃

燧特区第８５号 〃
〃 〃 〃

燧特区第８６号 〃
〃 〃 〃

燧特区第８７号 〃
〃 〃 〃

燧特区第８８号 〃
〃 〃 〃

燧特区第８９号 〃
〃 〃 〃

燧特区第９０号 〃
〃 〃 〃

燧特区第９１号 〃
〃 〃 〃

燧特区第９２号 〃
〃 〃 〃

燧特区第９３号 〃
〃 〃 〃

燧特区第９４号 〃
〃 〃 〃

燧特区第９５号 越智郡吉海町大字仁江２１９２番地
津倉漁業協同組合 〃 〃

燧特区第９６号 〃
〃 〃 〃

燧特区第９７号 〃
〃 〃 〃

燧特区第９８号 〃
〃 〃 〃

燧特区第９９号 〃
〃 〃 〃

燧特区第１００号 越智郡吉海町大字椋名５７８番地
渦浦漁業協同組合 〃 〃

燧特区第１０１号 〃
〃 〃 〃

燧特区第１０２号 〃
〃 外１名 〃 〃

燧特区第１０３号 越智郡吉海町大字仁江２１９２番地
津倉漁業協同組合 〃 〃

燧特区第１０４号 越智郡大三島町大字浦戸１５０７番地１
大三島漁業協同組合 〃 〃

燧特区第１０５号 〃
〃 〃 〃

燧特区第１０６号 〃
〃 〃 〃

燧特区第１０７号 〃
〃 〃 〃

燧特区第１０８号 〃
〃 〃 〃

燧特区第１０９号 〃
〃 〃 〃

燧特区第１１０号 〃
〃 〃 〃

燧特区第１１１号 〃
〃 〃 〃

燧特区第１１２号 〃
〃 〃 〃
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燧特区第１１３号 〃
〃 〃 〃

燧特区第１１４号 〃
〃 〃 〃

燧特区第１１５号 〃
〃 〃 〃

燧特区第１１６号 〃
〃 〃 〃

燧特区第１１７号 〃
〃 〃 〃

燧特区第１１８号 〃
〃 〃 〃

燧特区第１１９号 〃
〃 〃 〃

燧特区第１２０号 〃
〃 〃 〃

燧特区第１２１号 〃
〃 〃 〃

燧特区第１２２号 〃
〃 〃 〃

燧特区第１２３号 〃
〃 〃 〃

燧特区第１２４号 〃
〃 〃 〃

燧特区第１２５号 〃
〃 〃 〃

燧特区第１２６号 〃
〃 〃 〃

燧特区第１２７号 〃
〃 〃 〃

燧特区第１２８号 越智郡関前村大字岡村甲８０番地第２
関前村漁業協同組合 〃 〃

燧特区第１２９号 〃
〃 〃 〃

燧特区第１３０号 〃
〃 〃 〃

燧特区第１３１号 〃
〃 〃 〃

燧特区第１３２号 〃
〃 〃 〃

燧特区第１３３号 〃
〃 〃 〃

伊特区第１号 温泉郡中島町大字小浜甲２８２４番地
中島漁業協同組合 〃 〃

伊特区第２号 〃
〃 〃 〃

伊特区第５号 温泉郡中島町大字津和地６００番地
中島三和漁業協同組合 〃 〃

伊特区第６号 〃
〃 〃 〃

伊特区第７号 〃
〃 〃 〃

伊特区第８号 〃
〃 〃 〃

伊特区第９号 〃
〃 〃 〃

伊特区第１０号 〃
〃 〃 〃
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伊特区第１１号 〃
〃 〃 〃

伊特区第１２号 〃
〃 〃 〃

伊特区第１３号 〃
〃 〃 〃

伊特区第１４号 〃
〃 〃 〃

伊特区第１５号 〃
〃 〃 〃

伊特区第１６号 〃
〃 〃 〃

伊特区第１７号 〃
〃 〃 〃

伊特区第１８号 〃
〃 〃 〃

伊特区第１９号 〃
〃 〃 〃

伊特区第２０号 喜多郡長浜町大字長浜甲１０２１番地地先
長浜町漁業協同組合 〃 〃

伊特区第２１号 西宇和郡瀬戸町三机乙２９８９番地１３
瀬戸町漁業協同組合 〃 〃

伊特区第２２号 〃
〃 〃 〃

伊特区第２３号 西宇和郡三崎町串１９番地
三崎漁業協同組合 〃 〃

宇特区第１号 西宇和郡保内町川之石１の２３７の１２７
川之石漁業協同組合 〃 〃

宇特区第２号 〃
〃 〃 〃

宇特区第３号 西宇和郡伊方町湊浦字白崎１番１３号
伊方町漁業協同組合 〃 〃

宇特区第４号 西宇和郡瀬戸町三机乙２９８９番地１３
瀬戸町漁業協同組合 〃 〃

宇特区第５号 西宇和郡三崎町串１９番地
三崎漁業協同組合 〃 〃

宇特区第６号 〃
〃 〃 〃

宇特区第７号 〃
〃 〃 〃

宇特区第８号 八幡浜市１５２２番地１８
八幡浜漁業協同組合 〃 〃

宇特区第９号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１０号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１１号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１２号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１３号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１４号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１５号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１６号 〃
〃 〃 〃
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宇特区第１７号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１８号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１９号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２０号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２１号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２２号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２３号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２４号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２５号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２６号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２７号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２８号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２９号 〃
〃 〃 〃

宇特区第３０号 〃
〃 〃 〃

宇特区第３１号 〃
〃 〃 〃

宇特区第３２号 〃
〃 〃 〃

宇特区第３３号 〃
〃 〃 〃

宇特区第３４号 〃
〃 〃 〃

宇特区第３５号 〃
〃 〃 〃

宇特区第３６号 〃
〃 〃 〃

宇特区第３７号 西予市三瓶町安土５３３番地
三瓶湾漁業協同組合 〃 〃

宇特区第３８号 〃
〃 〃 〃

宇特区第３９号 〃
〃 〃 〃

宇特区第４０号 〃
〃 〃 〃

宇特区第４１号 〃
〃 〃 〃

宇特区第４２号 〃
〃 〃 〃

宇特区第４３号 〃
〃 〃 〃

宇特区第４４号 〃
〃 〃 〃

宇特区第４５号 〃
〃 〃 〃
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宇特区第４６号 〃
〃 〃 〃

宇特区第４７号 〃
〃 〃 〃

宇特区第４８号 〃
〃 〃 〃

宇特区第４９号 〃
〃 〃 〃

宇特区第５０号 〃
〃 〃 〃

宇特区第５１号 〃
〃 〃 〃

宇特区第５２号 〃
〃 〃 〃

宇特区第５３号 〃
〃 〃 〃

宇特区第５４号 〃
〃 〃 〃

宇特区第５５号 北宇和郡吉田町大字立間尻甲４２８番地
吉田町漁業協同組合 〃 〃

宇特区第５６号 〃
〃 〃 〃

宇特区第５７号 〃
〃 〃 〃

宇特区第５８号 〃
〃 〃 〃

宇特区第５９号 〃
〃 〃 〃

宇特区第６０号 〃
〃 〃 〃

宇特区第６１号 〃
〃 〃 〃

宇特区第６２号 〃
〃 〃 〃

宇特区第６３号 〃
〃 〃 〃

宇特区第６４号 〃
〃 〃 〃

宇特区第６５号 〃
〃 〃 〃

宇特区第６６号 〃
〃 〃 〃

宇特区第６７号 〃
〃 〃 〃

宇特区第６８号 〃
〃 〃 〃

宇特区第６９号 宇和島市下波３０４８番地
下波漁業協同組合 〃 〃

宇特区第７０号 〃
〃 〃 〃

宇特区第７１号 〃
〃 〃 〃

宇特区第７２号 〃
〃 〃 〃

宇特区第７３号 〃
〃 外１名 〃 〃

宇特区第７４号 宇和島市遊子２５４８番地
遊子漁業協同組合 〃 〃
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宇特区第７５号 〃
〃 〃 〃

宇特区第７６号 〃
〃 〃 〃

宇特区第７７号 〃
〃 〃 〃

宇特区第７８号 〃
〃 〃 〃

宇特区第７９号 〃
〃 〃 〃

宇特区第８０号 〃
〃 〃 〃

宇特区第８１号 〃
〃 〃 〃

宇特区第８２号 〃
〃 〃 〃

宇特区第８３号 〃
〃 〃 〃

宇特区第８４号 〃
〃 〃 〃

宇特区第８５号 〃
〃 〃 〃

宇特区第８６号 〃
〃 〃 〃

宇特区第８７号 〃
〃 〃 〃

宇特区第８８号 〃
〃 〃 〃

宇特区第８９号 〃
〃 〃 〃

宇特区第９０号 〃
〃 〃 〃

宇特区第９１号 〃
〃 〃 〃

宇特区第９２号 〃
〃 〃 〃

宇特区第９３号 〃
〃 〃 〃

宇特区第９４号 〃
〃 〃 〃

宇特区第９５号 〃
〃 〃 〃

宇特区第９６号 〃
〃 〃 〃

宇特区第９７号 〃
〃 〃 〃

宇特区第９８号 〃
〃 〃 〃

宇特区第９９号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１００号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１０１号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１０２号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１０３号 宇和島市蒋淵１１２２番地
蒋渕漁業協同組合 〃 〃
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宇特区第１０４号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１０５号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１０６号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１０７号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１０８号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１０９号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１１０号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１１１号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１１２号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１１３号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１１４号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１１５号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１１６号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１１７号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１１８号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１１９号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１２０号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１２１号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１２２号 宇和島市戸島２２１８番地
戸島漁業協同組合 〃 〃

宇特区第１２３号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１２４号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１２５号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１２６号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１２７号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１２８号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１２９号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１３０号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１３１号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１３２号 〃
〃 〃 〃
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宇特区第１３３号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１３４号 宇和島市日振島１６８２番地
日振島漁業協同組合 〃 〃

宇特区第１３５号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１３６号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１３７号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１３８号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１３９号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１４０号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１４１号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１４２号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１４３号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１４４号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１４５号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１４６号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１４７号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１４８号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１４９号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１５０号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１５１号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１５２号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１５３号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１５４号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１５５号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１５６号 宇和島市桝形町２丁目６番１１号
宇和島漁業協同組合 〃 〃

宇特区第１５７号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１５８号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１５９号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１６０号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１６１号 〃
〃 〃 〃
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宇特区第１６２号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１６３号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１６４号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１６５号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１６６号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１６７号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１６８号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１６９号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１７０号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１７１号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１７２号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１７３号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１７４号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１７５号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１７６号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１７７号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１７８号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１７９号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１８０号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１８１号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１８２号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１８３号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１８４号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１８５号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１８６号 宇和島市三浦西３５６６番地５
三浦漁業協同組合 〃 〃

宇特区第１８７号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１８８号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１８９号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１９０号 〃
〃 〃 〃
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宇特区第１９１号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１９２号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１９３号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１９４号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１９５号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１９６号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１９７号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１９８号 〃
〃 〃 〃

宇特区第１９９号 北宇和郡津島町大字高田丙５７２番地２
岩松漁業協同組合 〃 〃

宇特区第２００号 北宇和郡津島町北灘甲１０３２番地
北灘漁業協同組合 〃 〃

宇特区第２０１号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２０２号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２０３号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２０４号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２０５号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２０６号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２０７号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２０８号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２０９号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２１０号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２１１号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２１２号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２１３号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２１４号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２１５号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２１６号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２１７号 北宇和郡津島町嵐番外２３番地２
下灘漁業協同組合 〃 〃

宇特区第２１８号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２１９号 〃
〃 〃 〃
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宇特区第２２０号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２２１号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２２２号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２２３号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２２４号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２２５号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２２６号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２２７号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２２８号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２２９号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２３０号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２３１号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２３２号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２３３号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２３４号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２３５号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２３６号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２３７号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２３８号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２３９号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２４０号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２４１号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２４２号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２４３号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２４４号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２４５号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２４６号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２４７号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２４８号 〃
〃 〃 〃
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宇特区第２４９号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２５０号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２５１号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２５２号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２５３号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２５４号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２５５号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２５６号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２５７号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２５８号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２５９号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２６０号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２６１号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２６２号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２６３号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２６４号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２６５号 南宇和郡内海村柏崎５３６番地
内海漁業協同組合 〃 〃

宇特区第２６６号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２６７号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２６８号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２６９号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２７０号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２７１号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２７２号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２７３号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２７４号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２７５号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２７６号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２７７号 〃
〃 〃 〃

愛 媛 県 報平成１６年４月１日 第１５４５号外２

６２



宇特区第２７８号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２７９号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２８０号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２８１号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２８２号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２８３号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２８４号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２８５号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２８６号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２８７号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２８８号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２８９号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２９０号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２９１号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２９２号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２９３号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２９４号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２９５号 南宇和郡御荘町平山５２６番地
御荘町漁業協同組合 〃 〃

宇特区第２９６号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２９７号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２９８号 〃
〃 〃 〃

宇特区第２９９号 〃
〃 〃 〃

宇特区第３００号 〃
〃 〃 〃

宇特区第３０１号 〃
〃 〃 〃

宇特区第３０２号 〃
〃 〃 〃

宇特区第３０３号 〃
〃 〃 〃

宇特区第３０４号 〃
〃 〃 〃

宇特区第３０５号 〃
〃 〃 〃

宇特区第３０６号 〃
〃 〃 〃

愛 媛 県 報平成１６年４月１日 第１５４５号外２

６３



宇特区第３０７号 南宇和郡御荘町中浦１２６８番地第１
南内海漁業協同組合 〃 〃

宇特区第３０８号 〃
〃 〃 〃

宇特区第３０９号 〃
〃 〃 〃

宇特区第３１０号 〃
〃 〃 〃

宇特区第３１１号 〃
〃 〃 〃

宇特区第３１２号 〃
〃 〃 〃

宇特区第３１３号 〃
〃 〃 〃

宇特区第３１４号 〃
〃 〃 〃

宇特区第３１５号 〃
〃 〃 〃

宇特区第３１６号 〃
〃 〃 〃

宇特区第３１７号 〃
〃 〃 〃

宇特区第３１８号 〃
〃 〃 〃

宇特区第３１９号 〃
〃 〃 〃

宇特区第３２０号 〃
〃 〃 〃

宇特区第３２１号 〃
〃 〃 〃

宇特区第３２２号 〃
〃 〃 〃

宇特区第３２３号 〃
〃 〃 〃

宇特区第３２４号 〃
〃 〃 〃

宇特区第３２５号 〃
〃 〃 〃

宇特区第３２６号 〃
〃 〃 〃

宇特区第３２７号 〃
〃 〃 〃

宇特区第３２８号 〃
〃 〃 〃

宇特区第３２９号 〃
〃 〃 〃

宇特区第３３０号 〃
〃 〃 〃

宇特区第３３１号 〃
〃 〃 〃

宇特区第３３２号 〃
〃 〃 〃

宇特区第３３３号 〃
〃 〃 〃

宇特区第３３４号 〃
〃 〃 〃

宇特区第３３５号 〃
〃 〃 〃
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宇特区第３３６号 〃
〃 〃 〃

宇特区第３３７号 南宇和郡城辺町垣内５０７番地第２
東海漁業協同組合 〃 〃

宇特区第３３８号 〃
〃 〃 〃

宇特区第３３９号 〃
〃 〃 〃

宇特区第３４０号 〃
〃 外１名 〃 〃

宇特区第３４１号 南宇和郡城辺町鯆越１６６番地第３
深浦漁業協同組合 外１名 〃 〃

宇特区第３４２号 南宇和郡城辺町垣内５０７番地第２
東海漁業協同組合 〃 〃

宇特区第３４３号 〃
〃 〃 〃

宇特区第３４４号 南宇和郡城辺町鯆越１６６番地第３
深浦漁業協同組合 〃 〃

宇特区第３４５号 〃
〃 〃 〃

宇特区第３４６号 〃
〃 〃 〃

宇特区第３４７号 〃
〃 〃 〃

宇特区第３４８号 〃
〃 〃 〃

宇特区第３４９号 〃
〃 〃 〃

宇特区第３５０号 〃
〃 〃 〃

宇特区第３５１号 南宇和郡城辺町久良１２００番地の２
久良漁業協同組合 〃 〃

宇特区第３５２号 〃
〃 〃 〃

宇特区第３５３号 〃
〃 〃 〃

宇特区第３５４号 南宇和郡西海町船越１０５７番地
西海町漁業協同組合 〃 〃

宇特区第３５５号 〃
〃 〃 〃

宇特区第３５６号 〃
〃 〃 〃

宇特区第３５７号 〃
〃 〃 〃

宇特区第３５８号 〃
〃 〃 〃

宇特区第３５９号 〃
〃 〃 〃

宇特区第３６０号 〃
〃 〃 〃

宇特区第３６１号 〃
〃 〃 〃

宇特区第３６２号 〃
〃 〃 〃

宇特区第３６３号 〃
〃 〃 〃

宇特区第３６４号 〃
〃 〃 〃
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�愛媛県告示第７１６号
漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第１０条の規定に基づき、平成１６年４月１日次のように共同漁業等を免許した。

平成１６年４月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

宇特区第３６５号 〃
〃 〃 〃

宇特区第３６６号 〃
〃 〃 〃

宇特区第３６７号 〃
〃 〃 〃

宇特区第３６８号 〃
〃 〃 〃

宇特区第３６９号 〃
〃 〃 〃

宇特区第３７０号 〃
〃 〃 〃

宇特区第３７１号 〃
〃 〃 〃

宇特区第３７２号 〃
〃 〃 〃

宇特区第３７３号 南宇和郡西海町福浦１２０４番地
福浦漁業協同組合 〃 〃

宇特区第３７４号 〃
〃 〃 〃

宇特区第３７５号 西予市明浜町狩浜１番耕地２１５番地
明浜漁業協同組合

平成１６年２月１７日愛媛県
告示第３０９号のとおり 〃

宇特区第３７６号 〃
〃 〃 〃

宇特区第３７７号 〃
〃 〃 〃

宇特区第３７８号 〃
〃 〃 〃

宇特区第３７９号 〃
〃 〃 〃

宇特区第３８０号 〃
〃 〃 〃

宇特区第３８１号 〃
〃 〃 〃

宇特区第３８２号 〃
〃 〃 〃

宇特区第３８３号 〃
〃 〃 〃

免 許 番 号 漁 業 権 者 の 住 所 及 び 氏 名 免 許 の 内 容 漁業権の存続期 間

内共第１号 四国中央市富郷町津根山字寺野３５２番地７
銅山川漁業協同組合

平成１５年１２月２６日愛媛県
告示第２３８５号のとおり

平成１６年４月１日から
平成２６年３月３１日まで

内共第２号 四国中央市新宮町新宮８６３番地
銅山川中流漁業協同組合 〃 〃

内共第３号 四国中央市土居町入野１７８番地１
土居町内水面漁業協同組合 〃 〃

内共第４号 西条市ひうち字東ひうち２７番
西条市ひうち漁業協同組合 〃 〃

内共第５号 西条市禎瑞１６２４番地
禎瑞漁業協同組合 外１名 〃 〃

内共第６号 西条市中野字木挽原甲１１７２番地４
加茂川漁業協同組合 〃 〃

��������������
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内共第７号 西条市禎瑞１６２４番地
禎瑞漁業協同組合 〃 〃

内共第８号 〃
〃 〃 〃

内共第９号 周桑郡丹原町大字北田野１５８６番地１
中山川漁業協同組合 〃 〃

内共第１０号 東予市壬生川５８７番地の１
大曲川漁業協同組合 〃 〃

内共第１１号 越智郡玉川町大字法界寺甲１１４番地１
蒼社川漁業協同組合 〃 〃

内共第１２号 伊予郡松前町大字浜５９７番地
松前町漁業協同組合 外１名 〃 〃

内共第１３号 松山市高岡町２５７番地
重信川漁業協同組合 〃 〃

内共第１４号 松山市溝辺町甲４５３番地
湯山漁業協同組合 〃 〃

内共第１５号 上浮穴郡美川村上黒岩２９１２番地
面河川漁業協同組合 〃 〃

内共第１６号 喜多郡長浜町大字長浜甲１０２１番地地先
長浜町漁業協同組合 〃 〃

内共第１７号 〃
〃 〃 〃

内共第１８号 大洲市柚木１０３４番地３
肱川漁業協同組合 〃 〃

内共第１９号 西予市野村町野村１２号６１７番地
肱川上流漁業協同組合 〃 〃

内共第２０号 宇和島市川内甲１８６１番地
来村川漁業協同組合 〃 〃

内共第２１号 北宇和郡日吉村下鍵山７９８番地
広見川漁業協同組合 〃 〃

内共第２２号 北宇和郡津島町大字高田丙５７２番地２
岩松漁業協同組合 〃 〃

内共第２３号 北宇和郡津島町岩松甲７５８番地
岩松川漁業協同組合 〃 〃

内区第１号 西条市ひうち字東ひうち２７番
西条市ひうち漁業協同組合 〃 平成１６年４月１日から

平成２１年３月３１日まで

内区第２号 西条市禎瑞１６２４番地
禎瑞漁業協同組合 外１名 〃 〃

内区第３号 〃
〃 〃 〃

内区第４号 〃
〃 〃 〃

内区第５号 西条市禎瑞９２９番地
白 石 充 外５名 〃 〃

内区第６号 東予市上市２０３番地
渡 部 孝 子 〃 〃

内区第７号 今治市新谷甲２９８番地１
丹 下 栄 〃 〃

内区第８号 〃
〃 〃 〃

内区第９号 〃
〃 〃 〃

内区第１０号 〃
〃 〃 〃

内区第１１号 今治市新谷甲１０７９番地２
河 野 忠 晴 〃 〃

内区第１２号 今治市新谷甲５９３番地
渡 辺 元 〃 〃
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�愛媛県告示第７１７号
漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第１２９条第１項の規定に

基づき、平成１６年４月１日次のように遊漁規則を認可した。

平成１６年４月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 銅山川漁業協同組合内共第１号第５種共同漁業権遊漁規

則

� 漁業権者名称及び住所

銅山川漁業協同組合

四国中央市富郷町津根山字寺野３５２番地７

� 漁業権の番号

内共第１号

� 遊漁規則の施行日

平成１６年４月１日

� 遊漁規則の全文（様式は省略）

（目的）

第１条 この規則は、銅山川漁業協同組合が免許を受けた

内共第１号第５種共同漁業権にかかる漁場（以下単に「

漁場」という。）の区域において、組合員以外の者のす

る当該漁業権の対象となっている水産動物（あゆ、こい

、うなぎ、あまご及びにじますをいう。以下同じ。）の

採捕（以下「遊漁」という。）についての制限に関し、

必要な事項を定めることを目的とする。

（遊漁料の納付義務等）

第２条 漁場の区域内において、手釣、竿釣、友釣、たも

網及びせんの漁具、漁法によって遊漁をしようとする者

（以下「遊漁者」という。）は、あらかじめ第７条第１

項に掲げる遊漁料を組合に納付しなければならない。

２ 漁場の区域内において、前項に掲げる漁具、漁法以外

の漁具、漁法によって遊漁をしようとする者は、あらか

じめ対象水産動物、漁具、漁法、遊漁区域、遊漁期間等

遊漁の内容を記載した遊漁承認申請書（様式第１号）を

組合に提出し、その承認を受けなければならない。

３ 組合は、前項の規定による申請があった場合には、当

該申請を承認することにより、水産動物の保護培養若し

くは、採捕に著しい支障を生じるおそれがあると認める

場合を除き、当該申請を承認するものとする。

４ 第２項の規定により承認を受けた者は、直ちに第７条

第２項に掲げる特別遊漁料を組合に納付しなければなら

ない。

（漁具、漁法の制限及び禁止）

第３条 瀬張り、やな、狩刺網、やす及び掛針の漁具、漁

法により遊漁してはならない。

２ 次の表の左欄に掲げる漁具、漁法による遊漁は、それ

ぞれ右欄に掲げる規模でなければならない。

漁具・漁法 規 模

たも網 口径３０センチメートル以内

せん ２個以上連結した使用は認めない

内区第１３号 〃
〃 〃 〃

内区第１４号 〃
〃 〃 〃

内区第１５号 〃
〃 〃 〃

内区第１６号 〃
〃 〃 〃

内区第１７号 越智郡朝倉村大字朝倉下甲６８０番地２
日 浅 正 則 〃 〃

内区第１８号 〃
〃 〃 〃

内区第１９号 〃
〃 〃 〃

内区第２０号 〃
〃 〃 〃

内区第２１号 〃
〃 〃 〃

内区第２２号 越智郡朝倉村大字古谷甲８２番地２
清 水 弘 機 〃 〃

内区第２３号 〃
〃 〃 〃

内区第２４号 〃
〃 〃 〃

内区第２５号 〃
〃 〃 〃

内区第２６号 〃
〃 〃 〃

内区第２７号 〃
〃 〃 〃
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（遊漁期間）

第４条 第２条第１項に掲げる漁具、漁法以外の漁具、漁

法による遊漁期間は７月１日から翌年３月３１日までの間

とする。

（禁止区域）

第５条 次の表の左欄に掲げる区域内においては、それぞ

れ右欄の期間中は遊漁してはならない。

区 域 期 間

長瀬橋から上流の銅山川本支流
１０月１日から
翌１月３１日

柳瀬ダムえん堤から上流２７０メートル以
内の区域

１月１日から
１２月３１日

別子ダムえん堤から上流２００メートル以
内の区域

同 上

富郷ダムえん堤から下流３２０メートル以
内の区域

同 上

富郷ダムえん堤から上流７００メートル以
内の区域

同 上

（大きさの制限）

第６条 次の表の左欄に掲げる水産動物は、それぞれ右欄

に掲げる大きさのものは、採捕してはならない。

名 称 大 き さ

こい 全長１０センチメートル以下

うなぎ 全長２５センチメートル以下

あまご 全長１５センチメートル以下

にじます 全長１５センチメートル以下

（遊漁料の額及び納付方法）

第７条 第２条第１項に掲げる漁具、漁法により遊漁する

場合の遊漁料は次の表のとおりとする。ただし、中学生

以下の者の遊漁料は、手釣及び竿釣については無料とす

る。

漁 具 ・ 漁 法 期 間 遊 漁 料

手釣、竿釣、友釣、たも網及び

せん

１日 １，０００円

１年 ５，０００円

２ 第２条第２項の規定により承認を受けた場合の特別遊

漁料は、次の表のとおりとする。

内 容 期間 特別遊漁料

漁具・漁法 魚 種

１年 ２０，０００円投網（前項に掲げる
漁具、漁法を含む）

こい

３ 第１項の遊漁料及び第２項の特別遊漁料は、組合の事

務所に納付するものとする。

４ 前項の規定にかかわらず、第１項に掲げる遊漁料は、

組合が指定する遊漁承認書（様式第２号）を取り扱う事

務所へ納付することができる。

（遊漁承認書に関する事項）

第８条 組合は第２条第１項の規定により遊漁料の納付を

受けたとき、又は同条第２項の規定により承認を行った

ときは、遊漁承認書を交付するものとする。

２ 遊漁者は、遊漁しようとするときは、遊漁承認書を携

帯しなければならない。

３ 遊漁承認書は、他人に貸与してはならない。

４ 遊漁者は、第１０条第１項に規定する漁場監視員の要求

があったときは、遊漁承認書を提示しなければならない

。

（遊漁に際し守るべき事項）

第９条 遊漁者は、遊漁に際しては、相互に適当な距離を

保ち、他の者の迷惑となる行為をしてはならない。

（漁場監視員）

第１０条 組合は、遊漁者の行う遊漁を監視するため漁場監

視員を置く。

２ 漁場監視員は、遊漁者の行う遊漁に関して必要な指示

をすることができる。

３ 漁場監視員は、漁場監視員証（様式第３号）を携帯し

、かつ、漁場監視員であることを表示する腕章をつける

ものとする。

（違反者に対する措置）

第１１条 組合は、遊漁者がこの規則に違反したときは、直

ちにその者の遊漁の中止を命じ、又は以後のその者の遊

漁を拒絶することがある。この場合、遊漁者がすでに納

付した遊漁料の払い戻しはしないものとする。

２ 銅山川中流漁業協同組合内共第２号第５種共同漁業権遊

漁規則

� 漁業権者名称及び住所

銅山川中流漁業協同組合

四国中央市新宮町新宮８６３番地

� 漁業権の番号

内共第２号

� 遊漁規則の施行日

平成１６年４月１日

� 遊漁規則の全文（様式は省略）

（目的）

第１条 この規則は、銅山川中流漁業協同組合が免許を受

けた内共第２号第５種共同漁業権にかかる漁場（以下単

に「漁場」という。）の区域において、組合員以外の者

のする当該漁業権の対象となっている水産動物（あゆ、

こい、うなぎ及びあまごをいう。以下同じ。）の採捕（

以下「遊漁」という。）についての制限に関し、必要な

事項を定めることを目的とする。

（遊漁料の納付義務等）

第２条 漁場の区域内において、手釣、竿釣、友釣、投網

の漁具、漁法によって遊漁をしようとする者（以下「遊

漁者」という。）は、あらかじめ遊漁承認証交付申請書

（別記様式第１号）を組合に提出するとともに、第５条

第１項の遊漁料を納付しなければならない。

２ 組合は、前項の規定による申請があった場合には、当

該遊漁の承認することにより、当該水産動物の保護培養

若しくは、採捕に著しい支障があると認めるときを除き

、当該申請を承認するものとする。

（漁具、漁法の制限及び禁止）

第３条 瀬張り、やな、狩刺網及びやすを使用して、遊漁

してはならない。

（遊漁期間）

第４条 投網によって行う遊漁は、８月１日から１２月３１日

愛 媛 県 報平成１６年４月１日 第１５４５号外２

６９



までの期間でなければならない。

（禁止区域）

第５条 前項の規定による期間内であっても、次の表の左

欄に掲げる区域内においては、それぞれ右欄の期間中は

遊漁をしてはならない。

区 域 期 間

新宮ダムえん堤上流端から上流の流
木止までの区域

１月１日から
１２月３１日

新宮ダムえん堤上流端から下流のダ
ム減勢工下流端までの区域

同 上

影井堰えん堤上流端から上流１２０メ
ートル以内の区域

同 上

影井堰えん堤上流端から下流１００メ
ートル以内の区域

同 上

（遊漁料の額及び納付方法）

第６条 第２条第１項に掲げる漁具、漁法を使用して遊漁

する場合の遊漁料は次の表のとおりとする。

漁 具・漁 法 日 券 年 券

手釣、竿釣、友釣 １，０００円 ３，０００円

投網 ４，０００円

２ 前項の規定にかかわらず、小学生以下の者の遊漁料は

無料とする。

３ 遊漁料はすべて、銅山川中流漁業協同組合の事務所に

納付するものとする。

（遊漁承認証に関する事項）

第７条 組合は第２条第１項の遊漁料の納付を受けたとき

は、別記様式第２号の遊漁承認証（以下「遊漁承認証」

という。）を交付するものとする。

２ 遊漁者は、遊漁しようとするときは、遊漁承認証を携

帯しなければならない。

３ 遊漁承認証は、他人に貸与してはならない。

４ 遊漁者は、漁場監視員の要求があったときは、遊漁承

認証を提示しなければならない。

（遊漁に際し守るべき事項）

第８条 遊漁者相互に適当な距離を保ち、他の者の迷惑と

なる行為をしてはならない。

（漁場監視員）

第９条 漁場監視員は、この規則の励行に関し必要な指示

を行うことができる。

３ 漁場監視員は、別記様式第３号の漁場監視員証を携帯

し、かつ、漁場監視員であることを表示する腕章をつけ

るものとする。

（違反者に対する措置）

第１０条 組合は、遊漁者がこの規則に違反したときは、直

ちにその者の遊漁の中止を命じ、又は以後のその者の遊

漁を拒絶することがある。この場合、遊漁者がすでに納

付した遊漁料の払い戻しはしないものとする。

３ 土居町内水面漁業協同組合内共第３号第５種共同漁業権

遊漁規則

� 漁業権者名称及び住所

土居町内水面漁業協同組合

四国中央市土居町入野１７８番地１

� 漁業権の番号

内共第３号

� 遊漁規則の施行日

平成１６年４月１日

� 遊漁規則の全文（様式は省略）

（目的）

第１条 この規則は、土居町内水面漁業協同組合が免許を

受けた内共第３号第５種共同漁業権にかかる漁場（以下

単に「漁場」という。）の区域において、組合員以外の

者のする当該漁業権の対象となっている水産動物（あま

ごをいう。以下同じ。）の採捕（以下「遊漁」という。

）についての制限に関し、必要な事項を定めることを目

的とする。

（遊漁料の納付義務等）

第２条 漁場の区域内において遊漁をしようとする者（以

下「遊漁者」という。）は、あらかじめ組合に申請して

その承認を受けなければならない。

２ 前項の規定による申請は、遊漁対象水産動物、漁具、

漁法、遊漁区域、遊漁期間を記載した別記様式第１号に

よる遊漁承認証交付申請書を組合に提出しなけなければ

ならない。

３ 組合は、第１項の規定による申請があった場合には、

第１０条に規定する場合を除き、第１項の申請を承認する

ものとする。

４ 第１項の規定により承認を受けた者は、直ちに第６条

第１項の遊漁料を同条第２項の方法により組合に納付し

なければならない。

（漁具、漁法の制限及び禁止）

第３条 瀬張り、やな、狩刺網、てっぽうやす及び投網を

使用して、遊漁をしてはならない。

（遊漁期間）

第４条 次の表の左欄に掲げる魚種を対象とする遊漁は、

右欄の期間中でなければならない。

魚 種 期 間

あまご ２月１日から９月３０日まで

（大きさの制限）

第５条 次の表の左欄に掲げる水産動物は、右欄に掲げる

大きさのものは、採捕してはならない。

魚 種 大 き さ

あまご 全長１５センチメートル以下

（遊漁料の額及び納付方法）

第６条 遊漁料の額は、次の表のとおりとする。ただし、

遊漁者が中学生以下のときは無料とする。

魚 種 漁具・漁法 日券 年券

あまご 手釣、竿釣 ５００円 ３，０００円

２ 遊漁料の納付は、土居町内水面漁業協同組合の事務所

においてしなければならない。

（遊漁承認証に関する事項）

第７条 組合は第２条第１項の承認をしたときは、別記様

式第２号による遊漁承認証（以下「遊漁承認証」という
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。）を遊漁者に交付するものとする。

２ 遊漁承認証は、他人に貸与してはならない。

（遊漁に際し守るべき事項）

第８条 遊漁者は、遊漁をする場合には、遊漁承認証を携

帯し、漁場監視員の要求があるときは、これを提示しな

ければならない。

２ 遊漁者は、遊漁に際しては、漁場監視員の指示に従わ

なければならない。

３ 遊漁者は、遊漁に際しては、相互に適当な距離を保ち

、他の者の迷惑となる行為をしてはならない。

（漁場監視員）

第９条 漁場監視員は、この規則の励行に関して必要な指

示を行うことができる。

２ 漁場監視員は、別記様式第３号の漁場監視員証を携帯

し、かつ、漁場監視員であることを表示する腕章をつけ

るものとする。

（違反者に対する措置）

第１０条 組合は、遊漁者がこの規則に違反したときは、直

ちにその者の遊漁の中止を命じ、又は以後のその者の遊

漁を拒絶することがある。この場合、遊漁者がすでに納

付した遊漁料の払い戻しはしないものとする。

４ 加茂川漁業協同組合内共第６号第５種共同漁業権遊漁規

則

� 漁業権者名称及び住所

加茂川漁業協同組合

西条市中野字木挽原甲１１７２番地４

� 漁業権の番号

内共第６号

� 遊漁規則の施行日

平成１６年４月１日

� 遊漁規則の全文（様式は省略）

（目的）

第１条 この規則は、加茂川漁業協同組合が免許を受けた

内共第６号第５種共同漁業権に係る漁場（以下単に「漁

場」という。）の区域において、組合員以外の者のする

当該漁業権の対象となっている水産動物（あゆ、こい、

うなぎ及びあまごをいう。以下同じ。）の採捕（以下「

遊漁」という。）についての制限に関し必要な事項を定

めることを目的とする。

（遊漁料の納付義務等）

第２条 漁場の区域内において、手釣、竿釣、穴釣、延な

わ（つけ釣）、友釣、せん（せきせんを除く。以下同じ

）引網、狩刺網、及びすくい網（追取）の漁具、漁法に

よって遊漁をしようとする者は、あらかじめ第６条第１

項に掲げる遊漁料を組合に納付しなければならない。

２ 漁場の区域内において、前項に掲げる漁具、漁法以外

の漁具、漁法によって遊漁しようとする者は、あらかじ

め遊漁対象水産動物、漁具、漁法、遊漁区域、遊漁期間

等遊漁の内容を記載した、遊漁承認申請書を提出して組

合の承認を受けなければならない。

３ 組合は、前項の規定による申請があった場合には、当

該申請を承認することにより、水産動物の保護培養もし

くは採捕に著しい支障があると認める場合を除き、当該

申請を承認するものとする。

４ 第２項の規定により承認を受けた者は、直ちに第６条

第３項に掲げる遊漁料を組合に納付しなければならない

。

（漁具、漁法の制限及び禁止）

第３条 瀬張り、やな、せきせん、やす、（水中鉄砲及び

しゃくりを含む。）投網、まきえつり及び握漁の漁具、

漁法による遊漁をしてはならない。

２ 次の表の左欄に掲げる漁具、漁法による遊漁は、それ

ぞれ右欄に掲げる規模の範囲内でなければならない。

漁具漁法 規 模

引 網
すくい網（追取）

網目の大きさは１５センチメート
ルにつき１０節以下

３ 狩刺網及び引網の漁具、漁法による遊漁の従事者は、

遊魚承認証１件につき３人までとする。

（遊漁期間）

第４条 遊漁の期間は、次の表のとおりとする。

魚 種 期 間

あゆ ６月１日から１２月３１日まで

こい １月１日から１２月３１日まで

うなぎ １月１日から１２月３１日まで

あまご ２月１日から９月１５日まで

（遊漁禁止区域）

第５条 前条の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる

区域内においては、それぞれ当該右欄に掲げる期間中は

遊漁をしてはならない。

区 域 期 間

黒瀬ダムえん堤から上流１５０メートル
及び下流１３０メートルの間

１月１日から
１２月３１日まで

武丈堰から古川橋上流端より６０メート
ルまでの間

１０月１６日から
１１月１５日まで

（遊漁料の額及び納付の方法）

第６条 第２条第１項に掲げる漁具、漁法を使用して遊漁

する場合の遊漁料は次の表のとおりとする。

漁具・漁法 期 間 期間 遊漁料

ア
引網（イ、ウを含
む）

８月１日から
１２月３１日まで

１年 ３０，０００円

イ
すくい網（追取）
（ウを含む）

７月１日から
１２月３１日まで

１年 １０，０００円

ウ
引網及びすくい網
（追取）以外の漁
具、漁法

１月１日から
１２月３１日まで

１日 ２，０００円

１年 ５，０００円

２ 前項の規定にかかわらず、中学生以下の者の遊漁料は

手釣及び竿釣については無料とする。ただし、組合が行

う特別放流のときはこの限りでない。

３ 第２条第２項の規定により承認を受けた場合の遊漁料

は、理事会で定める。

４ 第１項及び前項の遊漁料は、組合事務所へ納付するも

のとする。

（遊漁承認証に関する事項）
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第７条 組合は第２条第１項の規定による遊漁料の納付を

受けたとき、又は同条第２項の規定による承認を行った

ときは、遊漁承認証（様式第２号）を交付するものとす

る。

２ 第２条第１項及び第２項の規定により遊漁をしようと

する者（以下「遊漁者」という。）は、遊漁するときは

、遊漁承認証を携帯しなければならない。

３ 遊漁承認証は、他人に貸与してはならない。

４ 遊漁者は、第９条第１項に規定する漁場監視員の要求

があったときは、遊漁承認証を提示しなければならない

。

（遊漁に際し守るべき事項）

第８条 遊漁者は、遊漁に際しては、相互に適正な距離を

保ち、他の者の迷惑となる行為をしてはならない。

（漁場監視員）

第９条 組合は、遊漁者の行う遊漁を監視するために漁場

監視員を置く。

２ 漁場監視員は、規則の励行に関し必要な指示を行うこ

とができる。

３ 漁場監視員は、漁場監視員証（様式第３号）を携帯し

、かつ、漁場監視員であることを表示する腕章をつけな

ければならない。

（違反者に対する措置）

第１０条 組合は、遊漁者がこの規則に違反したときは、直

ちにその者に遊漁の中止を命じ、又は以後のその者の遊

漁を禁止することができる。この場合、遊漁者が既に納

付した遊漁料は返納しないものとする。

５ 中山川漁業協同組合内共第９号第５種共同漁業権遊漁規

則

� 漁業権者名称及び住所

中山川漁業協同組合

周桑郡丹原町大字今井５１３番地６

� 漁業権の番号

内共第９号

� 遊漁規則の施行日

平成１６年４月１日

� 遊漁規則の全文（様式は省略）

（目的）

第１条 この規則は、中山川漁業協同組合が免許を受けた

内共第９号第５種共同漁業権に係る漁場（以下単に「漁

場」という。）の区域において、組合員以外の者のする

当該漁業権の対象となっている水産動物（あゆ、こい、

うなぎ、あまご、にじます及びもくずがにをいう。以下

同じ）の採捕（以下「遊漁」という。）についての制限

に関し必要な事項を定めることを目的とする。

（遊漁の承認及び遊漁料の納付義務）

第２条 漁場の区域内において遊漁をしようとする者は、

あらかじめ口頭で組合に申請してその承認を受けなけれ

ばならない。

２ 組合は、前項の規定による申請があった場合には、当

該申請を承認することにより、当該水産動物の保護培養

若しくは組合員及び他の遊漁者（前項の承認を受けた者

をいう。以下同じ）の行う水産動物の採捕に著しい支障

があると認める場合を除き、前項の承認をするものとす

る。

３ 第１項の承認を受けた者は、直ちに第５条第１項の遊

漁料を、同条第２項の方法により組合に納付しなければ

ならない。

（漁具、漁法の制限及び禁止）

第３条 しゃくりを使用してあゆ及びあまごの遊漁をして

はならない。

（遊漁期間）

第４条 次の表の左欄に掲げる魚種を対象とする遊漁は、

それぞれ右欄に掲げる期間内でなければならない。

魚 種 期 間

あゆ ６月１日から１２月３１日まで

こい １月１日から１２月３１日まで

うなぎ １月１日から１２月３１日まで

あまご ２月１日から９月３０日まで

にじます ２月１日から９月３０日まで

もくずがに カニカゴ：９月１日から翌３月３１日まで

（禁止区域）

第５条 次の表に掲げる区域内においては、遊漁をしては

ならない。

区 域 期 間

志河川角立橋から素鵞神社前の橋までの区域

中山川新兵衛橋上流端から上流２００メートルまでの区域
１月１日から１２月３１日まで

保井野（鞍瀬川）「ツバ山」下流端から「マキワタリ」までの区域

滑川梅藪橋下流から「アカナベ」までの区域

中山川鉄橋下流端から新兵衛橋上流端までの区域 １０月１５日から１１月５日まで

（遊漁料の額及び納付の方法）

第６条 遊漁料の額は次の表のとおりとする。ただし、中

学生以下の者の遊漁料は、手釣り及び竿釣については無

料とする。

魚 種 漁具・漁法 期間 遊漁料

あ ゆ

こ い

うなぎ

あまご

にじます

竿釣及びたも網 １年 ４，０００円

たも網及びやす １年 ５，０００円

投（と）網 １年 １０，０００円

刺網 １年 １０，０００円

もくずがに カニカゴ １年 ３００円

２ 前項の遊漁料の納付は、組合の事務所においてしなけ

ればならない。ただし、遊漁をする場所において漁場監

視員に納付することができる。

（遊漁承認証に関する事項）

第７条 組合は第２条第１項の承認をしたときは、別記様

式第１号による遊漁承認証（以下「遊漁承認証」という

。）を遊漁者に交付するものとする。

２ 遊漁承認証は、他人に貸与してはならない。

（遊漁に際し守るべき事項）

第８条 遊魚者は、遊漁をする場合には遊漁承認証を携帯

し、漁場監視員の要求があったときは、これを提示しな

ければならない。
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２ 遊漁者は、遊漁に際しては、漁場監視員の指示に従わ

なければならない。

３ 遊漁者は、遊漁に際しては、相互に適当な距離を保ち

、他の者の迷惑となる行為をしてはならない。

（漁場監視員）

第９条 漁場監視員は、この規則の励行に関し必要な指示

を行うことがある。

２ 漁場監視員は、別記様式第２号による漁場監視員証を

携帯し、かつ、漁場監視員であることを表示する腕章を

つけるものとする。

（違反者に対する措置）

第１０条 組合は、遊漁者がこの規則に違反したときは、直

ちにその者に遊漁の中止を命じ、又は以後のその者の遊

漁を拒絶することがある。この場合、遊漁者がすでに納

付した遊漁料の払い戻しはしないものとする。

６ 大曲川漁業協同組合内共第１０号第５種共同漁業権遊漁規

則

� 漁業権者名称及び住所

大曲川漁業協同組合

東予市壬生川５８７番地の１

� 漁業権の番号

内共第１０号

� 遊漁規則の施行日

平成１６年４月１日

� 遊漁規則の全文（様式は省略）

（目的）

第１条 この規則は、大曲川漁業協同組合が免許を受けた

内共第１０号第５種共同漁業権にかかる漁場（以下単に「

漁場」という。）の区域において、組合員以外の者のす

る当該漁業権の対象となっている水産動物（こい、うな

ぎをいう。以下同じ。）の採捕（以下「遊漁」という。

）についての制限に関し、必要な事項を定めることを目

的とする。

（遊漁料の納付義務等）

第２条 漁場の区域内において遊漁をしようとする者（以

下「遊漁者」という。）は、あらかじめ組合に申請して

その承認を受けなければならない。

２ 前項の規定による申請は、口頭でするものとする。

３ 組合は、第１項の規定による申請があった場合には、

第７条に規定する場合を除き、第１項の申請を承認する

ものとする。

４ 第１項の規定により承認を受けた者は、直ちに第３条

第１項の遊漁料を同条第２項の方法により組合に納付し

なければならない。

（遊漁料の額及び納付方法）

第３条 遊漁料の額は、次の表のとおりとする。ただし、

遊漁者が未就学の幼児のときは無料、小・中学生のとき

は、次に掲げる額の２分の１に相当する額とする。

魚 種 漁 具・漁 法 期 間 遊漁料

こい・うなぎ 手釣、竿釣 １年 ３，０００円

２ 遊漁料の納付は、大曲川漁業協同組合の事務所におい

て、又は漁場監視員に対してしなければならない。

（遊漁承認証に関する事項）

第４条 組合は第２条第１項の承認をしたときは、別記様

式第１号による遊漁承認証（以下「遊漁承認証」という

。）を遊漁者に交付するものとする。

２ 遊漁承認証は、他人に貸与してはならない。

（遊漁に際し守るべき事項）

第５条 遊漁者は、遊漁をする場合には、遊漁承認証を携

帯し、漁場監視員の要求があるときは、これを提示しな

ければならない。

２ 遊漁者は、遊漁に際しては、漁場監視員の指示に従わ

なければならない。

３ 遊漁者は、遊漁に際しては、相互に適当な距離を保ち

、他の者の迷惑となる行為をしてはならない。

（漁場監視員）

第６条 漁場監視員は、この規則の励行に関して必要な指

示を行うことがある。

２ 漁場監視員は、別記様式第２号の漁場監視員証を携帯

し、かつ、漁場監視員であることを表示する腕章をつけ

るものとする。

（違反者に対する措置）

第７条 組合は、遊漁者がこの規則に違反したときは、直

ちにその者の遊漁の中止を命じ、又は以後のその者の遊

漁を拒絶することがある。この場合、遊漁者がすでに納

付した遊漁料の払い戻しはしないものとする。

７ 蒼社川漁業協同組合内共第１１号第５種共同漁業権遊漁規

則

� 漁業権者名称及び住所

蒼社川漁業協同組合

越智郡玉川町大字法界寺甲１１４番地１

� 漁業権の番号

内共第１１号

� 遊漁規則の施行日

平成１６年４月１日

� 遊漁規則の全文（様式は省略）

（目的）

第１条 この規則は、蒼社川漁業協同組合（以下「組合」

という。）が免許を受けた内共第１１号第５種共同漁業に

係る漁場（以下「漁場」という。）の区域内において、

組合員以外の者の行う当該漁業権の対象となつている水

産動物（あゆ、こい、うなぎ及びあまご。以下「水産動

物」という。）の採捕（以下「遊漁」という。）につい

ての制限に関し必要な事項を定めるものとする。

（遊漁料の納付義務等）

第２条 漁場の区域内において手釣、竿釣、友釣、たも網

、すくい網、せん及び投網の漁具漁法によつて遊漁しよ

うとする者は、あらかじめ、第７条第１項に掲げる遊漁

料を組合に納付しなければならない。

２ 漁場の区域内において前項に掲げる漁具漁法以外の漁

具漁法によって遊漁しようとする者は、あらかじめ、遊

漁対象水産動物、漁具漁法、遊漁区域、遊漁期間等遊漁

の内容を記載した遊漁承認申請書（様式第１号）を組合

に提出し、その承認を受けなければならない。

３ 組合は、前項の規定により申請があつた場合には当該
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申請を承認することにより水産動物の採捕に著しい支障

を生じるおそれがあると認めるときを除き、当該申請を

承認するものとする。

４ 第２項の規定により承認を受けた者は、直ちに第７条

第２項に掲げる特別遊漁料を組合に納付しなければなら

ない。

（漁具漁法の制限及び禁止）

第３条 瀬張りやな、狩さし網、空掛け及びやす（水中銃

を含む。）の漁具漁法により遊漁してはならない。

２ ２個以上のせんを連結し、うなぎを採捕してはならな

い。

３ ４月１日より７月３１日の問及び夜間は、投網を使用し

て遊漁してはならない。

（遊漁禁止期間等）

第４条 あゆを採捕しようとする者は、次の表の左欄に掲

げる期間中は、当該右欄に掲げる区域においてあゆを採

捕してはならない。

期 間 区 域

６月１日から
同月３１日まで

玉川町大字法界寺えん堤
から上流

（遊漁禁止区域）

第５条 次の各号に掲げる区域内では、遊漁してはならな

い。

１ 玉川ダムのダムサイドから上流２００メートルまでの区

域

２ 玉川ダムの貯水池内で前号以外の区域においては、水

際より２０メートル以上離れた区域

３ 各魚道施設の上流端より下流端

（体長制限）

第６条 次の表の左欄に掲げる魚種については、右欄に掲

げる体長のものを採捕してはならない。

魚 種 体 長

あまご １５センチメートル以下

（遊漁料の額及び納付の方法）

第７条 第２条第１項に掲げる漁具漁法により遊漁する場

合の遊漁料は、次の表のとおりとする。

漁 具 漁 法 １年間の遊漁料 備 考

ア

手釣、竿釣、友釣、せん、たも網

及びすくい網（あゆの採捕は、た

も網及びすくい網を除く）

４，０００円

イ
手釣、竿釣、友釣、せん、たも

網、すくい網及び投網
６，０００円

２ 第２条第２項の規定により承認を受けた場合の特別遊

漁料は５万円を限度とし、毎年理事会において決定し、

その旨を公示する。

３ 前２項の規定にかかわらずアの項の漁具漁法で遊漁す

る場合に限り、遊漁料を小学生以下は無料、７５歳以上は

半額とする。

４ 第１項の遊漁料及び第２項の特別遊漁料は、組合の事

務所に納付するものとする。

（遊漁承認証に関する事項）

第８条 組合は、第２条第１項の規定により遊漁料の納付

を受けたとき、又は同条第２項の規定により承認を行つ

たときは、遊漁承認証（様式第２号）を交付するものと

する。

２ 第２条第１項及び第２項の規定により遊漁しようとす

る者（以下「遊漁者」という。）は、遊漁しようとする

ときは、遊漁承認証を携帯しなければならない。

３ 遊漁承認証は、他人に貸与してはならない。

４ 遊漁者は、第１０条第１項に規定する漁場監視員の要求

があつたときは、遊漁承認証を提示しなければならない

。

（遊漁に際し守るべき事項）

第９条 遊漁者は、遊漁するときは、相互に適当な距離を

保ち、他の者に迷惑となる行為をしてはならない。

（漁場監視員）

第１０条 組合は、遊漁者の行う遊漁を監視するため、漁場

監視員を置く。

２ 漁場監視員は、遊漁者の行う遊漁に関し、必要な指示

をすることができる。

３ 漁場監視員は、漁場監視員証（様式第３号）を携帯し

、かつ、漁場監視員であることを表示する腕章を付けな

ければならない。

（違反者に対する措置）

第１１条 組合は、遊漁者がこの規則に違反したときは、直

ちにその者に遊漁の中止を命じ、又は以後その者の遊漁

を拒絶することができる。この場合、遊漁者が既に納付

した遊漁料は、返納しないものとする。

８ 重信川漁業協同組合内共第１３号第５種共同漁業権遊漁規

則

� 漁業権者名称及び住所

重信川漁業協同組合

松山市高岡町２５７番地

� 漁業権の番号

内共第１３号

� 遊漁規則の施行日

平成１６年４月１日

� 遊漁規則の全文（様式は省略）

（目的）

第１条 この規則は、重信川漁業協同組合（以下「組合」

という。）が免許を受けた第５種共同漁業権内共第１３号

に係る漁場（以下「漁場」という。）の区域内において

、組合員以外の者の行う当該漁業権の対象となっている

水産動物（あゆ、こい、うなぎ、あまご及びもくずがに

。以下「水産動物」という。）の採捕（以下「遊漁」と

いう。）についての制限事項を定めることを目的とする

。

（遊漁料の納付義務等）

第２条 漁場の区域内において、手釣、竿釣、たも網、投

網及びせんの漁具漁法により遊漁をしようとする者は、

あらかじめ第７条第１項に掲げる遊漁料を組合に納付し

なければならない。

２ 漁場の区域内において、前項に掲げる漁具漁法以外の

漁具漁法によって遊漁しようとする者は、あらかじめ、
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遊漁対象水産動物、漁具漁法、遊漁区域、遊漁期間等遊

漁の内容を記載した遊漁承認申請書（様式第１号）を組

合に提出し、その承認を受けなければならない。

３ 組合は、前項の規定により申請があった場合には、当

該申請を承認することにより、水産動物の採捕に著しい

支障があると認めるときを除き、当該申請を承認するも

のとする。

４ 第２項の規定により承認を受けた者は、直ちに第７条

第２項に掲げる遊漁料を組合に納付しなければならない

。

（漁具漁法の禁止及び制限）

第３条 空掛け、やな、狩さし網、瀬張り及び石かまの漁

具漁法によりあゆを採捕してはならない。

２ “やす〟 を使用し、遊漁をしてはならない。

３ ２個以上のせんを連結し、うなぎを採捕してはならな

い。

４ やなの設置場所から上流１００メートルまでの区域にお

いては、網又は灯火を使用し、遊漁をしてはならない。

（灯火の制限）

第４条 あゆを採捕する目的で使用できる灯火は、電池３

本、球３．８までとする。

（従事者の制限）

第５条 投網により行う遊漁の従事者は、網１統につき２

人までとする。

（遊漁禁止区域等）

第６条 １０月１日から同月３１日までの間は、重信川尻から

上流四番鎌の標識までの区域においては、遊漁をしては

ならない。ただし、うなぎを目的とする遊漁はこの限り

でない。

２ 川内町表川滝下橋より上流１００メートル、及び下流天

神橋１００メートルの区間は魚類保護の為に釣り、投げ網

の一切を禁止します。

３ 砥部町衝上断層付近河川上流大岩橋１００メートル、及

び下流蛍橋１００メートルの区間は魚類保護の為に釣り、

投げ網の一切を禁止します。

４ 国道５６号線重信川大橋南側を東５００メートルの区間は

、鮎釣り専用箇所として周年投網で遊漁してはならない

。

（遊漁料の額及び納付の方法）

第７条 第２条第１項に掲げる漁具漁法により遊漁をする

場合の遊漁料は、次の表のとおりとする。ただし、中学

生以下の者の遊漁料は、手釣及び竿釣については、無料

とする。

漁具・漁法 期 間 遊 漁 料

手釣、竿釣、たも網 １年 １，５００円

手釣、竿釣、たも網、投網及びせん １年 ２，５００円

２ 第２条第２項の規定により承認を受けた場合の特別遊

漁料は、１０，０００円の範囲内において、理事会が定める。

３ 第１項の遊漁料及び前項の特別遊漁料は、組合の事務

所に納付するものとする。

（遊漁承認証に関する事項）

第８条 組合は第２条第１項の規定により遊漁料の納付を

受けたとき、又は同条第２項の規定により承認を行った

ときは、遊漁承認証（様式第２号）を交付するものとす

る。

２ 第２条第１項及び第２項の規定により遊漁しようとす

る者（以下「遊漁者」という。）は、遊漁しようとする

ときは、遊漁承認証を携帯しなければならない。

３ 遊漁承認証は、他人に貸与してはならない。

４ 遊漁者は、第１０条第１項に規定する漁業監視員の要求

があったときは、遊漁承認証を提示しなければならない

。

（遊漁に際し守るべき事項）

第９条 遊漁者は、遊漁するときは、相互に適当なる距離

を保ち、他の者に迷惑となる行為をしてはならない。

（漁場監視員）

第１０条 組合は、遊漁者の行う遊漁を監視するため、漁場

監視員を置く。

２ 漁場監視員は、漁場監視員証（様式第３号）を携帯し

、かつ、漁場監視員であることを表示する腕章をつけな

ければならない。

（違反者に対する措置）

第１１条 組合は、遊漁者がこの規則に違反したときは、直

ちにその者の遊漁の中止を命じ、又は以後のその者の遊

漁を禁止することができる。この場合、遊漁者が既に納

付した遊漁料は、返納しないものとする。

９ 湯山漁業協同組合内共第１４号第５種共同漁業権遊漁規則

� 漁業権者名称及び住所

湯山漁業協同組合

松山市河中町甲３４９番地１

� 漁業権の番号

内共第１４号

� 遊漁規則の施行日

平成１６年４月１日

� 遊漁規則の全文（様式は省略）

（目的）

第１条 この規則は、湯山漁業協同組合が免許を受けた内

共第１４号第５種共同漁業権に係る漁場の区域内において

、組合員以外の者のする当該漁業権の対象となっている

水産動物（あゆ、こい、うなぎ、あまご）の採捕（以下

「遊漁」という。）についての制限事項を定めることを

目的とする。

（漁場の区城）

第２条 この組合の漁場は、国道３１７号線の石手川にかか

つているいわぜき橋上流端より上流とする。

（遊漁料の納付義務等）

第３条 この漁場区域内で、手釣、年釣、友釣の漁具漁法

によって遊漁をしようとする者は、あらかじめ別紙様式

第１号の遊漁承認証交付申請書を組合事務所に提出する

と共に、遊漁料を納付しなければならない。

（漁具漁法の禁止制限及び遊漁期間）

第４条 曳網、ヤス、からがけ、やな、刺網、瀬張り、石

がま、投網（ただし、ます漁業、あまご漁業）の漁具漁

法により遊漁をしてはならない。

２ 遊漁期間は次表の欄に掲げる期間内でなければならな
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い。

魚 種 期 間

あゆ ６月１日から１２月３１日まで

うなぎ、こい １月１日から１２月３１日まで

あまご ３月１日から９月３０日まで

（禁止区域）

第５条 次に掲げる区域内において遊漁をしてはならない

。

� 横谷川調整池及び横谷川調整池下流櫓井手の間

� 石手川にかかる宿野橋下流端より下流四国電力株式

会社湯山発電所放水口上流端の間

� 石手川ダムえん堤上流端より上流５００メートルの間

、及び、同えん堤下流端より下流１５０メートルの石手

川にかかつている橋の上流端の間

� その他理事が水産動植物の繁殖保護、漁業調整上特

に必要と認める区域。ただし、その区域を定めたとき

は、これを公示しなければならない。

（体長制限）

第６条 次表左欄に掲げる漁種については、右欄に掲げる

体長以下のものを採取してはならない。

魚 種 体 長

こい ２０センチメートル以下

うなぎ ２５センチメートル以下

あまご １５センチメートル以下

（遊漁料の額及び納付の方法）

第７条 第３条に掲げる漁具を使用して遊漁をする場合の

遊漁料は、次表のとおりとする。

漁具・漁法 １日遊漁料 １年遊漁料

手釣、竿釣、友釣 ５００円 ２ ，０００円

手釣、竿釣、友釣、投網 ２ ，０００円 ３ ，５００円

２ 中学生以下の者の遊漁料は、前条の規定にかかわらず

手釣、竿釣については無料とする。

３ 遊漁料納付の場所は組合事務所とする。

（遊漁承認証に関する事項）

第８条 組合は、第３条の遊漁料の納付を受けたときは、

別紙様式第２号の遊漁承認証（以下「遊漁承認証」とい

う。）を交付するものとし、投網及び遊漁承認証につい

ては、発行番号に○を付し他の遊漁承認証と区分する。

２ 遊漁者は、遊漁するときは、遊漁承認証を携帯しなけ

ればならない。

３ 遊漁承認証を他人に貸与してはならない。

４ 遊漁者は、漁場監視員の要求があったときは、遊漁承

認証を提示しなければならない。

第９条 遊漁者は、相互に適当な距離を保ち他の者の迷惑

となる行為をしてはならない。

（漁場監視員）

第１０条 漁場監視員は、この規則の施行に関して必要な指

示を行うことがある。

２ 漁場監視員は、別記様式第３号の漁場監視員証を携帯

し、かつ漁場監視員であることを表示する腕章をつける

ものとする。

（違反者に対する措置）

第１１条 組合は、遊漁者がこの規則に違反したときは、直

ちにその者の遊漁を拒絶することができる。この場合、

遊漁者がすでに納付した遊漁料の払い戻しはしないもの

とする。

１０ 面河川漁業協同組合内共第１５号第５種共同漁業権遊漁規

則

� 漁業権者名称及び住所

面河川漁業協同組合

上浮穴郡美川村上黒岩２９１２番地

� 漁業権の番号

内共第１５号

� 遊漁規則の施行日

平成１６年４月１日

� 遊漁規則の全文（様式は省略）

（目的）

第１条 この規則は、面河川漁業協同組合が免許を受けた

内共第１５号第５種共同漁業権に係る漁場（以下「漁場」

という。）の区域内において、組合員以外の者のする当

該漁業権の対象となっている水産動物（あゆ、こい、う

なぎ、いだ及びあまご）の採捕（以下「遊漁」という。

）についての制限事項を定めるものとする。

（遊漁料の納付義務等）

第２条 漁場区域内で、手釣、竿釣、たも網、友釣、なげ

網、と網、やす及びかごの漁具漁法によつて遊漁をしよ

うとする者は、あらかじめ第７条第１項の遊漁料を納付

しなければならない。

２ 漁場区域内で、前項に掲げる漁具漁法以外の漁具漁法

によつて遊漁をしようとする者は、あらかじめ遊漁対象

水産動物、漁具漁法、遊漁期間等遊漁の内容を記載した

遊漁承認申請書（別記様式第１号）を提出して組合の承

認をうけなければならない。

３ 組合は、前項の申請があった場合には、当該遊漁者の

承認により当該水産動物の採捕に著しい支障があると認

るときを除き、当該申請を認めるものとする。

４ 第２項の承認を受けた者は、直ちに第７条第２項の特

別遊漁料を納付しなければならない。

（漁具漁法の制限及び禁止）

第３条 発射装置を有するやすを使用して遊漁をしてはな

らない。

２ 次の左欄に掲げる漁具漁法による遊漁は、それぞれ右

欄に掲げる規模の範囲内でなければならない。

漁具漁法 規 模 規 格

大型狩刺網
高さ３メートル以内 長さ５０メートル以内
網目１８ミリメートル以上 １人３統以内

小型狩刺網
高さ１．２メートル以内 長さ３０メートル以内
網目１８ミリメートル以上 １人５統以内

なげ網、と網
なげ網長さ２０メートル以内
網目１８ミリメートル以上 １人１統以内

たも網 口径１メートル以内
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（遊漁期間）

第４条 友釣、手釣、竿釣、たも網及びかご以外の漁具漁

法で行う遊漁は、８月３日から１１月３０日までの期間内で

なければならない。

（遊漁禁止区域）

第５条 次に掲げる区域内においては、遊漁をしてはなら

ない。

� 四国電力えん堤魚道及び砂防えん堤魚道

� やなの設置場所（やな口）から上流１００メートルま

で

� 面河ダムサイドから上流２００メートルまで

� 久万町下直瀬大橋下流端から川崎えん堤上流端まで

（全長制限）

第６条 全長２０センチメートル以下のこいを採捕してはな

らない。

（遊漁料の額及び納付の方法）

第７条 第２条第１項に掲げる漁具漁法を使用して遊漁す

る場合で、面河川漁業協同組合事務所、久万、美川、面

河及び柳谷の各町村役場事務担当者、並びに組合の委託

した取扱所に納付する遊漁料は次の通りとする。

漁 具 漁 法 期間 遊漁料

手釣、竿釣、たも網 １年 ４，０００円

友釣（竿釣、たも網、手釣を含む） １年 １０，０００円

と網、なげ網 １年 １０，０００円

やす、たも網 １年 ６，０００円

うなぎかご、たも網 １年 ６，０００円

いだかご、たも網 １年 １０，０００円

２ 第２条第２項の規定により承認をうけた場合の特別遊

漁料は次の表の通りとする。

漁 具 漁 法 期間 特別遊漁料

組合の設定した特別区域の手釣・竿釣 １年 １０，０００円

うえ １年 １０，０００円

小型狩刺網 １年 １０，０００円

大型狩刺網（小型を含む） １年 ４５，０００円

３ 漁場における遊漁料納付の場合は、現場発行料２，０００

円を徴収する。

４ 次表の左欄に掲げるものの遊漁料は、前３項の規定に

かかわらずそれぞれ当該右欄に掲げるものとする。

対 象 遊漁料

未就学の幼児 無料

小・中学生 手釣、竿釣について無料

小・中学生
手釣、竿釣以外の漁具漁法については
第１、２項に規定する額の２分の１

高校生 第１、２項に規定する額の２分の１

７０才以上の高齢者 手釣、竿釣について無料

（遊漁承認証に関する事項）

第８条 組合は、第２条第１項の遊漁料の納付を受けたと

き、又は同条第２項の承認を行ったときは、別記様式第

２号の遊漁承認証（以下「遊漁承認証」という。）を交

付するものとする。

２ 遊漁者は、遊漁をするときは遊漁承認証を携帯しなけ

ればならない。

３ 遊漁承認証を他人に貸与してはならない。

４ 遊漁者は、漁場監視員の要求があったときは、遊漁承

認証を提示しなければならない。

（遊漁に際し守るべき事項）

第９条 遊漁者相互に適当なる距離を保ち、他の者の迷惑

となる行為をしてはならない。

（漁場監視員）

第１０条 漁場監視員は、規則の励行に関して必要なる指示

を行うことがある。

２ 漁場監視員は、別記様式第３号の漁場監視員証を携帯

し、且つ漁場監視員であることを表示する腕章をつける

ものとする。

（違反者に対する措置）

第１１条 組合は、遊漁者がこの規則に達反したときは、直

ちにその者に遊漁の停止を命じ、又は以後その者の遊漁

を拒絶することがある。この場合は、遊漁者がすでに納

付した遊漁料の払い戻しはしないものとする。

１１ 肱川漁業協同組合内共第１８号第５種共同漁業権遊漁規則

� 漁業権者名称及び住所

肱川漁業協同組合

大洲市柚木１０３４番地３

� 漁業権の番号

内共第１８号

� 遊漁規則の施行日

平成１６年４月１日

� 遊漁規則の全文（様式は省略）

（目的）

第１条 この規則は、肱川漁業協同組合（以下「組合」と

いう。）が免許を受けた内共第１８号第５種共同漁業権に

係る漁場（以下「漁場」という。）の区域内において、

組合員以外の者の行う当該漁業権の対象となっている水

産動物（あゆ、こい、うなぎ、あまご及びもくずがに。

以下「水産動物」という。）の採捕（以下「遊漁」とい

う。）についての制限事項を定めることを目的とする。

（遊漁の承認及び遊漁料の納付義務等）

第２条 漁場の区域内において手釣、竿釣、友釣、たも網

、すくい網、じんどう、なげ網及びかにかごの漁具漁法

によって遊漁しようとする者は、あらかじめ、第７条第

１項に掲げる遊漁料を組合に納付しなければならない。

２ 漁場の区域内において前項に掲げる漁具漁法以外の漁

具漁法によって遊漁しようとする者は、あらかじめ、遊

漁対象水産動物、漁具漁法、遊漁区域、遊漁期間等遊漁

の内容を記載した遊漁承認申請書（様式第１号）を組合

に提出し、その承認を受けなければならない。

３ 組合は、前項の規定により申請があった場合には、当

該申請を承認することにより水産動物の採捕に著しい支

障を生じるおそれがあると認めるときを除き、当該申請

を承認するものとする。

４ 第２項の規定により承認を受けた者は、直ちに第７条

第２項に掲げる特別遊漁料を組合に納付しなければなら

ない。
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（漁具、漁法の制限及び禁止）

第３条 瀬張り及び狩刺し網の漁具漁法によりあゆを採捕

してはならない。

２ てっぽうやすを使用し、又は潜水してやすを使用し、

遊漁してはならない。

３ ２個以上のじんどうを連結し、うなぎを採捕してはな

らない。

４ 瀬張り設置場所から上流１００メートルの間においては

、網又は灯火を使用して、遊漁してはならない。

５ 潜水器を使用し、遊漁してはならない。

６ なげ網使用は、１人１ヮとし、長さは２０メートル以下

でなければならない。

７ 舟を使用して投網、なげ網による遊漁をしてはならな

い。

８ かにかごは、１人５統までとする。

（灯火の制限）

第４条 ６月１日から７月３１日までの間は、灯火を使用し

て遊漁してはならない。

２ ８月１日から１２月３１日までの間は、あゆを採捕する目

的で使用できる灯火は、電池は３本、球は３．８アンペア

以下の灯火とする。

３ 水中での灯火の使用を禁止する。

（従事者の制限）

第５条 投網による遊漁の従事者は、認めない。

（遊漁禁止区域）

第６条 次に掲げる区域内においては、遊漁してはならな

い。

� 肱川町鹿野川ダム下端から下流１５０メートルまで

� 喜多郡五十崎町龍宮堰上流２００メートル地点から上

流２８０メートルの間

� 喜多郡内子町うずしり堰上流２７０メートルの間及び

同堰上流端から下流９０メートルの間

� 伊予郡中山町大字中山幕の内堰上流端から上流４００

メートルの間

� 上浮穴郡小田町大字町村地区明治橋上流端から下流

１２２メートルの堰堤までの間

� 峠橋下流５００メートル地点より下流３００メートルの

間（通称たてのしろ）。但し、１０月１日から１１月３０日

まで、あゆの採捕を禁止する。

� 矢落川（大洲市新谷）新大橋下流１０メートル地点よ

り上流４００メートルの間

� 喜多郡五十崎町龍宮堰から上流５０メートル、下流５０

メートルの間。但し、６月１日から６月３０日まで

２ 次に掲げる区域は、釣り専用区とする。

河辺川（喜多郡河辺村）「ふるさとの宿」付近５００メー

トル

（遊漁料の額及び納付の方法）

第７条 第２条第１項に掲げる漁具漁法により遊漁する場

合の遊漁料は、次の表のとおりとする。ただし、中学生

以下の者の遊漁料は、手釣及び竿釣については、無料と

する。

漁 具・漁 法 期間 遊 漁 料

（１） 手釣、竿釣、たも網及 １日 １，０００円

びすくい網 １年 ２，５００円

（２） 友釣、じんどう、なげ

網及び（１）の漁法

１日 １，５００円

１年 ４，０００円

（３） かにかご、かご類 １年 ５，０００円

２ 第２条第２項の規定により承認を受けた場合の特別遊

漁料は、次の表のとおりとする。

遊 漁 の 内 容 期間 特別遊漁料

投 網

（前項の表（２）の項の漁具漁

法を含む。）

１日 ３，０００円

１年 ８，０００円

３ 第１項に規定する遊漁料及び前項に規定する特別遊漁

料は、組合の事務所に納付するものとする。

（遊漁承認証に関する事項）

第８条 組合は、第２条第１項の規定により遊漁料の納付

を受けたとき、又は、同条第２項の規定により承認を行

ったときは、遊漁承認証（様式第２号）を交付するもの

とする。

２ 第２条第１項及び第２項の規定により遊漁しようとす

る者（以下「遊漁者」という。）は、遊漁しようとする

ときは、遊漁承認証を携帯しなければならない。

３ 遊漁承認証は、他人に貸与してはならない。

４ 遊漁者は、第９条第１項に規定する漁場監視員の要求

があったときは、遊漁承認証を提示しなければならない

。

（漁場監視員）

第９条 組合は、遊漁者の行う遊漁を監視するため、漁場

監視員を置く。

２ 漁場監視員は、遊漁者の行う遊漁に関して必要な指示

をすることができる。

３ 漁場監視員は、漁場監視員証（様式第３号）を携帯し

、かつ漁場監視員であることを表示する腕章を付けなけ

ればならない。

（違反者に対する措置）

第１０条 組合は、遊漁者がこの規則に違反したとき、直ち

にその者に遊漁の中止を命じ、又は以後その者の遊漁を

禁止することができる。この場合、遊漁者が既に納付し

た遊漁料は、返納しないものとする。

１２ 肱川上流漁業協同組合内共第１９号第５種共同漁業権遊漁

規則

� 漁業権者名称及び住所

肱川上流漁業協同組合

西予市野村町野村１２番地６１７号

� 漁業権の番号

内共第１９号

� 遊漁規則の施行日

平成１６年４月１日

� 遊漁規則の全文（様式は省略）

（目的）

第１条 この規則は、肱川上流漁業協同組合が免許を受け

た内共第１９号第５種共同漁業権に係る漁場（以下「漁場

」という。）の区域において、組合員以外の者のする当
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該漁業権の対象となっている水産動物（あゆ、こい、う

なぎ及びふなをいう。以下同じ。）の採捕（以下「遊漁

」という。）についての制限に関し、必要な事項を定め

るものとする。

（遊漁の承認及び遊漁料の納付義務）

第２条 漁場の区域内において遊漁しようとする者は、予

め、組合に申請してその承認を受けなければならない。

２ 前項の規定による申請は、手釣り、竿釣り、友掛け、

穴釣り、たも網、はえなわ、栓（じんど）及び投網（投

げ網を含む。）による遊漁については口頭で、その他の

場合には遊漁対象水産動物、漁具・漁法、漁業区域、遊

漁期間を記載した遊漁承認申請書を提出して、しなけれ

ばならない。

３ 組合は、第１項の規定による申請があったときは、手

釣り、竿釣り、友掛け、穴釣り、たも網、はえなわ、栓

（じんど）又は投網（投げ網を含む。）による遊漁の場

合には、第１１条に規定する場合を除き、その他の場合に

は、当該遊漁の承認により、当該水産動物の保護培養若

しくは組合員若しくは他の遊漁者（第１項の承認を受け

た者をいう。以下同じ。）の行う水産動物の採捕に著し

い支障があると認められる場合又は第１１条に規定する場

合を除き、第１項の承認をするものとする。

４ 第１項の承認を受けた者は、直ちに、第７条の遊漁料

を組合に納付しなければならない。

（漁具・漁法の禁止及び制限）

第３条 次の漁具・漁法により遊漁をしてはならない。

� 瀬張り、やな又は刺し網の漁具・漁法

� やす及び空針掛け（水中のしゃくり掛けを含む。）

の漁具・漁法

� 瀬張りの設置場所から上流５０メートルの区域内にお

いて、漁具を使用する漁法又は夜間に灯火を使用する

方法

� 水中に電流を通じてする漁法

� 第４条に規定する期間内においても、６月１日から

８月３１日までの期間に夜間に灯火を使用する方法

� 農薬又は毒物等を使用する方法

� 栓（じんど）を使用する漁法において、遊漁者１人

が栓の総本数３０本を越えること

� 網漁具を使用してへらぶなを捕獲する漁法

	 夜間に船舶を使用して野村ダム湖面において水産動

物を採捕すること

（遊漁期間）

第４条 次の表の左欄に掲げる魚種を対象とする遊漁は、

それぞれ右欄に掲げる期間内でなければならない。ただ

し、第１条に掲げる肱川上流漁業協同組合（以下「組合

」という。）が、水産動植物の繁殖保護、漁業調整上必

要と認める場合は、遊漁の期間を制限することができる

。

魚 種 期 間

あゆ ６月１日から１２月３１日まで

こい

うなぎ

ふな

１月１日から１２月３１日まで（ただし、へら

ぶなについては遊漁日の日没から日の出ま

での間を除く。）

あまご ２月１日から９月３０日まで

（禁止区域等）

第５条 第４条に規定する期間内であっても、次の区域内

、期間及び漁法による遊漁をしてはならない。

� 愛媛県内水面漁業調整規則で定めた禁漁区域

� 組合が設置する保護区域内で、禁止する期間、漁法

及び保護をする魚種を定めた場合のその範囲内での漁

業

� 鹿野川ダム堰堤から上流１５０メートルの区域内

� 野村ダム堰堤から上流５００メートル及び下流１００メ

ートルの区域内

（体長制限）

第６条 次の表の左欄に掲げる魚種については、それぞれ

右欄に掲げる体長以下のものを採捕してはならない。

魚 種 大 き さ

こい １個体の体長が２０センチメートル以下

うなぎ １個体の体長が２５センチメートル以下

あまご １個体の体長が１５センチメートル以下

ふな １個体の体長が１０センチメートル以下

（遊漁料の額）

第７条 遊漁料の額は次のとおりとする。ただし、この規

定にかかわらず、中学生以下の者の遊漁については、３

級及び４級を無料とする。

（単位：円）

級別 漁 具 ・ 漁 法 遊 漁 料

２級 投網（投げ網を含む）、栓（
じんど）及び３級以下の漁具
による漁法

１日 ２，０００
１年 ８，０００

３級 友掛け、たも網、はえなわ及
び４級の漁法

１日 １，０００
１年 ４，０００

４級 釣り（手釣り、竿釣り、穴釣
り等）

１日 ５００
１年 ２，０００

（遊漁承認に関する事項）

第８条 組合は、第２条第１項の承認をしたときは、様式

第１号による遊漁承認証（以下「遊漁証」という。）を

遊漁者に交付するものとする。

２ 遊漁証は他人に貸与してはならない。

（遊漁に際し守るべき事項）

第９条 遊漁者は、遊漁する場合に遊漁証を携帯し、漁場

監視員の要求があったときは、これを提示しなければな

らない。

２ 遊漁者は、遊漁に際し監視員の指示あるときは、これ

に従わなくてはならない。

３ 遊漁者は、遊漁に際し相互に適当な距離を保ち、他の

者の迷惑となる行為をしてはならない。

（漁場監視員）

第１０条 漁場監視員は、この規則の励行に関し必要な指示

を行うことがある。

２ 漁場監視員は、様式第２号による漁場監視員証を携帯

し、かつ、漁場監視員であることを表示する腕章等をつ

けるものとする。
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（違反者に対する措置）

第１１条 組合は、遊漁者がこの規則に違反したときは、直

ちにその者に遊漁の中止を命じ又は以後その者の遊漁を

拒絶することがある。この場合、遊漁者が既に納付した

遊漁料の払い戻しはしないものとする。

１３ 来村川漁業協同組合内共第２０号第５種共同漁業権遊漁規

則

� 漁業権者名称及び住所

来村川漁業協同組合

宇和島市本川内甲３７２番地３

� 漁業権の番号

内共第２０号

� 遊漁規則の施行日

平成１６年４月１日

� 遊漁規則の全文（様式は省略）

（目的）

第１条 この規則は、来村川漁業協同組合が免許を受けた

内共第２０号第５種共同漁業権に係る漁場（以下「漁場」

という。）の区域において組合員以外の者のする当該漁

業権の対象となっている水産動物（あまご、うなぎ及び

こいをいう。以下同じ。）の採捕（以下「遊漁」という

。）についての制限に関し、必要な事項を定めるものと

する。

（遊漁の制限及び遊漁料の納付義務）

第２条 漁場の区域内において遊漁をしようとする者は、

予め、組合に申請してその承認を受けなければならない

。

２ 組合は、第１項の規定による申請があったときは、第

９条に規定する場合を除き、第１項の承認をするものと

する。

３ 第１項の承認を受けた者は、直ちに、第５条の遊漁料

を組合に納付しなければならない。

（遊漁期間）

第３条 あまごの遊漁期間は、２月１日から９月３０日まで

とする。

（全長制限）

第４条 次の表の左欄に掲げる魚種については、それぞれ

右欄に掲げる全長以下のものを採捕してはならない。

魚 種 大 き さ

こ い １個体の体長が３０センチメートル以下

うなぎ １個体の体長が４０センチメートル以下

あまご １個体の体長が１５センチメートル以下

（遊漁料の額及び納付方法）

第５条 遊漁料の額は次のとおりとする。ただし、遊漁者

が未就学の幼児のときは無料、小中学校生徒又は身体障

害者のときは２分の１に相当する額とする。

魚種 漁具・漁法 遊 漁 料

あまご 竿釣 １日 ５００円・１年３，０００円

うなぎ
手釣、竿釣 １日 ５００円・１年３，０００円

石ぐろ、地獄、かご １年３，０００円

こい 手釣、竿釣 １日 ５００円・１年３，０００円

２ ただし、２魚種にわたるときは１年５，０００円とする。

３ 遊漁料の納付は組合の事務担当者の家でしなければな

らない。

（遊漁承認証に関する事項）

第６条 組合は、第２条第１項の承認をしたときは、別記

様式第１号による遊漁承認証（以下「遊漁承認証」とい

う。）を遊漁者に交付するものとする。

２ 遊漁承認証は、他人に貸与してはならない。

（遊漁に際し守るべき事項）

第７条 遊漁者は、遊漁をする場合には、遊漁承認証を携

帯し、漁場監視員の要求があったときは、これを提示し

なければならない。

２ 遊漁者は、遊漁に際しては、漁場監視員の指示に従わ

なければならない。

３ 遊漁者は、遊漁に際しては、相互に適当な距離を保ち

、他の者の迷惑となる行為をしてはならない。

（漁場監視員）

第８条 漁場監視員は、この規則の励行に関して必要な指

示を行うことがある。

２ 漁場監視員は、別記様式第２号による漁場監視員証を

携帯し、かつ、漁場監視員であることを表示する腕章を

つけるものとする。

（違反者に対する措置）

第９条 組合は、遊漁者がこの規則に違反したときは、直

ちにその者に遊漁の中止を命じ、又は以後のその者の遊

漁を拒絶することがある。この場合、遊漁者が既に納付

した遊漁料の払い戻しはしないものとする。

１４ 広見川漁業協同組合内共第２１号第５種共同漁業権遊漁規

則

� 漁業権者名称及び住所

広見川漁業協同組合

北宇和郡広見町大字清水１２５７番地

� 漁業権の番号

内共第２１号

� 遊漁規則の施行日

平成１６年４月１日

� 遊漁規則の全文（様式は省略）

（目的）

第１条 この規則は、広見川漁業協同組合が免許を受けた

内共第２１号第５種共同漁業権に係る漁場（以下単に「漁

場」という。）の区域において、組合員以外の者のする

当該漁業権の対象となっている水産動物（あゆ、こい、

うなぎ、あまご及びもくずがにをいう。以下同じ。）の

採捕（以下「遊漁」という。）についての制限に関し必

要な事項を定めるものとする。

（遊漁の制限及び遊漁料の納付義務）

第２条 漁場の区域内において遊漁しようとする者は、予

め組合に申請してその承認を受けなければならない。

２ 前項の規定による申請は、徒手、手釣、竿釣、たも網

、投網、なげ網、はさみ、やす、びん、せん、じんど及

びうえによる遊漁の場合には口頭で、その他の場合には

遊漁対象水産動物、漁具、漁法、遊漁区域及び遊漁期間

を記載した遊漁承認申請書を提出しなければならない。
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３ 組合は、第１項の規定による申請があったときは、徒

手、手釣、竿釣、たも網、投網、なげ網、はさみ、やす

、びん、せん、じんど及びうえによる遊漁の場合には第

１１条に規定する場合を除き、その他の場合には当該遊漁

の承認により当該水産動植物の保護培養若しくは組合員

若しくは他の遊漁者（第１項の承認を受けた者をいう。

以下同じ。）の行う水産動物の採捕に著しい支障がある

と認められる場合又は第１１条に規定する場合を除き、第

１項の承認をするものとする。

４ 第１項の承認を受けた者は、直ちに、第７条第１項の

遊漁料を同条第２項の方法により組合に納付しなければ

ならない。

（漁具・漁法の制限）

第３条 次の表の左欄に掲げる漁具、漁法による遊漁は、

それぞれ右欄に掲げる規模の範囲内でなければならない

。

漁具・漁法 規 模

狩刺網 １人につき網４統以内で勢子は１名以
内とする。
網目２．２センチメートル以上

鯉網 １人につき網４統以内で勢子は網１統
につき１名以内とする。

せん 合計して４０本以内とする。

うえ・じんど 合計して２０個以内とする。ただしころ
ばし、うえは３個以内とする。

２ 次に掲げる漁具・漁法による遊漁をしてはならない。

� 夜間水中に潜水して点灯しての遊漁

� 水中に潜水してやす（もり）、はさみの遊漁

� あゆの空掛け釣り

� 瀬干漁法（瀬替漁法）

� 酸素ボンベを使用しての遊漁

� やす（もり）を使用に際して発射装置を付けてはな

らない。

� 水中に電流を通じてする遊漁

� 毒物等により魚類を採捕してはならない。

	 ころばし、うえの堰は両方の堰の和が５メートル以

内とする。ただし堰は転石によるものとする。

（遊漁期間）

第４条 次の表のア欄に掲げる漁具・漁法により、イ欄に

掲げる魚種を対象とする遊漁は、ウ欄に掲げる期間内で

なければならない。

ア、漁具・漁法 イ、魚 種 ウ、期 間

狩刺網 あゆ ８月１日から１２月３１日まで

なげ網・投網 あゆ ８月１日から１２月３１日まで

こい １月１日から１２月３１日まで

あまご ８月１日から９月３０日まで

うえ・じんど もくずがに ８月１日から１２月３１日まで

やな あまご、も
くずがに、
あゆ、こい
、うなぎ

９月１日から１２月２０日まで
（あまごについては９月１
日から９月３０日まで）

（禁止区域）

第５条 前条の規定による期間内であっても、次の表の左

欄に掲げる区域においては、右欄に掲げる期間中は遊漁

をしてはならない。ただし、徒手、手釣、竿釣、たも網

、やす、せん、びん、じんど以外の漁具、漁法を除く。

区 域 期 間

やな堰落し口より上流３００メートルの間 ９月１日から１２月２０日までの間

（全長制限）

第６条 次の表の左欄に掲げる魚種については、それぞれ

右欄に掲げる全長以下のものを採捕してはならない。

魚 種 全 長

こい 全長２０センチメートル以下

うなぎ 全長２５センチメートル以下

あまご 全長１５センチメートル以下

もくずがに 甲らの長さ３センチメートル以下

（遊漁料の額及び納付の方法）

第７条 遊漁料の額は、次表のとおりとする。

種 別 漁 具・漁 法 期間 遊漁料

第１種 徒手、手釣、竿釣、た

も網

１日 ５００円

１年 １，５００円

第２種 徒手、手釣、竿釣、た

も網、やす及びびん

１日 ８００円

１年 ２，０００円

第３種 徒手、手釣、竿釣、たも網、
なげ網、やす、投網、びん、
はさみ、せん１０本以内及びこ
ろばし、うえ、かにかご、じ
んどを含む５個以内

１日 １，０００円

１年 ３，０００円

特 種 せん３０本以内 １年 ５，０００円

ころばし、うえ、かにかご、

じんどを含む１５個以内

８月１日から

１２月３１日まで

５，０００円

狩刺網 ８月１日から

１２月３１日まで

１５，０００円

鯉網 １年 １０，０００円

うえ、やな ９月１日から

１２月２０日まで

３０，０００円

老人・学生 （第７条第３項のとおり）

２ 遊漁料の納付は、組合又は各地区の支部長に納付する

ものとする。

３ 遊漁者が中学生以下及び満７０歳以上の者は、第１項の

第１種の場合に限り無料とする。ただし、その者が第１

項の第２種及び第３種の遊漁を行う場合は遊漁料１，０００

円を納めなければならない。また特種の遊漁を行う場合

には、その遊漁料を納めなければならない。

（遊漁承認証に関する事項）

第８条 組合は、第２条第１項の承認をしたときは、別記

様式第１号による遊漁承認証（以下「遊漁承認証」とい

う。）を遊漁者に交付するものとする。

２ 遊漁承認証は、他人に貸与してはならない。

（遊漁に際し守るべき事項）

第９条 遊漁者は、遊漁する場合には、遊漁承認証を携帯
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し、漁場監視員の要求があったときは、これを提示しな

ければならない。

２ 遊漁者は、遊漁に際しては、漁場監視員の指示に従わ

なければならない。

３ 遊漁者は、遊漁に際しては、相互に適当な距離を保ち

、他の遊漁者の迷惑となる行為をしてはならない。

４ やなの施設は、１２月３１日までに撤去しなければならな

い。

５ 農業利水の井堰及び給水管の設置してある場所の川底

を攪はんしてはならない。

（漁場監視員）

第１０条 漁場監視員は、この規則の励行に関して必要な指

示を行うことができる。

２ 漁場監視員は、別記様式第２号による漁場監視員証を

携帯し、かつ、漁場監視員であることを表示する腕章を

つけるものとする。

（違反者に対する措置）

第１１条 組合は、遊漁者がこの規則に違反したときは、直

ちにその者に遊漁の中止を命じ、又は以後のその者の遊

漁を拒絶することがある。この場合、遊漁者が既に納付

した遊漁料の払い戻しはしないものとする。

１５ 岩松川漁業協同組合内共第２３号第５種共同漁業権遊漁規

則

� 漁業権者名称及び住所

岩松川漁業協同組合

北宇和郡津島町岩松甲７５８

� 漁業権の番号

内共第２３号

� 遊漁規則の施行日

平成１６年４月１日

� 遊漁規則の全文（様式は省略）

（目的）

第１条 この規則は、岩松川漁業協同組合が免許を受けた

内共第２３号第５種共同漁業権に係る漁場（以下単に「漁

場」という。）の区域において、組合員以外の者のする

当該漁業権の対象となっている水産動物（あゆ、うなぎ

及びもくずがにをいう。以下同じ。）の採捕（以下「遊

漁」という。）についての制限に必要な事項を定めるも

のとする。

（遊漁の承認及び遊漁料の納付義務）

第２条 漁場の区域内において遊漁しようとする者は、予

め、組合に申請してその承認をうけなければならない。

２ 前項の規定による申請は、手釣り、竿釣り、たも網、

せん、石ぐろ、投網及びなげ網の場合は口頭で、その他

の場合には遊漁対象水産動物、漁具、漁法、遊漁区域、

遊漁期間を記載した遊漁承認申請書を提出して、しなけ

ればならない。

３ 組合は、第１項の規定による申請があったときは、手

釣り、竿釣り、たも網、せん、石ぐろ、投網及びなげ網

による遊漁の場合には、第１１条に規定する場合を除き、

その他の場合には、当該遊漁の承認により、当該水産動

物の保護培養若しくは他の遊漁者（第１項の承認を受け

た者をいう。以下同じ。）の行う水産動植物の採捕に著

しい支障があると認められる場合又は第１１条に規定する

場合を除き、第１項の承認をするものとする。

４ 第１項の承認を受けた者は、直ちに、第７条第１項の

遊漁料を同条第２項の方法により組合に納付しなければ

ならない。

（漁具・漁法の禁止及び制限）

第３条 狩刺網は、空掛け、やす及び火ぶりの漁具・漁法

により遊漁してはならない。

２ 投網及びなげ網の網目は１．５センチメートル以上、従

事者は網１統につき２人以内でなければならない。

（遊漁期間）

第４条 次の表の左欄に掲げる魚種を対象とする遊漁は、

それぞれ右欄に掲げる期間内でなければならない。

魚 種 期 間

あゆ ６月１日から１０月１５日まで、

１１月１日から１１月３０日まで

うなぎ １月１日から１２月３１日まで

もくずがに ８月１日から１２月３１日まで

（禁止区域）

第５条 次に掲げる区域内においては、遊漁をしてはなら

ない。

� 拝高イデ上流端から上流稲中イデ下流端までの間

� 山財湯香橋上流端から上流柳川橋下流端までの間

� 畑地川（保場川）坂の内イデから上流４００メートルの

間

（体長制限）

第６条 次の表の左欄に掲げる魚種については、それぞれ

右欄に掲げる体長以下のものを採捕してはならない。

魚 種 大 き さ

あゆ １個体の体長が８センチメートル以下

うなぎ １個体の体長が２５センチメートル以下

もくずがに
１個体の体長が５センチメートル以下
（甲羅の長さ）

（遊漁料の額及び納付方法）

第７条 遊漁料の額は次のとおりとする。ただし、第１号

の場合において、遊漁者が中学生以下のときは無料（手

釣、竿釣及びたも網に限る。）、肢体不自由者のときは

同号に掲げる額の２分の１に相当する額とし、その他の

者は、次の表のとおりとする。

魚 種 漁 具・漁 法 期間 遊漁料

あゆ 手釣、竿釣、友釣、た

も網

１日 １，０００円

１年 ３，０００円

投網、投げ網 １日 ５，０００円

１年 ７，０００円

うなぎ せん（１０個）、石ぐろ（３個） １年 ５，０００円

もくずがに せん（籠）３個 １年 ３，０００円

２ 投網及びなげ網を使用するときの従事者１人につき３

００円を納入すること。

３ 遊漁料の納付は、組合の事務所及び各地区の組合役員

の自宅においてしなければならない。
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（遊漁承認証に関する事項）

第８条 組合は、第２条第１項の承認をしたときは、別記

様式第１号による遊漁承認証（以下「遊漁証」という。

）を遊漁者に交付するものとする。

２ 遊漁証は、他人に貸与してはならない。

（遊漁に際し守るべき事項）

第９条 遊漁者は、遊漁をする場合には、遊漁証を携帯し

、漁場監視員の要求があったときは、これを提示しなけ

ればならない。

２ 遊漁者は、遊漁に際し漁場監視員の指示があるときは

、これに従わなければならない。

３ 遊漁者は、遊漁に際し相互に適当な距離を保ち、他の

者の迷惑となる行為をしてはならない。

（漁場監視員）

第１０条 漁場監視員は、この規則の励行に関して必要な指

示を行うことがある。

２ 漁場監視員は、別記様式第２号による漁場監視員証を

携帯し、かつ、漁場監視員であることを表示する腕章を

つけるものとする。

（違反者に対する措置）

第１１条 組合は、遊漁者がこの規則に違反したときは、直

ちにその者に遊漁の中止を命じ又は以後その者の遊漁を

拒絶することがある。この場合、遊漁者が既に納付した

遊漁料の払い戻しはしないものとする。

�������
�愛媛県告示第７１９号
指定金融機関等の名称、位置、取り扱う事務の範囲等（昭

和４８年９月愛媛県告示第８２２号）の一部を次のように改正す

る。

平成１６年４月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

三の項�の表�の項位置の欄中「川之江市川之江町１７０６番
地の１」を「四国中央市川之江町１７０６番地の１」に改め、三

の項�１の表位置の欄中「川之江市川之江町１７０６番地の１」
を「四国中央市川之江町１７０６番地の１」に、「川之江市川之

江町４０６２番地第４」を「四国中央市川之江町４０６２番地第４」

に改める。

�愛媛県告示第７１８号
漁港漁場整備法（昭和２５年法律第１３７号）第６条第５項の規定に基づき、漁港の指定の内容を次のように変更する。

平成１６年４月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

名 称 種 類 所 在 地
区 域

水 域 陸 域

狩浜 第２種漁港 （変更後）
西予市

（変更後）
西予市明浜町狩浜１番耕地２１５番地の
東南方の階段西南端を中心とする半径
７００メートルの円内の海面

水域円弧の南側水際点から２５７度４０３
メートルの地点（イ点）に引いた線、
イ点から３２０度２６８メートルの地点（
ロ点）に引いた線、ロ点から１０度３０分
４６５メートルの地点（ハ点）に引いた
線、ハ点から６９度３０分３６０メートルの
地点（ニ点）に引いた線、ニ点から５６
度３０分６１９メートルの地点（ホ点）に
引いた線、ホ点から水域円弧の北側水
際点に引いた線及び水際線により囲ま
れた地域

（変更前）
東宇和郡明浜町

（変更前）
東宇和郡明浜町大字狩浜字網代１番耕
地２１５番地製氷所の東南方の階段南端
を中心とする半径７００メートルの円内
の海面

三瓶 第２種漁港 （変更後）
西予市

（変更後）
西予市三瓶町安土字栄浜５３４番の１地
先に設置された標柱（イ点）から２９５
度５０７メートルの地点（ロ点）に引い
た線（イ線）、同市三瓶町有網代字立
石１９３番の３地先に設置された標柱（
ハ点）から２９４度３２５メートルの地点
（ニ点）に引いた線（ロ線）、ロ点か
らニ点に引いた線及び陸岸により囲ま
れた海面

水域の欄に規定するイ線、同欄に規定
するロ線、同欄に規定するイ点から１
３５度１５６メートルの地点（ホ点）に引
いた線、ホ点から２１５度３０分１２１メー
トルの地点（ヘ点）に引いた線、ヘ点
から２９８度３０分１７１メートルの地点（
ト点）に引いた線、ト点から３３３度３０
分１４０メートルの地点（チ点）に引い
た線、チ点から２３５度２９２メートルの
地点（リ点）に引いた線、リ点から２
１２度４８２メートルの地点（ヌ点）に引
いた線、ヌ点から２０３度１６１メートル
の地点（ル点）に引いた線、同欄に規
定するハ点からル点に引いた線及び水
際線により囲まれた地域

（変更前）
西宇和郡三瓶町

（変更前）
三瓶町大字安土字栄浜５３４番の１地先
に設置された標柱（イ点）から２９５度
５０７メートルの地点（ロ点）に引いた
線（イ線）、同町大字有網代字立石１
９３番の３地先に設置された標柱（ハ点
）から２９４度３２５メートルの地点（ニ
点）に引いた線（ロ線）、ロ点からニ
点に引いた線及び陸岸により囲まれた
海面

��������������
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訓 令

�愛媛県訓令第１号
庁 中 一 般

各 地 方 機 関

地方労働委員会事務局

愛媛県職員被服等貸与規程の一部を改正する訓令を次のよ

うに定める。

平成１６年４月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県職員被服等貸与規程の一部を改正する訓令

愛媛県職員被服等貸与規程（昭和５４年愛媛県訓令第３７号）

の一部を次のように改正する。

別表第２ １の部�の項中

作業靴 １ 年間 ２年「 」を

作業靴 １ 年間 ２年

チェーンソー

用防護ズボン

１ 年間 ３年 木材伐採

業務に従

事するも

のに限る

。

チェーンソー

用防護腕カバ

ー

１ 年間 ３年

チェーンソー

用防護手袋

１ 年間 ３年

「

に改め、同

」

表７の部中

訓練靴 １ 年間 ２年「 」を

訓練靴 １ 年間 ２年

皮手袋 ２ 年間 １年

「
に改め、同表中４４の部

」

を４５の部とし、３７の部から４３の部までを１ずつ繰り下げ、同

表３６の部中

作業靴 １ 年間 ２年「 」を

作業靴 １ 年間 ２年

チェーンソー

用防護ズボン

１ 年間 ３年 木材伐採

業務に従

事するも

のに限る

。

チェーンソー

用防護腕カバ

ー

１ 年間 ３年

チェーンソー

用防護手袋

１ 年間 ３年

「

に改め、同

」

部を同表３７の部とし、同表３５の部中

安全眼鏡 １ 年間 ２年「 」を

安全眼鏡 １ 年間 ２年

チェーンソー

用防護ズボン

１ 年間 ３年 木材伐採

業務に従

事するも

のに限る

。

チェーンソー

用防護腕カバ

ー

１ 年間 ３年

チェーンソー

用防護手袋

１ 年間 ３年

「

に改め、同

」
部を同表３６の部とし、同表中１４の部から３４の部までを１ずつ

繰り下げ、同表１３の部貸与対象者の欄中「伊予三島看護専門

学校」を「看護専門学校」に改め、同部を同表１４の部とし、

同表中１２の部を１３の部とし、１１の部を１２の部とし、同表１０の

部同欄中「医療技術短期大学」を「医療技術大学及び医療技

術短期大学」に改め、同部を同表１１の部とし、同表中９の部

を１０の部とし、８の部の次に次のように加える。

９ 環境政策課に勤務

する職員

� 土壌汚

染対策関

係業務に

従事する

もの

作業服 １ 年間 ２年 現地調査を

担当するも

のに限る。

防寒服 １ 冬期 ３年

雨がっぱ １ 年間 ２年

ゴム長靴 １ 年間 ２年

� 原子力

安全対策

関係業務

に従事す

るもの

作業服 １ 年間 ２年 現地調査を

担当するも

のに限る。

ヘルメット １ 年間 ３年

附 則

この訓令は、公布の日から施行する。

�������
�愛媛県訓令第２号

庁 中 一 般

各 地 方 機 関

愛媛県文書管理規程の一部を改正する訓令を次のように定

める。

平成１６年４月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県文書管理規程の一部を改正する訓令

愛媛県文書管理規程（平成４年愛媛県訓令第１号）の一部

を次のように改正する。

第２条中第１０号を第１１号とし、第９号を第１０号とし、第８

号を第９号とし、第７号の次に次の１号を加える。

� 電子署名 電子計算機による情報処理の用に供される

電磁的記録に記録することができる情報について行われ

る措置であって、次のいずれにも該当するものをいう。

ア 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るもので

あることを示すためのものであること。

イ 当該情報について改変が行われていないかどうかを

確認することができるものであること。

第３４条の見出しを「（公印の押印及び電子署名）」に改め

、同条中「もの」の下に「及び電子文書」を、「決裁文書」

の下に「（電子決裁による決裁文書を除く。）」を加え、同

条に次の１項を加える。

２ 施行する電子文書には、別に定めるところにより、電子

署名を行わなければならない。ただし、軽易な電子文書に

ついては、この限りでない。

様式第１２号中

０ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９「
」

を

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０「
」

に改める。

附 則

１ この訓令は、公布の日から施行する。

２ 改正後の愛媛県文書管理規程様式第１２号の規定は、この

訓令の施行の日（以下「施行日」という。）以後に完結す

る文書（施行日から平成１６年５月３１日までの間に完結する

文書で平成１５年度の出納に係るもの（以下「平成１５年度出
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納文書」という。）を除く。）をとじ込む指定ファイルに

係るファイル管理総括表について適用し、施行日前に完結

した文書及び平成１５年度出納文書をとじ込む指定ファイル

に係るファイル管理総括表については、なお従前の例によ

る。

公安委員会規則

�愛媛県公安委員会規則第７号
愛媛県道路交通規則の一部を改正する規則を次のように定

める。

平成１６年４月１日

愛媛県公安委員会委員長 宮 本 一 成

愛媛県道路交通規則の一部を改正する規則

愛媛県道路交通規則（昭和４７年愛媛県公安委員会規則第２

号）の一部を次のように改正する。

別表を次のように改める。

別表（第９条の２関係）

番号 路線名 区 間

１ 四国縦貫自動車道 四国中央市金生町下分字白坂（
川之江ジャンクション）から大
洲市東大洲１８１０番地まで

２ 四国縦貫自動車道 四国中央市下川町（徳島県境）
から同市柴生町（川之江東ジャ
ンクション）まで

３ 四国横断自動車道 四国中央市金生町山田井（香川
県境）から同市新宮町馬立（高
知県境）まで

４ 一般国道１９６号（今
治小松自動車道）

今治市長沢字宮之前甲３７２番１
から周桑郡小松町大字妙口字修
理谷乙８番地５地先まで

５ 一般国道３１７号（西
瀬戸自動車道）

越智郡上浦町大字井口７５８２番２
（広島県境）から今治市山路字
木ノ谷７１６番１まで

６ 一般国道１１号 四国中央市川之江町余木３８１番
地から周桑郡小松町妙口字山崎
甲２３３番３まで

７ 一般国道１１号 温泉郡川内町大字南方１５１７番１
から松山市二番町四丁目７番の
２まで

８ 一般国道１１号（川之
江・三島バイパス）

四国中央市妻鳥町字上野３５１番
１から同市中曽根町字溝又１７２４
番１まで

９ 一般国道１１号（西条
バイパス）

西条市飯岡１３３４番１から同市下
島山１３４６番５まで

１０ 一般国道３３号 松山市北土居町５１３番１から同
市小坂五丁目２４番１まで

１１ 一般国道３３号（松山
外環状線）

松山市北土居町４２２番２から同
市北井門町１９０番１まで

１２ 一般国道５６号 南宇和郡一本松町正木７６番から
大洲市北只１５番１まで

１３ 一般国道５６号 大洲市東大洲１７０９番から松山市
二番町四丁目７番の４まで

１４ 一般国道５６号（宇和
島道路）

宇和島市保田字清水甲６１２番か
ら同市高串字屋敷田一番耕地１０
２９番１まで

１５ 一般国道５６号（大洲
道路）

大洲市北只１５番１から同市東大
洲１７０９番まで

１６ 一般国道１９２号 四国中央市川之江町下屋敷２５３
番１から同市川滝町下山（徳島
県境）まで

１７ 一般国道１９６号 松山市大手町一丁目１番６から
周桑郡小松町大字新屋敷字西町
裏甲５２７番６まで

１８ 一般国道１９６号 今治市山路字下平５６６番２から
同市山路字木ノ谷７１６番３まで

１９ 一般国道１９６号（松
山環状線）

松山市空港通二丁目１０９番１か
ら同市中央二丁目２４番６まで

２０ 一般国道１９７号 西予市城川町嘉喜尾４８１１番４地
先から大洲市菅田町菅田字幸田
臺甲３０７１番５地先まで

２１ 一般国道１９７号 西宇和郡保内町宮内２番耕地１
３４番１地先から同郡三崎町三崎
字ハマ２０００番２まで

２２ 一般国道３１７号 今治市小泉三丁目１番１から同
市別宮町一丁目４番１まで

２３ 一般国道３１７号 越智郡吉海町大字名３６１０番から
同郡宮窪町大字宮窪４０９０番まで

２４ 一般国道３１９号 四国中央市中曽根町字生吉１７１２
番３地先から同市三島金子二丁
目字金子２１０１番５まで

２５ 一般国道３７８号 伊予市下吾川字馬塚９５６番１か
ら西宇和郡保内町宮内２番耕地
１３４番１地先まで

２６ 一般国道４３７号 松山市中央二丁目２３番１地先か
ら同市三津一丁目１２番地先まで

２７ 一般国道４４１号 西予市野村町阿下７号３４番１地
先から同市城川町田穂１３６８番地
先まで

２８ 県道新居浜角野線 新居浜市繁本町甲７２０番３から
同市松原町甲４７８７番４まで

２９ 県道壬生川新居浜野
田線

東予市三津屋南３番３３地先から
同市三津屋南３番３７地先まで

３０ 県道壬生川新居浜野
田線

周桑郡小松町大字新屋敷字三ノ
坪甲１１５３番５から西条市下島山
甲１３４５番２まで

３１ 県道壬生川新居浜野
田線

西条市船屋甲２２９番１から新居
浜市磯浦町３６１番１まで

３２ 県道壬生川新居浜野
田線

新居浜市繁本町７２０番３から同
市多喜浜６７番１７３まで

３３ 県道今治港線 今治市片原町一丁目１番１１から
同市別宮町一丁目２番１７まで

３４ 県道松山空港線 松山市南吉田町１６８１番１地先か
ら同市空港通二丁目１８８番１地
先まで

３５ 県道松山港線 松山市高浜町２２３２番２地先から
同市三杉町１番地先まで

３６ 県道松山港線 松山市中央二丁目２３番１地先か
ら同市中央一丁目７番地先まで

３７ 県道伊予松山港線 伊予郡松前町大字筒井１１１５番１
地先から松山市南吉田町１４６６番
１地先まで

３８ 県道伊予松山港線 松山市南吉田町１６８２番４地先か
ら同市三津三丁目２０番地先まで

３９ 県道伊予川内線 伊予市下吾川字馬塚１００４番１か
ら温泉郡川内町大字南方字竹之
鼻１６０４番１地先まで

４０ 県道八幡浜宇和線 西予市宇和町上松葉１９６番１地
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先から同町れんげ９６５番３０地先
まで

４１ 県道野村城川線 西予市城川町田穂１３６８番地先か
ら同町嘉喜尾４８１１番４地先まで

４２ 県道今治波方港線 今治市長沢字堂之前甲５５９番６
から同市常盤町三丁目５番１５ま
で

４３ 県道松山東部環状線 松山市安城寺町７２９番１地先か
ら同市鴨川二丁目１１番地先まで

４４ 県道新居浜別子山線 新居浜市船木４４７５番１から同市
船木４１３２番６まで

４５ 県道壬生川丹原線 東予市三津屋東５５番から同市北
条１６００番１地先まで

４６ 県道壬生川丹原線 東予市北条１６４９番１地先から周
桑郡丹原町大字今井３５２番１地
先まで

４７ 県道広見三間宇和島
線

北宇和郡三間町大字迫目３３１番
から宇和島市伊吹町１４７０番５ま
で

４８ 県道川之江港線 四国中央市川之江町４０５６番１０か
ら同町番外６８３番１６まで

４９ 県道壬生川港小松線 東予市今在家７４３番地先から西
条市氷見甲２２２番５まで

５０ 県道石鎚丹原線 周桑郡小松町大字大頭字山本甲
２９３番４から同郡丹原町大字今
井３５２番１地先まで

５１ 県道東予港三津屋線 東予市北条１２０６番１地先から同
市三津屋東５４番まで

５２ 県道今治停車場線 今治市北宝来町二丁目２番２５か
ら同市別宮町二丁目１番１１まで

５３ 県道湯山北条線 北条市河原字乙田甲４３１番から
同市下難波字御領田甲２３４番１
地先まで

５４ 県道六軒家石手線 松山市中央一丁目５番地先から
同市本町六丁目７番地先まで

５５ 県道久米垣生線 松山市余戸南四丁目１３２８番１地
先から同市西垣生町５６３番１地
先まで

５６ 県道長井方堀江線 松山市堀江町１９２６番地先から同
町１８６７番地先まで

５７ 県道宇和島港線 宇和島市築地町二丁目１０００番１
から同市栄町港三丁目４０００番ま
で

５８ 県道無月宇和島線 宇和島市保手一丁目３番３０地先
から同市明倫町３番１７地先まで

５９ 県道伊予宮野下停車
場務田線

北宇和郡三間町大字迫目３３１番
から同町大字迫目４３番２まで

６０ 県道伊予宮野下停車
場務田線

北宇和郡三間町宮野下４４番１か
ら同町宮野下２１５番１まで

６１ 県道広見吉田線 北宇和郡三間町宮野下４４番１か
ら同町大字元宗１００番２まで

６２ 県道伊延永長線 西予市宇和町れんげ９６５番３０地
先から同町清沢１５４５番地先まで

６３ 県道松山松前伊予線 松山市余戸南四丁目１３２８番１地
先から伊予郡松前町西高柳５３４
番２地先まで

６４ 県道三島川之江港線 四国中央市妻鳥町字庄境３５２番
１０から同町字中足鍋１７７３番２ま
で

６５ 県道新居浜東港線 新居浜市多喜浜５１４番４から同

市松神子二丁目１０２５番１まで

６６ 県道平田北条線 松山市平田町２１４番２から北条
市河原字六反地３７２番２まで

６７ 松山市道大可賀道後
松山港線

松山市若葉町８番１地先から同
市松江町３番３地先まで

６８ 松山市道松山環状線
北部

松山市中央二丁目７７番１地先か
ら同市東長戸四丁目６６８番１地
先まで

６９ 松山市道垣生８５号線 松山市東垣生町９５８番地１地先
から同町１０８４番１地先まで

７０ 松山市道余土９６号線 松山市出合４３５３番地先から同市
出合２６１３番地先まで

７１ 松山市道生石１２１号
線

松山市南吉田町２２７０番地先から
同町２８５８番地先まで

７２ 松山市道堀江１４１号
線

松山市堀江町２５番５地先から同
市福角町３９８番１地先まで

７３ 松山市生石１８２号線 松山市東垣生１０８４番１地先から
同市南吉田町２２７０番地先まで

７４ 松山市道松山環状線
南部

松山市天山町三丁目１９５番１地
先から同市和泉北三丁目７２３番
４地先まで

７５ 松山市道松山環状線
南部（複線０１）

松山市和泉北一丁目７３７番地先
から同市和泉北一丁目７７７番２
地先まで

７６ 松山市道松山環状線
西部

松山市和泉北二丁目７３０番１地
先から同市空港通二丁目１８８番
１地先まで

７７ 松山市道松山環状線
西部（複線０１）

松山市和泉北二丁目７３５番１地
先から同市土居田町２１番１地先
まで

７８ 松山市道生石１８５号
線

松山市南吉田町２８５８番から同町
２７９８番４６地先まで

７９ 今治市道今治駅天保
山線

今治市北宝来町一丁目５番地５
先から同市天保山町二丁目４番
地先まで

８０ 今治市道内港喜田村
線

今治市恵美須三丁目１番地３４か
ら同市喜田村五丁目７６６番地３
先まで

８１ 今治市道鳥生臨海４
号線

今治市東鳥生町五丁目１７番地先
から同町五丁目２２番地先まで

８２ 今治市道鳥生臨海５
号線

今治市東鳥生町二丁目２０６９番５
先から同町五丁目３８番地先まで

８３ 今治市鳥生大浜八町
線

今治市八町東三丁目１４４８番地１
先から同市東鳥生町二丁目１９４５
番１先まで

８４ 今治市道内港喜田村
線

今治市喜田村五丁目７６６番３先
から同市恵美須町三丁目１番３４
先まで

８５ 今治市道富田臨港１
号線

今治市喜田村四丁目９９４番６先
から同市富田新港一丁目７番地
２先まで

８６ 宇和島市道築地本線 宇和島市築地町二丁目５０７番先
から同町二丁目５１６番まで

８７ 宇和島市道朝日町築
地線

宇和島市築地町一丁目５０７番か
ら同町二丁目５１６番まで

８８ 宇和島市道築地４ 宇和島市築地町二丁目３１８番号
線から同市寿町二丁目３１８番５
まで

８９ 宇和島市道築地１２号 宇和島市築地町二丁目１０００番１
から同町二丁目１０００番１まで
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附 則

この規則は、公布の日から施行する。

県議会告示

�愛媛県議会告示第１号
愛媛県議会会議規則（昭和３０年３月愛媛県議会告示第１号

）の一部を次のように改正し、告示の日から施行する。

平成１６年４月１日

愛媛県議会議長 中 畑 保 一

第１０５条中「速記法」の下に「その他議長が適当と認める

方法」を加える。

９０ 新居浜市道磯浦中新
田線

新居浜市磯浦町９番２７号地先か
ら同市新田町三丁目１番４３号地
先まで

９１ 新居浜市道松神子多
喜浜線

新居浜市多喜浜５１８番３号地先
から同市多喜浜７６番４２号地先ま
で

９２ 新居浜市道新田松神
子線

新居浜市松神子四丁目１番１号
地先から同市松神子二丁目１番
１号地先まで

９３ 西条市道国道朔日市
線

西条市大町１９４番地の６先から
同市ひうち６番地の１０まで

９４ 川之江市道港通井地
線

四国中央市港通４０６３番２２から同
市川之江町井地３３０番１まで

９５ 伊予三島市道中曽根
神之元線

四国中央市中曽根町字井垣３５８
番５から同市三島宮川一丁目字
神之元１０２４番１まで

９６ 伊予三島市道本郷平
木線

四国中央市下柏町５８７番１から
同町字池ノ口７４６番３まで

９７ 伊予三島市道国道海
岸線

四国中央市三島金子一丁目字金
子２１０１番６から同市中之庄町字
宮ノ北３７８番２まで

９８ 伊予三島市道中之庄
埋立３号線

四国中央市三島金子一丁目字金
子２２００番１から同市中之庄字宮
ノ北２１４５番まで

９９ 松前町道西１号 伊予郡松前町大字筒井字砂流場
１８１１番地から同町大字北川原字
塩屋西２０３５番地まで

１００ 松前町道西２２号線 伊予郡松前町大字西高柳字樋ノ
西５２９番地から同町大字北川原
字原端９７４番地まで

１０１ 松前町道西１８１号 伊予郡松前町大字筒井字城新田
１４１１番地４から同町大字筒井字
砂流場１７９５番地１まで

１０２ 宇和町道１－３ 西予市宇和町清沢１４１８番地先か
ら同町清沢１５９０番地先まで

１０３ 三間町道宮野下土居
中線

北宇和郡三間町宮野下７４５番５
から同町宮野下２１４番１まで

１０４ 港湾道路 四国中央市村松町柳田縄９３７番
地４から同市川之江町５４０番地
先まで

１０５ 港湾道路 四国中央市村松町柳田縄９３７番
地４から同町（大王製紙前）ま
で

１０６ 港湾道路 四国中央市川之江町宮の下（旧
フェリー発着地）から同町２５２９
番地まで

１０７ 港湾道路 新居浜市垣生三丁目から同市多
喜浜３５１番地まで

１０８ 港湾道路 東予市今在家１５００番地の２から
同市今在家７２７番地の１まで

１０９ 東予臨港道路 東予市今在家１５００番地の２（フ
ェリー専用岸壁）から同市北条
９２６番地の１４まで

１１０ 港湾道路 今治市富田新港一丁目２番地５
から同市富田新港１番地５まで

１１１ 港湾道路 今治市喜田村二丁目５番４３号か
ら同市喜田村四丁目５番２７号ま
で

１１２ 港湾道路 今治市富田新港一丁目１番地５
から同市富田新港一丁目２番地
５まで

１１３ 港湾道路 今治市片原町一丁目４番地２（
今治フェリーセンター）から同
市恵美須二丁目８番地３まで

１１４ 港湾道路 今治市片原町三丁目１番地８か
ら同町一丁目４番地２まで

１１５ 港湾道路 松山市三津ふ頭１番地１から同
市三津一丁目（外港第二埠頭）
まで

１１６ 港湾道路 松山市三津ふ頭１番地１から同
市三津三丁目５番４０先まで

１１７ 港湾道路 松山市北吉田町から同市大可賀
三丁目９３番地（新埠頭埋立地内
）まで

１１８ 港湾道路 松山市高浜町三丁目９３番地から
同町六丁目２５５４番地まで

１１９ 港湾道路 松山市北吉田町１２９４番地から同
町（帝人）まで

１２０ 港湾道路 松山市北吉田町７７番地５から同
市大可賀三丁目（コスモ石油松
山工場）まで

１２１ 港湾道路 松山市高浜町五丁目２２５４番地（
松山フェリーセンター）から同
町六丁目２５６４番地先まで

１２２ 港湾道路 松山市海岸通２４２２番地１から同
市海岸通１４５５番地１まで
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